
公立大学法人宮城大学　業務実績報告書

（令和6年度）

【事業年度評価】

令和7年6月

公立大学法人宮城大学





　法人の概要

1.名称
公立大学法人宮城大学

2.所在地
宮城県黒川郡大和町学苑1番地1

3.設立年月日
平成21年4月1日

4.設立団体
宮城県

5.中期目標の期間（第3期）
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで

6.目的及び業務
【目的】

　当法人は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）に基づき宮城大学を設置し、及び管理すること
　により、卓越した教育研究の拠点として、学術文化を振興し、その成果を広く社会に還元するとともに、創造的
　な知性と豊かな人間性を備えた人材を育成し、もって地域の産業及び社会の発展に寄与することを目的とする。

　【業務】
(1)大学を設置し、これを運営すること。
(2)学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3)法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による

教育研究活動を行うこと。
(4)公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5)大学における教育研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6)前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

7.資本金の額
155億1,589万5,651円（令和7年3月31日現在）

8.役員等の状況（令和7年3月31日現在）
(1)役員の役職、氏名

 理事長　 佐　野　好　昭
 副理事長 佐々木　啓　一
 理事（教育担当） 西　川　正　純
 理事（研究、学術情報、産学地域連携、国際交流担当） 風　見　正　三
 理事（総務・人事労務、企画・広報担当） 佐々木　靖　彦
 理事（財務・施設担当） 工　藤　和　浩
 監事 西　村　晃　一
 監事 柴　田　純　一

(2)会計監査人の氏名又は名称及び報酬

9.学生数（令和7年5月1日現在）
【学群】
　看護学群 403 人
　事業構想学群 876 人
　食産業学群 547 人 小計 1,826 人

　【大学院】
　看護学研究科 22 人
　事業構想学研究科 42 人
　食産業学研究科 25 人 小計 89 人

合計 1,915 人

10.教職員数（令和7年5月1日現在）
 学長 1 人
 副学長 3 人
 教授 58 人（副学長兼務者3人含まず）

　准教授 35 人
 講師 13 人
 助教 20 人
 助手 4 人
 専任職員 70 人
 業務限定職員 3 人
 有期雇用職員 48 人 合計 255 人

会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当該監査法人に対する、当事業年度の監査証明業務に基づく
報酬の額は9百万円（税込）である。
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11．組織図（令和7年3月31日現在）
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1 前年度の評価結果を踏まえた改善に向けた取組
＜大学院課程　【評定】Ｃ＞
・

・

・

2 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

・

・

・

・

・

［(3)教育の実施体制等］
・
・

教育研究の質の向上（教育に関する目標）に関する特記事項

　第1　教育研究の質の向上

【重点目標】
県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うこと

で実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育内容のグローバル化に取り組むほ
か、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させる
とともに、豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な
力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点も備えた質の高い人
材を育成し、地域社会に輩出する。

　1　教育に関する目標

全体的な状況

学群入試については、高校等教員向け説明会は、宮城県校長協会等の説明会に加え、22校を訪問し、進路指導担当者との意見交
換を進めた。生徒及び保護者向けの説明会では、9会場でのイベント出展、高校等20校での対面・オンライン説明会を実施するとと
もに、資料参加を含め志願度の高い来場者が見込まれる看護及び食農系会場への出展を強化した。

また、メールマガジンについては、既存ツールに加えて今年度より新たなツールを採用し、登録者数を前年より178件増加させ、
合わせて42回の配信を実施した。

研究科入試においても、定員充足率向上のため、出願資格の見直しや、対面での入試相談会の開催（看護）、本学ウェブサイト
や独自媒体（パンフレット等）を通じた広報活動の実施や学群学生への大学院説明会の開催やキャリア教育（事業）、日頃の研
究・教育の学術的成果の積極的なアピールや進学説明会、ウェブサイトの充実などを通した広報活動の実施（食産業）により、大
学院定員の充足率は80.8%に上昇した。

学群教育に関しては、体系的に実施される教育課程について履修ガイドやウェブサイト等により学生の理解を促進するととも
に、学外への周知を図った。この他、遠隔看護についてより専門的な知識・技術を獲得するための教育プログラム検討を行い、令
和7年度から「遠隔看護論」「遠隔看護演習」を新設科目として設定（看護）、イノベーションデザイン特別演習科目の教育プログ
ラムを検討・実施することで、デザイン思考を通してイノベーションを実践し得る開かれた学びの場の提供（事業）、基盤科目及
び専門基礎科目で蓄積した学修内容が専門科目で連続性をもって展開できるよう各専門分野の科目を実施（食産業）といった実学
教育の更なる充実・拡大に取り組んだ。

研究科教育については、全研究科でディプロマ・ポリシー（DP）やカリキュラム・ポリシー（CP）の点検を行い、全学共通の
DP、CPを策定及び各研究科のDP、CPも全学共通DP、CPと一貫性のあるものに改編した。

そのほか、学生への支援として、障がいや心身の健康に不安のある学生からの合理的配慮の申請に基づき、当該学生や関係者と
の建設的対話に基づき、適切な配慮の作成・提供を行った。また、それ以外の支援が必要と思われる学生について、各学群の学生
WG等の場を利用して情報を共有し、必要な対応を実施した。

生徒及び保護者向け説明会では、9会場でのイベント出展、高校等20校での対面・オンライン説明会を実施するとともに、資料
参加を含め志願度の高い来場者が見込まれる看護及び食農系会場への出展を強化した。

結果、令和7年度入学者の第一志望率は69.5％に到達（入学者アンケート調査結果、n=440、回収率99.5％）し、目標値を上回
る成果を達成した。全選抜区分の総出願者数は1,761人となった。

メールマガジンについては、既存ツールに加えて今年度より新たなツールを採用し、登録者数を前年より178件増加させ、合わ
せて42回の配信を実施した。

看護学研究科では、入学試験（博士後期課程）の出願資格に必要とされていた“看護実務経験5年以上”という記載をなくした
り、マル合資格を持つ教員数を増やし指導可能な専門領域を広げたりすることにより、志願者の門戸を拡大した。また、募集
要項やウェブサイトの動画による情報提供、大学と関連する施設へのフライヤーの配布に加え、オープンキャンパスや大学院
公開講座の日程に合わせて複数回、対面で入試相談会を開催することにより、本研究科の入試制度、入学後のプログラム内容
及びその提供体制、大学院修了後の進路に至るまで、積極的に学内外への広報・周知を行った。

事業構想学研究科では、本学ウェブサイトや独自媒体（パンフレット等）を通じて、前期課程における試験制度や後期課程の
領域変更等に関する広報活動を行った。加えて、ファカルティ・ディベロップメント等の機会を通じて、修了後の進路指導を
含め魅力ある大学院プログラムの在り方についての検討を行った。また学群学生への大学院説明会の開催やキャリア教育等を
通じて、学生の進学意欲醸成と進学者確保に努めた。さらに、学外及び社会人進学者獲得のための具体的な方策として、リカ
レントプログラムとの連携を図るための科目設置を行う等、教育プログラム及び提供体制の強化に向けた見直しを行った。

食産業学研究科では、前期課程、後期課程ともに、教員・所属大学院生は日頃の研究・教育について精力的に取組を続け、大
学院広報の意味も含めてそれらの学術的成果を積極的に内外にアピールしてきた。前期課程では、進学説明会の実施やウェブ
サイトの充実などを通した広報活動を行った。また、在学生の意思を尊重しながらも大学院で学ぶことが当該学生に相応しい
場合には、積極的に内部進学を勧めるなど、個別の対応も進めてきた。後期課程では、前期課程在籍中の大学院生に対する内
部進学を奨励し、促進した。また、社会人進学者等発掘を目的に、学外からの進学希望者への積極的な情報提供を行った。

入試広報に関するアンケート調査（令和6年度入学者向け）調査結果（n=160、回収率36%）及び出願者属性調査結果等に基づく
入試広報計画により活動を展開した。

オープンキャンパスは、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催し、対面では両キャンパス合計3,059名が来場、入試説明
会には127組が参加した。

高校等教員向け説明会は、宮城県校長協会等の説明会に加え、22校を訪問し、進路指導担当者との意見交換を進めた。

「望ましい教員像及び教員組織の編成方針」を策定し、ウェブサイト等により学生及び学外への周知を図った。
令和6年度はマクロレベル1件、ミドルレベル10件、ミクロレベル10件のFD・SDを実施した。対面での開催のほか、オンデマン
ド配信を併用した開催形式により、全教職員の主体的な参加を促し、マクロレベルFD・SDは97.9％の出席率であった。

3



3 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

 [(2)教育の内容等]
・

・

 [(3)教育の実施体制等]
・

 [(4)学生への支援]
・

・

4 過年度との数値による実績対比が可能な事項
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・ ［指標］本学を第一志望とする入学者数の割合（66％以上／年）　附属資料7ページ参照
・ ［指標］大学院定員の充足（100％ 令和8年度）　附属資料9ページ参照
[(2)教育の内容等]
・ ［指標］期間中の地域連携型実践教育科目履修者（アソシエイト取得者）総数（210人 令和8年度）　附属資料12ページ
・ ［指標］地域連携型実践教育科目履修者の自己評価（80点以上 令和6年度）　附属資料12ページ
[(4)学生への支援]
・ ［指標］卒業生就職率（100％／年）　附属資料20ページ参照
・ ［指標］看護師国家試験新卒合格率（100％／年）　附属資料23ページ参照
・ ［指標］保健師国家試験新卒合格率（100％／年）　附属資料23ページ参照

5 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

6 その他、法人が積極的に実施した取組
 [(1)入学者受入方針・入学者選抜]
・

 [(2)教育の内容等]
・

・

 [(3)教育の実施体制等]
・

 [(4)学生への支援]
・

【評価委員会による意見記載欄】

内部質保証システム実施要綱に基づき、アドミッション・サイクル各段階のデータ分析を実施し、令和9年度入学者選抜の変更
を反映したアドミッション・ポリシーの改正を行うとともに、選抜方法の改善に向けた継続的な検討を進めている。

障害のある学生に対する修学支援やキャリア支援のあり方を検討するため、SSCとCICの共催で、先進的な取組を行っている富
山大学から講師を招聘し、FDを開催した。

各ポリシーに則ったカリキュラムを進めるため、シラバス記載要領の点検・改善を行うとともに、シラバスに則った授業展開
と読替・開講保証科目の周知により、円滑に移行を進めた。

令和7年度学年暦から、全学的に統一した授業日の編成を行い、効果的な教育の実現を図った。また、時間割の効果的な編成に
向け、100分授業の効果や学年暦との整合性等、次年度に検討するための情報収集を行った。

「本学が求める教員像」について、改めて明確化し、理事会の意見を聴いた上でウェブサイトで公表するとともに、学系の所
掌事項の整理を行った。

学生団体の知名度向上や連帯感の強化、資金調達を目的に「Giving Campaign 2024」を開催し、423名からの支援票のほか、企
業協賛金・個人寄附金合わせて212千円を獲得した。

大学院志願者数の増加、定員充足を目指し、研究科ごとに志願者の門戸拡大や、学群生を対象とした大学院説明会・キャリア
教育の実施や、社会人進学者等の発掘を目的とした積極的な情報提供周知・広報活動等を行ったものの、入学者定員の充足率
は80.8％に留まった。

学修成果及び各種アセスメント指標を基に、カリキュラム評価を実施するとともに、学修成果の可視化を行った。また、可視
化された結果を踏まえたアセスメントの実施及び公表を行った。

各学群・研究科で策定した編成方針等を踏まえ、専任教員の配置を行った上で、科目担当の充足が困難で、教育の質保証の観
点から必要と認められる場合には、特任教員や非常勤講師を配置するなど、科目担当教員の配置に関する指針を定め、適正な
配置を行った。

出願動向や試験科目間の得点状況を測定・分析し、その結果を令和6年度の試験問題作成に反映した。また、受験者の多様な能
力、意欲及び適性を総合的に評価し、時代の変化に対応できる人材の選抜を目指すとともに、受験者に幅広い選択肢を提供す
るため、令和9年度入学者選抜に向け、個別学力検査の出題科目や大学入学共通テストの利用教科・科目の変更を公表した。

リカレント教育の充実に向け、情報通信ネットワークの利用による遠隔授業、遠隔研究指導の積極的な活用を図った。社会人
履修学生の状況に合わせて対面方式と遠隔方式を組み合わせ、授業や合同ゼミ、発表会を効果的に実施した。

宮城県内の企業等を訪問し、採用活動に係る情報収集を行うとともに、学内における取組への協力依頼を行った結果、県内企
業等を中心とした学内説明会を開催することができた。

4



■中期計画番号 1

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・アドミッション･ポリシーに基づき、公平かつ公正
な入学者選抜試験を適切に実施するとともに、公立大
学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱に規定さ
れたアドミッション･サイクルに則り、必要に応じて
アドミッション･ポリシーを改正し、入試方法の改善
等を進める。（❶）

・全学入試運営組織であるアドミッションセンターを
中心に、学生募集要項や試験実施要領の作成、作題及
び査読の実施、試験運営を進めた。その結果、試験に
関するミスやインシデントは発生しなかった。
・公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱
に基づき、アドミッション・サイクル各段階のデータ
分析を実施し、令和9年度入学者選抜の変更を反映し
たアドミッション・ポリシーの改正を行うとともに、
選抜方法の改善に向けた継続的な検討を進めている。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶本学が求める学生像、入学者に求める能力及びその評価方法等を示したアドミッション・ポリシーに基づいた公平かつ公正な入学
者選抜試験を実施する。【1】

意見

評定実績（1～4）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

大学の理念や学群ごとの教育目標等に基づいた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）や大学の教育研究成果を広く受験生
などに発信し、学力及び意欲が高く、適性に優れた学生を幅広く確保する。また、入学者選抜に関するデータを分析・活用するほ
か、高等学校など社会のニーズを踏まえた適切な入学選抜方法を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　1教育　(1)入学者の受入　イ学士課程
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■中期計画番号 2

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・高大連携活動を通じて高校側と密接に連絡を取り合
い、さらには本学の教員が高校生の探究活動をはじめ
とする日頃の学びにも積極的に関わっていくことで大
学進学への動機付けを行う。また、そうした機会を
使った入試広報を展開する。（❶）

・高等学校等の依頼に着実に対応するとともに、必要
に応じてオンラインも併用しながら、高等学校側の
ニーズに柔軟に対応した。
①大学見学（模擬講義なし）
　R5：16件  378名   R6： 9件   249名
②大学見学（模擬講義あり）
　R5： 7件  200名   R6：17件   462名
③出前講義

R5：26件 1,561名  R6：27件 1,385名
④探究型学習の指導支援

R5：57件 7,154名  R6：33件 6,241名
⑤高校教員向け研修会

R5： 4件   115名  R6： 5件   118名

［指標］本学を第一志望とする入学者数の割合（66％
以上／年）

・本学を第一志望とする入学者数の割合69.5％（回答
率99.5%）

R
6
年
度

・令和5年度に引き続き、新入生アンケート調査や出
願者属性調査等により、オープンキャンパス、高校等
教員向け説明会･訪問、生徒保護者向け説明会･進学相
談会、メールマガジン配信等の継続の要否や内容･方
法の適切性を確認した上で、入試広報計画を策定･実
施する。（❶）

・前年度に引き続き、入試広報に関するアンケート調査（令和
6年度入学者向け）調査結果（n=160、回収率36％）及び出願者
属性調査結果等に基づく入試広報計画により活動を展開した。
・オープンキャンパスは、対面とオンラインのハイブリッド形
式で開催し、対面では両キャンパス合計3,059名が来場、入試
説明会には127組が参加した。
・高校等教員向け説明会は、宮城県校長協会等の説明会に加
え、22校を訪問し、進路指導担当者との意見交換を進めた。
・生徒及び保護者向け説明会では、9会場でのイベント出展、
高校等20校での対面・オンライン説明会を実施するとともに、
資料参加を含め志願度の高い来場者が見込まれる看護及び食農
系会場への出展を強化した。
・メールマガジンについては、既存ツールに加えて今年度より
新たなツールを採用し、登録者数を前年より178件増加させ、
合わせて42回の配信を実施した。
・その結果、令和7年度入学者の第一志望率は69.5％に到達
（入学者アンケート調査結果、n=440、回収率99.5％）し、目
標値を上回る成果を達成した。全選抜区分の総出願者数は
1,761人となった。

Ⅳ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶少子化による18歳人口の減少を踏まえ、高校訪問、入試説明会、オープンキャンパス、ウェブサイト、大学案内パンフレット等に
より、高校生や外国人留学生等に対する積極的な広報活動を展開することで、本学に高い関心を持つ出願者の確保、本学を第一志望
とする意欲ある学生の獲得に努める。【2】
［指標］本学を第一志望とする入学者数の割合（66%以上／年）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

大学の理念や学群ごとの教育目標等に基づいた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）や大学の教育研究成果を広く受験生
などに発信し、学力及び意欲が高く、適性に優れた学生を幅広く確保する。また、入学者選抜に関するデータを分析・活用するほ
か、高等学校など社会のニーズを踏まえた適切な入学選抜方法を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　1教育　(1)入学者の受入　イ学士課程
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■中期計画番号 3

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱
第8条第1号のアドミッション・サイクルに基づき、入
学者選抜受入結果の測定分析（出願動向、試験科目間
及び試験科目ごとの得点状況等）を行い、入学者選抜
制度や試験問題作題に関する改善の要否について継続
的に検討を行う。（❶）

・出願動向や試験科目間の得点状況を測定・分析し、
その結果を令和6年度の試験問題作成に反映した。ま
た、受験者の多様な能力、意欲及び適性を総合的に評
価し、時代の変化に対応できる人材の選抜を目指すと
ともに、受験者に幅広い選択肢を提供するため、令和
9年度入学者選抜に向け、個別学力検査の出題科目や
大学入学共通テストの利用教科・科目の変更を公表し
た。

R
6
年
度

・新学習指導要領に対応した令和7年度入学者選抜に
向け、引き続き、入試システムやマニュアル等の更新
を進め、 令和6年度上半期に試行と切替えを行い、下
半期に実装する。（❶）

・令和7年度入学者選抜に向け、入試システム及びマ
ニュアルについて、上半期に試行と切り替えを実施
し、下半期に実装を完了した。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

➊大学入学共通テストの導入、新学習指導要領への対応等、国の入試改革の動向や、入試データや入学後の成績等、入学者に関する
多面的なデータ分析を踏まえながら、必要に応じて入学者選抜制度の見直しや改善を図る。【3】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

大学の理念や学群ごとの教育目標等に基づいた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）や大学の教育研究成果を広く受験生
などに発信し、学力及び意欲が高く、適性に優れた学生を幅広く確保する。また、入学者選抜に関するデータを分析・活用するほ
か、高等学校など社会のニーズを踏まえた適切な入学選抜方法を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　1教育　(1)入学者の受入　イ学士課程
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■中期計画番号 4

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・アカデミック・インターンシップについては、大学での
学びに触れ、深い学びを通じて自己の進路意識を高めるこ
とを目的としている。前年度の課題である案内の早期化に
ついて、今年度は例年より募集案内を約2週間早め、高等学
校側のニーズに対応した運用を実施した。
・看護学類の受入人数の拡充については、検討の結果、ア
カデミック・インターンシップの目的を果たすために必要
なプログラムの質を担保する観点から、現状維持とした
が、定員超過により、受講が叶わなかった高等学校からの
申込については、個別に出前講義やオープンキャンパス等
のコンテンツを紹介する等し、先方のニーズに合わせた柔
軟な対応を行った。また、受講者のアンケート調査では、
受講者の95％が「大学での学びについて理解が進んだ」と
いう結果となっており、質の高いプログラムを実施するこ
とにより、教育的効果を高めることに寄与した。

・高等学校等からの依頼による大学見学や出前講義、
探究型学習の指導支援及び高校教員向け研修会を着実
に実行・開催していくとともに、必要に応じてオンラ
イン方式も併用しながら、より効果的な教育と指導支
援の体制を整えていく。（❶❷）

・高等学校等の依頼に着実に対応するとともに、必要に
応じてオンラインも併用しながら、高等学校側のニーズ
に柔軟に対応した。
①大学見学（模擬講義なし）
　R5：16件   378名   R6： 9件  249名
②大学見学（模擬講義あり）
　R5： 7件   200名   R6：17件  462名
③出前講義

R5：26件 1,561名   R6：27件 1,385名
④探究型学習の指導支援

R5：57件 7,154名   R6：33件 6,241名
⑤高校教員向け研修会

R5： 4件   115名   R6： 5件   118名

R
6
年
度

・引き続き高大連携推進室を中心とする高大連携事業
の全学的な運営体制を継続するとともに、高校から大
学への継ぎ目のない接続を実現できるよう、県内を中
心とする高大ネットワークの拡充を図る。（❶❷）

・全学体制の下で高大連携事業を展開するとともに、大
学見学・出前講義や探究型学習の指導支援、アカデミッ
ク・インターンシップなどの事業を通じて県内高等学校
等とのネットワーク構築を推進した。
・「EDGE-PRIME Initiative」（アントレプレナーシッ
プ教育の高校生等への拡大）の取組について、高大連携
推進室では、事業構想学群と連携し、高等学校等への周
知を実施するとともに、学校側との窓口機能として、実
施に寄与した。（R6：3件）

Ⅲ

・高等学校等との密な対話・意見交換により高大連携
事業の充実を図るため、高大連携事業協議会を開催す
るとともに、相互の課題を議論・解決する研究会
（FD）等においても議論を進めていく。（❷）

・高校教員との意見交換や相互の連携強化を目的とした
高大連携事業協議会を7月と2月にそれぞれ対面で開催し
た。7月は本学の高大連携事業に係る情報発信や高校教
員間のつながりを醸成することを目的としたグループ
ワークを取り入れた意見交換を実施した。2月は探究型
学習の高大連携に係る事例発表や高等学校との意見交換
会の場として開催した。
・FDでは、宮城県教育庁高校教育課から講師2名を招聘
し、高大連携と大学入試のつながりについて現状を確認
するとともに、その先の展開を考える機会とした。
・教育に関する高大相互の理解を深めるため、探求型学
習指導等について、県内高校教員向けに講演等を行っ
た。（R6：5件）

・アカデミック・インターンシップについては、前年
度の課題である募集案内の早期化や看護学類の受入人
数の拡充を検討し、より教育的効果を高めるべく、更
なるプログラムの充実を図る。（❶）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶社会のニーズや国における高大接続に関する議論を踏まえ、高校生や地域社会にとって身近な宮城大学にするとともに、❷高等学校と
大学に携わる教職員が相互に指導力を高め合うことで地域貢献に寄与する人材を育成する。【4】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育内
容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊かな知
性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点も備え
た質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

大学の理念や学群ごとの教育目標等に基づいた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）や大学の教育研究成果を広く受験生など
に発信し、学力及び意欲が高く、適性に優れた学生を幅広く確保する。また、入学者選抜に関するデータを分析・活用するほか、高等学
校など社会のニーズを踏まえた適切な入学選抜方法を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　1教育　（1）入学者の受入　イ学士課程
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■中期計画番号 5

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 ロ 大学院課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

C C C

R
6
年
度

Ⅲ

・アドミッション・ポリシーに基づき、公平かつ公正
な入学者選抜試験を適切に実施するとともに、公立大
学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱に規定さ
れたアドミッション・サイクルに則り、必要に応じて
アドミッション・ポリシーを改正し、入試方法の改善
等を進める。（❶）

・研究科及びアドミッションセンターが密接に連携
し、学生募集要項や試験実施要領の作成、作題及び査
読、試験運営を進めた。その結果、試験に関するミス
やインシデントは発生しなかった。
・公立大学法人宮城大学内部質保証システム実施要綱
に基づき、アドミッション・サイクル各段階でデータ
分析を実施し、入学者選抜方法の適切性やアドミッ
ション・ポリシー改正の必要性について、継続的な検
討を行った。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶博士前期課程及び博士後期課程のそれぞれについて、本学が求める学生像、入学者に求める能力及びその評価方法等を示したアド
ミッション・ポリシーに基づいた公平かつ公正な入学者選抜試験を実施する。【5】

意見

評定実績（5～6）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

アドミッション・ポリシーに適合し、高度な実践能力及び研究能力の習得を目指す意欲あふれる人材について、学群卒業生や社会
人など多様な分野からの受入れを推進する。また、病院・企業・自治体など社会のニーズを踏まえた適切な入学者選抜方法を整備
し、定員充足率の向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条） 第1教育研究 1教育 (1)入学者の受入 ロ大学院課程
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■中期計画番号 6

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(1) 入学者受入方針・入学者選抜に関する目標 ロ 大学院課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

Ⅱ

・事業構想学研究科においては、既存のプログラム内容の
精査を行い、本学ウェブサイトはもとより、独自の媒体等
を介しての前期課程における試験制度や後期課程の領域の
変更等についての積極的な周知を行うほか、より積極的か
つ効果的な広報活動の在り方の検討を行う。また、既存の
大学院プログラムの在り方に関して、再度、ファカル
ティ・ディベロップメント等により、入学者の確保に向け
た検討を推し進める一方で、学群学生への説明会の開催
等、情報発信を積極的に行い内部進学者の発掘に努めると
ともに、学外及び社会人進学者の獲得のための具体的な方
策、なかでもリカレントプログラムとの融合の可能性や、
時勢に即した魅力あるプログラム内容及びその提供体制の
機能強化に向けての具体的な検討を引き続き行う。（❶
❷）

・事業構想学研究科では、本学ウェブサイトや独自媒体
（パンフレット等）を通じて、前期課程における試験制度
や後期課程の領域変更等に関する広報活動を行った。加え
て、ファカルティ・ディベロップメント等の機会を通じ
て、修了後の進路指導を含め魅力ある大学院プログラムの
在り方についての検討を行った。また学群学生への大学院
説明会の開催やキャリア教育等を通じて、学生の進学意欲
の醸成と進学者の確保に努めた。さらに、学外及び社会人
進学者の獲得のための具体的な方策として、リカレントプ
ログラムとの連携を図るための科目設置を行う等、教育プ
ログラム及び提供体制の強化に向けた見直しを行った。こ
うした活動の結果、博士前期課程の受験者数18名（内入学
者数17名）、博士後期課程の受験者数2名（内入学者数2
名）という実績が示されたと考えられる。

・食産業学研究科においては、前期課程及び後期課程とも
に研究・教育の質を更に高め、そのことが十分な進学志願
者の確保につながるように引き続き丁寧に情報発信してい
く。前期課程においては、学内で進学説明会を開催して内
部進学者を発掘するとともに、ウェブサイトを充実させる
など、学外からの進学者確保にもつながる広報活動を展開
する。後期課程においては、日頃の研究・教育活動を通し
て内部進学者の発掘・育成に努めるほか、業界団体や関連
学会等の専門家集団のネットワークも利用しながら学外か
らの進学希望者を発掘する。特に、社会人進学者の獲得に
向けて個人及び団体に働きかけるほか、入国制限解除によ
り増加している外国人からの問合せにも丁寧に対応してい
く。（❶❷）

・食産業学研究科においては、前期課程及び後期課程とも
に、教員及び所属大学院生は日頃の研究・教育について精
力的に取組を続け、大学院広報の意味も含めてそれらの学
術的成果を積極的に内外にアピールしてきた。前期課程に
おいては、進学説明会の実施やウェブサイトの充実などを
通した広報活動を行った。また、在学生の意思を尊重しな
がらも大学院で学ぶことが当該学生に相応しい場合には、
積極的に内部進学を勧めるなど、個別の対応も進めてき
た。後期課程においては、前期課程在籍中の大学院生に対
する内部進学を奨励し、促進した。また、社会人進学者等
の発掘を目的として、学外からの進学希望者に対して積極
的な情報提供を行った。

［指標］大学院定員の充足（100％ 令和8年度）

R
6
年
度

・看護学研究科においては、ファカルティ・ディベロップ
メント等を開催したり、 指導体制をより充実させたりする
ことにより、 研究・教育の質の更なる向上に努めていく。
その上で、 本学ウェブサイトの効果的な活用や入試相談会
の実施等により、 全体の志願者確保につながるような幅広
い情報発信を行っていく。また、 日頃の教育・研究活動を
通して内部進学者の発掘・育成に努め、 学群学生に対する
説明会の開催などの情報発信も積極的に行っていく。これ
らにより、学外及び社会人進学者の獲得とともに、 学群卒
業生（見込みを含む）の志願者数増加も目指していく。
（❶❷）

・看護学研究科においては、入学試験（博士後期課程）の
出願資格に必要とされていた“看護実務経験5年以上”とい
う記載をなくしたり、マル合資格を持つ教員数を増やし指
導可能な専門領域を広げたりすることにより、志願者の門
戸を拡大した。また、募集要項やウェブサイトの動画によ
る情報提供、大学と関連する施設へのフライヤーの配布に
加え、オープンキャンパスや大学院公開講座の日程に合わ
せて複数回、対面で入試相談会を開催することにより、本
研究科の入試制度、入学後のプログラム内容及びその提供
体制、大学院修了後の進路に至るまで、積極的に学内外へ
の広報・周知を行った。その結果、本年度は博士前期・後
期課程とも、コロナ禍で減少していた志願者数の回復を図
ることができた。さらに、昨年度に引き続き、学群学生を
対象としたキャリアガイダンスを開催することにより、社
会人だけでなく、本学看護学群からの内部進学者を含めた
大学院生受入れの推進に努めた。

・大学院定員*の充足　80.8％（*入学定員）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶定員充足率向上のために、各研究科の教育内容を踏まえた入学者選抜制度の見直しを行うとともに、❷自治体派遣枠の活用、企業
からの派遣受入、リカレント教育の必要性等をアピールする自治体や関係機関への訪問説明、大学院進学の魅力を可視化したウェブ
サイトの充実等、大学院独自の広報活動を強化する。【6】
［指標］大学院定員の充足（100% 令和8年度）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

アドミッション・ポリシーに適合し、高度な実践能力及び研究能力の習得を目指す意欲あふれる人材について、学群卒業生や社会
人など多様な分野からの受入れを推進する。また、病院・企業・自治体など社会のニーズを踏まえた適切な入学者選抜方法を整備
し、定員充足率の向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条） 第1教育研究 1教育 (1)入学者の受入 ロ大学院課程
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■中期計画番号 7

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

S A A

・各ポリシーに則ったカリキュラムを進めるとともに、旧
カリキュラムからの着実な移行を進める。（❶）

・各ポリシーに則ったカリキュラムを進めるため、シラバ
ス記載要領の点検・改善を行うとともに、シラバスに則っ
た授業展開と読替・開講保証科目の周知により、円滑に移
行を進めた。

・学生自らの学修意欲や進路に応じて履修を進めることが
できるよう、教育課程のカリキュラムマップや主要科目、
科目ナンバリング、シラバス、履修モデルについて、履修
ガイドに掲載し、入学時のガイダンス等により学生へ説明
周知を図る。（❶）

・新入生への入学時ガイダンス及び在学生への新年度オリ
エンテーションでは、課程並びに各プログラムの説明、カ
リキュラムマップや履修モデル等について履修ガイドを用
いた説明で周知を図った。

・「宮城大学教学アセスメントプラン」に則り学修成果と
各種アセスメント指標を基にカリキュラム評価のためのモ
ニタリング及び学修成果の可視化を行う。また、一部アセ
スメント結果の公表を行う。（❶❷）

・学修成果及び各種アセスメント指標を基に、カリキュラ
ム評価を実施するとともに、学修成果の可視化を行った。
また、可視化された結果を踏まえたアセスメントの実施及
び公表を行った。

・看護学群においては、新たな時代に対応できる看護イノ
ベーションを実現する看護職として、地域課題解決ができ
る判断力やマネジメント力、遠隔看護スキルや看護情報リ
テラシーの獲得・強化のために、主要科目の内容を拡充す
るとともに、新たな教育プログラムを整備する。実践的思
考と技術力を高めるために、DX教材やスキルスラボ等を利
活用したシミュレーション教育を更に強化する。また、令
和4年度新カリキュラム3年目を迎え、看護学教育課程の要
である新設・改編した領域実習を円滑に運営する。（❶）

・看護学群においては、地域の健康課題を見出し、地域課
題解決のためのマネジメント力並びにデジタル技術を利活
用した遠隔看護実践力の獲得を目指す教育プログラムの検
討を行った。令和7年度からの新設科目として、「遠隔看護
論」「遠隔看護演習」の開講を整備した。また、演習時の
スキルスラボの利用機会は増加し、シミュレーターの整備
も進み、実践に近い状況での実践力と技術力向上のための
環境を整備した。また、DX教材の授業等での活用も継続さ
れており、シミュレーション教育は強化されてきている。
令和6年度、新設された看護マネジメント実習及び改編され
た在宅看護学実習はいずれもプログラムに沿って運営し
た。

・全学及び学群のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・
ポリシーや関係する理念等について点検を行う。また、体
系的に実施される教育課程について履修ガイドやウェブサ
イト等により学生の理解を促進するとともに、学外への周
知を図る。（❶）

・カリキュラムセンターFD「カリキュラムの構造化と学修
成果の可視化」を実施し、関係するポリシーを含め連動す
るカリキュラムの点検を行った。また、体系的に実施され
る教育課程について履修ガイドやウェブサイト等により学
生の理解を促進するとともに、学外への周知を図った。

R
6
年
度

Ⅲ

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

高度な実学を身につけた実践的人材の養成という教育理念のもと、人間性豊かで、グローバルな視点を備えた、Society 5.0の実現
や、地域社会の発展に貢献できる人材を養成する。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の
編成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準を用いて、それぞれの学生の学修到達度
を測定し、厳正な成績評価を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IR（Institutional
Research）の導入を進める。

基盤教育においては、自立した人間として必要な総合力形成の基礎となる教養教育を充実する。専門教育においては、基盤教育と
の連携を重視した上で、地域社会のニーズに対応し、かつ、各学群の教育目標や特色を生かした教育課程を編成する。
また、アクティブ・ラーニング等により、実践的な教育や少人数教育によるきめ細かな教育を行うなど、学生の勉学意欲や理解度の
向上につながる、最も効果的な教育方法を工夫する。

大学教育のデジタル化を推進し、遠隔授業を組み合わせた新しい講義形式のあり方を検討するとともに、大学間の連携をより一層
推進する。また、対面による活動がもたらす教育効果を再確認し、その効果的活用を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  イ学士課程

❶本学の理念及び各学群の目的に基づくディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを明確に定め、その実現のための体系的な
教育課程を編成・実施する。❷また、学修成果把握のための評価・可視化の方法をアセスメントプランとして定めるとともに、❸教
学IRの導入を進め、それらに基づく組織的な教育成果の点検・評価と改善を着実に進める。【7】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第２７条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定 意見

評定実績（7～9）
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・食産業学群においては、1年次には生物生産学類の教員が
「食材生産概論」を、フードマネジメント学類の教員が
「フードマネジメント概論」を授業し、各学類の教育を伝
えることで学生が適切な学類選択を行うことを促した。ま
た、学類が決定した2年次には各学類の教員がゼミ形式で行
う「食産業学基礎演習」などの科目を開講し、それぞれの
専門分野や研究内容を紹介することで学修意欲の向上を
図った。さらに3年次には幅広い分野の専門科目を提供し、
研究室選択を適切に実施して卒業研究に取り組む上での基
礎を培った。また、新カリキュラムの効果を実現するた
め、食産業学群としての教育・研究指導ができる専任教員
を新たに採用して教育課程の充実を図った。

・基盤教育群においては、本学の特性に配慮した基盤教育
の在り方を念頭に置きつつ、導入、教養、学群共通科目の
編成・実施に関する全学的な共通認識（基盤教育共通ビ
ジョン）の確立に向けて、引き続き基盤教育群での検討内
容を共有し全学的な議論を進める。同時に、前項の目的を
達成するために、教員の研鑽を奨励する施策を推進する。
（❶）

・基盤教育共通ビジョンの策定に向けて、基盤教育群内の
ワーキングで論点の洗い出しを行い、「フレッシュマンコ
ア科目の現状と課題」「受講者数に対する時間割の影響」
「リメディアル科目の充実と教員評価」「新たな科目開
発」「現行科目の改廃」を中心に議論を進め、受講者に対
する時間割調整、科目の改廃を実施した。また、導入・教
養・学群共通科目に関する全学的な共通認識を形成するた
めの前提作業として、導入科目、及び選択科目の分野別現
状検証を内容とする「基盤科目検証会」を実施し、科目担
当者間での問題認識の共有を図った。

・卒業時の学修成果測定結果を可視化し、現行教育課程に
おけるディプロマ・ポリシーに対する教育効果の検証、分
析を各学群にて行う。検証結果を基に全学的な比較検証も
実施し、教育課程の改善を行う。（❷）

・卒業時の学修成果測定結果を可視化し、各学群において
ディプロマ・ポリシーに基づく現行教育課程の教育効果に
ついて検証を行うとともに、測定手法や時期の改善を行っ
た。また、全学FD/SDにおいて、全学群・学類の比較対照
データを全教職員と共有し、各学群・学類の学修状況の特
徴を検討した上で学修者本位の教育について議論した。こ
れを受け、各群・学群で授業およびカリキュラム上の課題
を洗い出し、次期カリキュラム改編の方向性を見出した。

・「宮城大学教学アセスメントプラン」に則り、関係セン
ター、学群及び研究科等が連携してアセスメントを実施す
る。（❷）

・教学アセスメントプランに則った科目、学群、大学全体
の各階層レベルにおけるアセスメントを実施した。各学
群・研究科のアセスメント結果は、カリキュラムセンター
において取りまとめ課題を抽出し、各学群での対応を指示
した。

・事業構想学群においては、適切な学類選択を促すための1
年次向け専門基礎科目等の提供をより充実したものとする
ことに加え、2年次以降の専門基幹科目、専門関連科目等と
のより一層の連携を深める。また、イノベーションデザイ
ンのスキル習得の機会を提供するために、その入り口か
ら、リカレント教育や高大連携などの正課外科目等の成果
を取り込みつつ、より広範囲かつ高度なカリキュラム体系
の構想とその具体的教育活動への展開を視野に、スキル習
得の機会を拡張・展開するための他機関等と連携したプロ
グラム体系の設計に関するより具体的な検討を進める。
（❶）

・事業構想学群においては、1年次専門基礎科目及び2年次
以降の専門基幹科目、専門関連科目等との連携を深めるた
め、各学類の特色や科目体系に関する情報提供を目的に必
修科目として1年次専門基礎科目を実施した。また、2年次
以降の専門基幹科目、専門関連科目等との連携を念頭に、
事業構想特別講義を提供し連携を深めた。また、イノベー
ションデザインのスキル習得の機会を提供するための入口
として、リカレント教育や高大連携などの正課外科目等の
成果を取り込み、より広範囲かつ高度なカリキュラム体系
の構想、その具体的教育活動への展開を視野に、スキル習
得の機会を拡張・展開するためのプログラム体系を設計し
た。

・食産業学群においては、引き続き新カリキュラム下にお
いて学生が学類選択や研究室選択などで自ら適切な学びを
選択できるよう1年次の「食材生産概論」、「フードマネジ
メント概論」や2年次の「食産業学基礎演習」などを適切に
実施していくとともに、これらを踏まえた3年次の研究室選
択や専門科目を適切に実施することで高度な専門性が学修
できるよう努める。また、引き続き新カリキュラムの効果
を実現するため、求められる分野の教育・研究指導ができ
る教員を新たに採用して教育課程の充実を図る。（❶）

・教務・入試・キャリアに関する実データを収集・管理す
るための統合IRデータベースを設計し、データ分析のため
の仕組みの構築に取り組む。また、教学IRに関連する教職
員に対して、データの管理・分析に関する能力向上を図る
ための研修等を実施する。（❸）

・教務・入試・キャリアに関する直近7年分の実データ（全
学群）を収集し、それらを保管・管理・加工・整形するた
めの統合IRシステムを整えた。さらに、整形したデータを
用いてデータの共有及び可視化を可能とする教学IRに関す
るレポートを試作したほか、データの分析レベルに応じた
概略的なフローを作成した。また、教学IRに関連する教員
に対して、データの管理・分析に関する能力向上を図るた
めの研修等を実施した。
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■中期計画番号 8

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

Ⅲ

・実学教育で必要とされる高度な技術力・実践力・語
学力の修得を効果的に進めるため、実学教育プログラ
ムを展開し、多様な学びの機会を提供する。また、遠
隔授業の効果的な導入を進めるため、キャンパス間で
の遠隔授業を継続する。（❷❸）

・実学教育プログラムの一環として、特に、看護学群
では「骨髄移植と骨髄バンクに関する講義」を開講
し、骨髄バンクについての理解を深めた。また、基盤
教育科目「福祉入門」では、太白キャンパスから大和
キャンパスへの遠隔授業を継続的に実施した。

・令和5年度に引き続き、効果的な教育を実現するた
めの学年暦・時間割の効果的な編成・運用の在り方と
その具体化の方策について検討を行う。（❺）

・令和7年度学年暦から、全学的に統一した授業日の
編成を行い、効果的な教育の実現を図った。また、時
間割の効果的な編成に向け、100分授業の効果や学年
暦との整合性等、次年度に検討するための情報収集を
行った。

・地域連携実践教育科目である地域フィールドワーク
においては、制作したテキスト・映像教材を継続して
活用するとともに、新カリキュラム下での講義内容の
検証と改善を進める。また、学生に対してコミュニ
ティ・プランナー科目群を含めた地域連携実践教育プ
ログラムの全体像を映像を用いて示すなどの取組を行
い、両キャンパスにおけるコミュニティ・プランナー
アソシエイト取得者の確保を図る。（❷）

・地域フィールドワークにおいては、新カリキュラム
移行時に制作したテキスト・映像教材を継続して活用
した。また、昨年度から実施している宮城県庁との連
携による講義において、地域振興課に加えて今年度は
農山漁村なりわい課と連携し実践者を招聘した講義を
実施した。さらに、授業評価アンケートの結果等を踏
まえて、講義内容の検証と改善を実施した。加えて、
新たに制作したコミュニティ・プランナープログラム
修了生の活動を紹介する映像を用いて、プログラム受
講に向けた意識づけを図った。

・令和4年度から実施している教育課程の専門教育の
動向に合わせて、基盤教育から専門教育への接続性、
専門科目の受講方法、学修パスとしての連続性などに
配慮しつつ効果的な教育を実施する。また、必要に応
じて検討、検証を行い、シラバスや授業内容、時間割
等の見直しを行う。（❶❺）

・基盤教育科目について、学群を超えた教員ワーキン
グにてシラバスの確認を行い、専門教育への連続性に
配慮した内容の見直しを行った。また、全ての科目に
ついて、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シーに則った授業とするため、シラバスチェックを実
施した。

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

高度な実学を身につけた実践的人材の養成という教育理念のもと、人間性豊かで、グローバルな視点を備えた、Society 5.0の実現
や、地域社会の発展に貢献できる人材を養成する。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の
編成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準を用いて、それぞれの学生の学修到達度
を測定し、厳正な成績評価を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IR（Institutional
Research）の導入を進める。

基盤教育においては、自立した人間として必要な総合力形成の基礎となる教養教育を充実する。専門教育においては、基盤教育と
の連携を重視した上で、地域社会のニーズに対応し、かつ、各学群の教育目標や特色を生かした教育課程を編成する。
また、アクティブ・ラーニング等により、実践的な教育や少人数教育によるきめ細かな教育を行うなど、学生の勉学意欲や理解度の
向上につながる、最も効果的な教育方法を工夫する。

大学教育のデジタル化を推進し、遠隔授業を組み合わせた新しい講義形式のあり方を検討するとともに、大学間の連携をより一層
推進する。また、対面による活動がもたらす教育効果を再確認し、その効果的活用を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  イ学士課程

❶幅広い教養を身につけ主体的に学ぶ力、コミュニケーション力を培う基盤教育と、各学群で展開される専門教育を有機的に結び付
け、それらの連続性を高めた学修効果の高いカリキュラムを提供する。❷また、実学教育で必要とされる高度な技術力・実践力・語
学力の修得を効果的に進めるため、地域フィールドワークや実学教育プログラム、海外研修プログラム等による多様な学びの機会を
提供する。❸教育のデジタル化を推進するため、遠隔授業システムや学修管理システム等の整備・連携と円滑な運用を行い、それら
を効果的に活用した授業の展開を図るとともに、❹対面授業の効果的な実施、アクティブ・ラーニングの活用、ラーニングコモンズ
の整備・活用により、学生の主体的かつ対話的な学びのサポートを強化する。❺より効果的な教育を実現するための学年暦・時間割
の在り方を検討し、その効果的な編成・運用に努める。【8】
［指標］期間中の地域連携型実践教育科目履修者（アソシエイト取得者）総数（210人 令和8年度）
［指標］地域連携型実践教育科目履修者の自己評価（平均A:85点以上 令和8年度）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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・両キャンパスにおいて、自治体の学生の受入能力、
教員による講義運営体制等を鑑みて、継続してフィー
ルド数の適正化を図る。（❷）

・食産業学群においては、新カリキュラム履修者が3
年次になることから、基盤科目で蓄積した学習内容を
専門教育の場で実践展開できるよう各科目について実
施するとともに効果的な方法について絶えず検討を行
う。また、授業科目運営の中でデジタル化できる部分
については、そのメリットを十分に活かしながらデジ
タル化を実践する。（❶❷❸）

・食産業学群においては、基盤科目及び専門基礎科目
で蓄積した学修内容が専門科目で連続性をもって展開
できるよう各専門分野の科目を実施した。また、授業
科目運営の中でデジタル化できるコンテンツについて
は、そのメリットを十分に活かせるように、科目の洗
い出し等検討を行った。

［指標］令和6年度　88点

・看護学群における基盤教育からの接続においては、
新課程3年目に当たるスタートアップセミナー、地域
フィールドワークの課題を中間評価し、授業計画を見
直す。地域の特性を活かした災害看護プログラムで
は、ポートフォリオやシミュレーション教材を活用し
ながらより実践的内容の強化を継続する。国際看護プ
ログラムでは、国際的関心を醸成する働きかけを強化
し、本学の目標に適した海外演習を企画・評価する。
コロナ禍で見合わせていたIPE連携プログラムについ
て、正課内外の強化プログラムを再開する。（❶❷）

・看護学群においては、スタートアップセミナーで、
中間評価を行った。地域フィールドワークでは、学生
からのアンケート結果をもとに、課題の整理を行っ
た。国際看護プログラムでは、プログラム履修の学生
を中心に、JICA青年研修事業への参加を促し、母子保
健分野の研修員と交流を行うなどの国際的関心を高め
る働きかけを実践した。また、3月にオーストラリア
での海外演習を実施した。災害看護プログラムでは、
eポートフォリオを開発し、運用が開始となったこと
で学修内容の可視化が可能になった。また、学生の実
践が可視化できるシミュレーターを活用し、実践力の
強化につなげた。東北医科薬科大学とのIPE連携プロ
グラムでは、薬学生との正課外プログラムの模擬事例
検討（2回）、臨地実習内プログラムが実施され、正
課内外で、多職種連携の実践力を高めるプログラムを
提供した。

・看護学群独自の「学びの振り返り」及びWebClass上
eポートフォリオの運用を継続的に評価する。また、
教員による支援を充実する仕組みを検討する。さら
に、コンピテンシーのみならず、新たな全カリキュラ
ムのポートフォリオへの拡充を検討する。（❸）

・看護学群独自の「学びの振り返り」及びeポート
フォリオの運用を継続し、学生の活用状況を把握・評
価しながら、「学びの振り返り」の活用並びにeポー
トフォリオ利用方法についての動画及び手引きの作
成、学生の学びに対する教員からのフィードバック、
相談窓口の周知によって利活用促進に向けた支援体制
を整備した。eポートフォリオに履修した全ての科目
の学修成果物をまとめる機能を付加することについて
検討し、実装に向けた準備を開始した。

・看護学群におけるより高度な実践技能の獲得のた
め、スキルスラボの利用の促進、及びMYU-TOWN教材の
新築・改編の拡充・評価を行い、教育DXとアクティブ
ラーニングをより一層推進する。そのために、ラボを
中心とする教育環境の整備、アクティブラーニングで
不可欠な演習補助者（TA）やSPの育成、病院看護師と
の人事交流等を継続・強化する。（❸❹）

・看護学群のDX教材であるMYU-TOWNは使用の実績が積
み上げられており、現在改善点についての教員アン
ケートを実施中し、その結果をもとに評価・改修を
行った。スキルスラボの活用機会は増加しており、臨
床に近い環境下で、SPとして学生の採用を行うこと
で、高度な実践技能の獲得のための教育環境の整備を
行っている。また、他大学からのSP募集の依頼を学生
に周知し、SPとしての参加を促進することで、SPの育
成の機会とした。

・2年次以降のコミュニティ・プランナー科目群にお
いては新たに制作したテキストを用いて講義内容の改
善に着手した。兵庫県立大学との連携に加えて、県立
広島大学で開催された活動報告会において、新カリ
キュラム下の学生が学習成果の報告を行なった。ま
た、地域のニーズに基づく課題解決をテーマとして講
義を実施した。

［指標］期間中の地域連携実践教育科目履修者（アソ
シエイト取得者）総数
（210人 令和8年度）※年平均：35人

・令和6年度卒業生におけるCPアソシエイト取得者数
は30人であり、累計の取得者数は123人である。
（参考）令和6年度「地域フィールドワーク」履修者
446人、「CP概論及び演習」履修者50人、「CP実践
論」履修者43人、「CPフィールドワーク演習」履修者
11人

［指標］地域連携実践教育科目履修者の自己評価（80
点以上 令和6年度）

・事業構想学群においては、基盤教育から専門教育ま
での一貫性をより高度なものとすることに加え、イノ
ベーションデザインをさらに推し進め、デジタル・ト
ランスフォーメーションに留まらない、イノベーショ
ンとデザインを体感し実践するための開かれた場
(Innovating Plus)の形成を具体的なものとする。さ
らにこのInnovating Plusにおいて情報通信機器等を
積極的に活用した試行的、実験的な学群教育プログラ
ムの検討と開発を行い、より魅力的な教育プログラム
の構築を行う。（❶❷❸）

・事業構想学群では、1年次開講科目としてイノベー
ションデザイン特別演習を開講・実施することで、デ
ジタル・トランスフォーメーションに留まらないイノ
ベーションとデザインを体感し実践するための開かれ
た場(Innovating Plus)を提供した。さらに、情報通
信機器等を積極的に活用した学群教育プログラムとし
て検討し構築した。その成果に基づき、試行的に入学
前教育プログラムにおいて実施することで教育プログ
ラムを展開した。

・令和5年度と同様のフィールド数で講義を実施し
た。

・2年次以降のコミュニティ・プランナー科目群にお
いては、新カリキュラム下における各科目の再構成及
び講義内容の検証と改善を進める。（❷）
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・学生の勉学意欲や理解度の向上を図ることを目的
に、デジタルツールを活用した実践的教育及び少人数
教育指導の充実のためのアクティブラーニングプログ
ラムの試行を行う。（❹）

・基盤教育英語1年生に対して、Xreading（デジタル
ライブラリー）を活用した授業外多読学習を取り入
れ、全体的な英語力向上を図った。
・全学生を対象に、数理・情報・統計系教育の一環と
して、「ITパスポート」及び「基本情報技術者」資格
試験に対応した講座をデジタルツールを活用し、35名
に試行実施した。また、令和7年度入学者全員に対
し、eラーニングにて、コンピューター関連の基礎知
識向上を図るため、入学前課題を課し入学前教育の充
実を図った。

・ラーニングコモンズにおいて、授業時間外の学修支
援の場として、引き続きSAを活用した学生相互の学修
支援体制の定着と充実を図る。また、学びを支援する
ための各種プログラムについて、学生ニーズを見極め
つつ、既実装プログラムの要否判断と実施及び新規プ
ログラムの検討・展開を図る。（❹）

・SA体制については、大和キャンパスで約30名、太白
キャンパスで約20名の学生スタッフの参加を得て人数
的充実度を増し、かつSA間の運用ノウハウ継承も意識
されており体制の定着が実現した。また、他大学コモ
ンズの視察を行い、その知見を学生主体プログラムに
反映した。
・学習支援プログラムについては、年度当初の1年生
向け履修相談会やキャンパスの学びに応じた教員主導
プログラムを大和で4種、太白で2種提供したほか（定
期開催と臨時開催の合計）、PC質問対応の常駐化な
ど、既存プログラムの発展も含み、SAの発意に基づく
プログラムも大和で4種19回、太白で6種10回実施され
た。

・基盤教育科目においては、遠隔授業科目について、
教育効果の望める科目を継続するほか、一部科目にお
いてオンデマンド授業を組み込み、対面授業と遠隔授
業との効果的な配分の検証を進める。（❸）

・「福祉入門」において、太白キャンパスから大和
キャンパスに向けて遠隔授業を行った。遠隔用の教室
を指定し、TAを配置することにより更に教育効果を高
めた。また「人口学概論」では、オンデマンドでの授
業も取り入れて実施し、円滑に授業が実施された。
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■中期計画番号 9

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 イ 学士課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・全学基盤教育においては、引き続き、国際社会の動向や科
学技術、情報通信技術の動向を学ぶための科目及びアントレ
プレナー育成のための科目を開講し、地域・社会・世界にお
ける課題解決に資する知見を学修できる機会の提供を図る。
また、2年次以降のコミュニティ・プランナー科目群におい
ては、新カリキュラム下における各科目の再構成及び講義内
容の検証と改善を進める。（❶❷）

・「全学自由ゼミ」及び「日本事情Ⅰ」をフィンランドからの交換留学
生への提供科目とし、本学在学生との交流の機会を設けた。
・「学外研修」においては、リアル・アジア研修（オーストラリア）及
びヨーロッパ研修（オランダ）を実施した。また、「国際関係論」「国
際日本学」「グローバル・ビジネス」を引き続き提供し、国際社会の動
向を学ぶための科目を提供した。
・情報通信技術については、前期の「コンピューターリテラシー」で導
入を行い、後期の「情報化社会と技術」で具体的な問題解決に資するた
めの議論を展開した。
・「アントレプレナー基礎」では、最前線で活躍している起業家を外部
講師として積極的に登用し、より実践的な教育プログラムを提供した。
なお、本科目は奈良県立大学との連携科目としても提供を行った。
・コミュニティ・プランナー科目群においては、新たに制作したテキス
トを用いて講義内容の改善に着手した。兵庫県立大学との連携に加え
て、県立広島大学で開催された活動報告会において、新カリキュラム下
の学生が学修成果の報告を行った。また、地域のニーズに基づく課題解
決をテーマとして講義を実施した。

・令和4年度までの情報統計に係る科目の授業実績を基に、
数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度への申
請を行う。（❶）

・文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラ
ム（リテラシーレベル）」に認定申請をしていた、本学の
「宮城大学数理・データサイエンス・AI教育プログラム
（MYUMDASH）」が、令和6年8月27日をもって認定された。認
定を受け、令和6年度の自己点検を実施した。

・看護学群においては、
（1）グローカルな特性に応じた健康課題に創造的に取り組
む力を養成するために、本学独自の災害看護プログラム及び
国際看護プログラムについて新カリキュラムでの内容の拡充
を促進する（No.8再掲）。また、海外研修やコミュニティ・
プランナー科目等への関心を醸成する働きかけを行うととも
に、看護学生が履修・参加しやすい環境整備のための調整を
図る。（❶❷）
（2）専門性の高い実学教育や探究心を醸成するために、大
学院課程との接続性を念頭に、最新の研究成果を意図的に授
業内で教授することを強化し、キャリア教育の強化を継続す
る。また、令和4年度から卒業研究ゼミ選択や発表会の位置
づけを見直した成果を評価する。（❷）
（3）より専門的な知識や技術を教授できる実践現場で活躍
するゲスト講師による授業を遠隔ツールを利活用して拡充し
たり、看護技術や遠隔看護等に関する専門的かつ実践的な教
育プログラム（正課外プログラムを含む）を検討する。
（❸）

・看護学群においては、
(1）災害看護プログラムでは、シミュレーション教材を活用
した新たな演習について検討し、内容の充実を図っている。
また、国際看護プログラムでは、演習として海外の保健分野
の研究員とのディスカッションの機会を持ち、内容の拡充を
図った。また、海外研修に参加希望のある学生への相談・サ
ポートを行い、参加促進のための支援を行った。
(2)授業内での最新の研究成果の教授による探求心の醸成
や、大学院について深く理解する機会として、正課内外で大
学院並びに大学院で学ぶことについて学生への説明を行い、
キャリア教育の強化を図った。卒業研究では、研究活動への
さらなる支援強化ために、指導体制の整備を行った。
(3）遠隔看護についてより専門的な知識・技術を獲得するた
めの教育プログラムの検討を行い、令和7年度から「遠隔看
護論」「遠隔看護演習」を新設科目として設定した。

R
6
年
度

Ⅲ

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

高度な実学を身につけた実践的人材の養成という教育理念のもと、人間性豊かで、グローバルな視点を備えた、Society 5.0の実現
や、地域社会の発展に貢献できる人材を養成する。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の
編成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準を用いて、それぞれの学生の学修到達度
を測定し、厳正な成績評価を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IR（Institutional
Research）の導入を進める。

基盤教育においては、自立した人間として必要な総合力形成の基礎となる教養教育を充実する。専門教育においては、基盤教育と
の連携を重視した上で、地域社会のニーズに対応し、かつ、各学群の教育目標や特色を生かした教育課程を編成する。
また、アクティブ・ラーニング等により、実践的な教育や少人数教育によるきめ細かな教育を行うなど、学生の勉学意欲や理解度の
向上につながる、最も効果的な教育方法を工夫する。

大学教育のデジタル化を推進し、遠隔授業を組み合わせた新しい講義形式のあり方を検討するとともに、大学間の連携をより一層
推進する。また、対面による活動がもたらす教育効果を再確認し、その効果的活用を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  イ学士課程

❶学生の多様な学修ニーズに応えるために、国際社会や地域社会、科学技術、情報通信の動向及び新たな社会課題を踏まえ、かつ本
学の強みや特色を生かした実践的な教育プログラム（正課外のプログラムを含む）を各学群やラーニングコモンズ、デザイン研究棟
等で展開し、地域や世界においてイノベーションをデザインできる人材を育成する。❷また、意欲と能力にあふれた学生を対象に、
起業家精神（アントレプレナーシップ）の育成や大学院課程との接続性を考慮した専門性を深める学修機会の提供を図る。❸情報通
信ネットワークを介した遠隔授業等を活用し、地域や産業界、他大学・研究機関等との連携による効果的な教育プログラムを展開す
る。【9】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

16



・令和4年度より継続しているDX事業にて、教材・教育プロ
グラムの向上及び遠隔授業によるリカレント教育履修者の拡
大を目指すとともに、教材・教育プログラムの検証を行い、
必要に応じて改善を行う。（❸）

・リカレント事業として、特に「みやぎテレナース育成プロ
グラム」の開催に当たり、広く履修者を募集することにより
令和6年度は10名の参加を得た。また、プログラム評価を実
施し、評価に基づき教育内容の改善の検討を行った。

・事業構想学群では、これまで実施されてきた様々な正課外
プログラムを正課科目にする、あるいはマイクロクレデン
シャルを活用して単位認定などを実施し、修学の成果を高め
ることで、その多種多様な修学体系の効果を一層高めること
を目指す中で、特に第3期中期計画で設定したイノベーショ
ンデザインを更に発展させ、Innovating Plusという標榜の
元、多様な人材との交流を可能とし、デザイン思考を通して
イノベーションを実践し得る開かれた学びの場の構築の検討
を行う。
また、大学での学びを再定義し、入学前の段階（中学生、高
校生）から、卒業以降（リカレント教育）までを一貫した学
びのライフサイクルとして捉え、生活の一部として学び続け
ることを可能とする学修支援の在り方を検討すると同時に、
こうした学修支援の根幹を成す遠隔教授システムやVR等の先
端技術を活用した教授法の具体的な構築を目指す。（❶❷
❸）

・事業構想学群では、従来の正課外プログラムの内容を事業
構想特別講義及びイノベーション特別演習として正課科目と
して開講し単位認定を行った。また、マイクロクレデンシャ
ルとしてコミュニティプランナープログラムを位置づけてプ
ログラム認定を行ったほか、イノベーションデザイン特別演
習科目の教育プログラムを検討・実施することで、デザイン
思考を通してイノベーションを実践し得る開かれた学びの場
を提供した。さらに、入学前から卒業以降（リカレント教
育）までの一貫した学びのライフサイクルにおける学修支援
の在り方を検討した。こうした学修支援の根幹を成す遠隔教
授システムやVR等の先端技術を活用した教育プログラムを開
発し、試行した。

・食産業学群においては、令和6年度より新カリキュラム導
入3年目に当たり専門科目が本格的に導入される。新カリ
キュラムでは専門をコース制から学生自ら専門科目の選択を
可能とするモデル制に変更していることから、効果的な実施
を図るとともに適宜改善を行う。さらに学修の集大成として
の卒業研究においては、引き続き学生それぞれの課題に対応
したPBL型の研究指導など、学生自らが研究に向かうことが
できるよう指導の改善に努める。
・また、意欲と関心のある学生の学びを加速するため、引き
続き正課内外の学習機会あるいはコモンズ等において、食産
業に関する企業や政府、自治体、研究機関で活躍している講
師を招き、社会のニーズや課題に対するアプローチなどを
テーマとした授業等を行い、より現実的な課題性に富む学習
機会を提供し、起業や大学院での研究のためのアイデアを創
出できる人材の育成を図る。
・食をめぐる技術や経済・経営環境の今日の変化に対応すべ
く社会人向けの「宮城大学食産業学群リカレント教育プログ
ラム」について検討を行うとともに実施のための準備を進め
る。（❶❷❸）

・食産業学群においては、1年次の「スタートアップセミ
ナー」の基礎ゼミ、2年次の「食産業学基礎演習」などで教
員との密な対話によって研究分野と研究室の活動を深め、学
生の適切な履修選択を助けるとともに、2・3年次には幅広い
分野の専門科目を開講した。さらに、4年間の学びの集大成
としての卒業研究においては、引き続き学生の課題設定と解
決を助言し、担当教員との協働による研究遂行を図った。
・ディスカバリーコモンズでは東北農政局とのコラボ企画を
開催し、フードマイレージに関する講話、学生考案のゲー
ム、グループディスカッションを行って、食と環境負荷に対
する理解を深めた。
・宮城県内食産業界の人材育成に貢献するため、県庁担当課
との綿密な調整の下で食産業学群リスキリング事業を計画
し、令和7年度からの人材育成プログラムの実施に向けて企
画・立案を行った。
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■中期計画番号 10

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 ロ 大学院課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

Ⅲ

・事業構想学研究科においては、
（1）博士前期課程及び博士後期課程のディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー及び科目配置の適切性に関
する点検を実施し、必要に応じて改善を行う。（❶）
（2）研究科、なかでも博士前期課程における新たな価値創
出に向けて、ソーシャル・デザイン領域に留まらず、イノ
ベーションとデザインを体感し実践することを可能とする
新たな場の創出（Innovating Plus）としての教育プログラ
ムの構築を目指し、既存プログラムとリカレント教育等プ
ログラムとの融合を可能とする新たなプログラムのモデル
構築に関する検討に着手し、その具体的な方策としての
オープンバッジ等の検討を開始する。（❶）

・事業構想学研究科においては、
(1)ディプロマ・ポリシー（DP）及びカリキュラム・ポリ
シー（CP）については、全学のDP及びCPとの整合性を保つ
とともに、事業構想学研究科が目指す方向性に適合するよ
う検討を進め、改定案を策定した。
(2)研究科の各領域を横断し、イノベーションとデザインを
体感・実践することができる教育プログラム構築に関する
検討に着手し、次年度カリキュラムから共通科目「事業構
想学特別講義」を新設することを決定した。またオープン
バッジの導入について、リカレント事業において適用の試
行を行った。

R
6
年
度

・看護学研究科においては、
（1）地域医療・地域ケアの推進に資する看護人材育成に向
けて、日本看護系大学協議会への「在宅看護専門看護師教
育課程」の申請準備を行い、博士前期課程「在宅看護専門
看護師養成コース」開設のための実習施設・外部講師の確
保と調整を進める。また、博士後期課程においては、令和6
年度開始の教育課程を滞りなく進め、ディプロマ・ポリ
シーに対する学修到達状況を検討する。（❶）
（2）学士教育からの継続した大学院進学（ストレート進
学）のアンケート調査により把握した課題をもとに、看護
基礎教育でのキャリア教育での支援につなげる。また、教
育内容及び教育体制の拡充にて入学希望者の増加を図り、
多様な進路選択における看護人材育成を促進するため、大
学院進学に関する広報活動を強化する。時代の変化に対応
できる高度な専門的知識及び課題分析、課題解決手法を身
につけた看護人材の育成に向けて、社会人を対象とした科
目履修の広報を行い、周知を図る。（❶）

・看護学研究科においては、
(1)「在宅看護専門看護師教育課程」開設に向け、当初の計
画通り7月下旬に日本看護系大学協議会への申請を行った。
また、学生の専門性に即した柔軟な履修と学修を促進する
ため、分野や領域という従来の括りをなくした教育・研究
指導体制を改編した。博士後期課程については、今年度よ
り新たな教育課程を開始した。複数科目の担当教員の選定
に関し規定が必要となり、年度途中に内規を策定した。ま
た、ディプロマ・ポリシーに対する学修到達状況を確認
し、アセスメントを実施した。
(2)学士教育から大学院への継続的学修（ストレート進学）
の意義と方法についてキャリアガイダンスを通じて学生に
周知するとともに、学群における看護研究関連授業や卒業
研究を通じて大学院進学への士気を高める声かけを行なっ
た。また、今年度より看護学研究科広報ワーキンググルー
プを組織し、入試説明会・相談会の回数増加、公開授業、
看護学研究科のウェブサイトの更新等、大学院進学に関す
る広報活動を強化した。

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定 意見

評定実績（10～12）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

地域の高度人材養成機関として、先端的な専門知識・技術を備え、研究的視点を持った高度専門職業人及び自立的・独創的な研究
能力を持つ研究者を養成する。また、大学院に進学した学生の修了後の進路も見据え、地域社会の需要を踏まえた人材育成に取り組
む。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の
編成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準による厳正な成績評価及び透明性・客観
性のある学位論文等審査を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IRの導入を進める。

学士課程における教育を基礎とし、当該教育との関係に配慮しながら、地域社会のニーズに対応した高度専門職業人の養成はもと
より、リカレント教育など、社会人の多様なニーズにも対応した教育の機会の充実が図れるよう、各研究科の教育目標等に適合した
教育課程を編成する。

また、高度な実学教育を実現するための教育・研究指導の体制を整備の上、地域貢献の視点を踏まえて、効果的な教育方法を工夫
する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  ロ大学院課程

❶本学の理念及び各研究科の目的に基づくディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを明確に定め、その実現のための体系的
な教育課程を編成・実施する。❷また、学位論文審査基準を公表し、透明性・公平性のある学位論文審査のための体制強化を進め
る。【10】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）
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・食産業学研究科においては、
（1）引き続きディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シーを点検するとともに、令和4年度に完成年度を迎えた博
士前期課程の振り返りにより、専門科目の領域、分野、科
目の配置等の見直しを進める。また、食産業学研究科博士
後期課程においては、授業内容等の見直しを中心にカリ
キュラム編成を進める。（❶）
（2）引き続き科学技術の進展、新たな社会課題に対応でき
る人材の育成について検討するとともに、多様なバックグ
ラウンドを持つ研究科の学生に対してきめ細かなガイダン
スを行い、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリ
シーに合致した教育を効率的に行うよう努める。（❶）

食産業学研究科においては、
（1）全学のディプロマ・ポリシー（DP）、カリキュラム・
ポリシー(CP)の改定に合わせて、食産業学研究科のDP、CP
も整合性が取れるような形で改定を進め、研究科教授会、
カリキュラムセンターにおいて承認を得た。授業内容、カ
リキュラムについては、教員配置等を考慮しながら見直し
を進めている。
（2）引き続き科学技術の進展、新たな社会課題に対応でき
る人材の育成について検討し、多様なバックグラウンドを
持つ研究科の学生に対してきめ細かなガイダンスを行い、
CPやDPに合致した教育を効率的に行うように努めた。

・各研究科において行った新たな教育課程体系を示すカリ
キュラムマップ、科目ナンバリング及び履修モデルの点検
に基づき適宜修正を行う。（❶）

・全研究科でディプロマポリシー（DP）やカリキュラムポ
リシー（CP）の点検を行い、全学共通のDP、CPを策定及び
各研究科のDP、CPも全学共通DP、CPと一貫性のあるものに
改編した。ポリシーの改正に伴い、カリキュラムマップ、
科目ナンバリング、シラバス記載要領の見直しを図った。
また、大学院統一の履修規程の制定、関係諸規程の点検を
行った。

・学位論文審査基準及び審査スケジュールをウェブサイ
ト、履修ガイド等で公表し、透明性・公平性を維持した学
位論文審査を継続的に実施する。（❷）

・各研究科において学位論文審査基準及び審査スケジュー
ルの点検と修正を行い、ウェブサイトや履修ガイド等での
公表、年初オリエンテーションでの説明等を行なった。

・各研究科において、学位論文審査報告書の新様式に従
い、学位論文審査基準の各項目を評価軸とした厳格な学位
論文審査を行う。また、学位論文指導研究計画書に基づ
き、論文指導を実施する。（❷）

・各研究科において新様式での学位論文審査報告書に基づ
く学位論文審査を行った。また、今年度より研究指導計画
書を用いた論文指導が全研究科で開始し、滞りなく運用し
た。

・各年次の学位論文審査プロセスを履修ガイドやウェブサ
イト等において明確に示し、学生への周知を徹底する。そ
の上で、適切な審査を継続的に実施する。（❷）

・学位論文審査プロセスを、各研究科の履修ガイドやウェ
ブサイト、オリエンテーション等で明示・説明した上で、
学位論文審査を適切に実施した。
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■中期計画番号 11

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 ロ 大学院課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

・修了時の学修成果測定結果を可視化し、各研究科ご
との分析を実施し、全研究科での比較検討も踏まえ、
教育効果の検証及び測定方法の妥当性の検証並びにそ
の改善を行う。（❶）

・修了時の学修成果測定結果を可視化し、研究科ごと
の分析を実施し、カリキュラムセンターで情報共有し
た。
・各研究科でディプロマポリシー（DP）、カリキュラ
ムポリシー（CP）の点検を行い、今年度は全学共通の
DP、CPを策定し、各研究科のDP、CPも全学共通DP、CP
と一貫性のあるものに改編した。

Ⅲ

・「宮城大学教学アセスメントプラン」に則り、関係
センター、学群及び研究科等が連携してアセスメント
を実施する。（❶）

・「宮城大学教学アセスメントプラン」に則り、学群
及び研究科等が連携してアセスメントを実施し、その
結果を共有することで課題の明確化を行った。また、
評価指標に卒業生及び就職先からの評価を加える見直
しを図り、今年度実施した。

・教務・入試・キャリアに関する実データを収集・管
理するための統合IRデータベースを設計し、データ分
析のための仕組みの構築に取り組む。また、教学IRに
関連する教職員に対して、データの管理・分析に関す
る能力向上を図るための研修等を実施する。（❷）

・教務・入試・キャリアに関する直近7年分の実デー
タ（全研究科）を収集し、それらを保管・管理・加
工・整形するための統合IRシステムを整えた。さら
に、整形したデータを用いてデータの共有及び可視化
を可能とする教学IRに関するレポートを試作したほ
か、データの分析レベルに応じた概略的なフローを作
成した。また、教学IRに関連する教員に対して、デー
タの管理・分析に関する能力向上を図るための研修等
を実施した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶教育内容や学修成果の評価・可視化の方法をアセスメントプランとして定めるとともに、❷教学IRの導入を進め、それらに基づく点
検・評価と教育内容の改善を着実に進める。【11】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育
内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊か
な知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点
も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

地域の高度人材養成機関として、先端的な専門知識・技術を備え、研究的視点を持った高度専門職業人及び自立的・独創的な研究能
力を持つ研究者を養成する。また、大学院に進学した学生の修了後の進路も見据え、地域社会の需要を踏まえた人材育成に取り組む。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の編
成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準による厳正な成績評価及び透明性・客観性の
ある学位論文等審査を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IRの導入を進める。

学士課程における教育を基礎とし、当該教育との関係に配慮しながら、地域社会のニーズに対応した高度専門職業人の養成はもとよ
り、リカレント教育など、社会人の多様なニーズにも対応した教育の機会の充実が図れるよう、各研究科の教育目標等に適合した教育
課程を編成する。

また、高度な実学教育を実現するための教育・研究指導の体制を整備の上、地域貢献の視点を踏まえて、効果的な教育方法を工夫す
る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  ロ大学院課程

20



■中期計画番号 12

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(2) 教育の内容等に関する目標 ロ 大学院課程

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・事業構想学研究科においては、
（1）実学教育をはじめDXやアントレプレナーシッ
プ、デザイン思考等の強化に向けた適切な科目配置に
ついて、既存の科目等との整合性を担保した上で、具
体的な教育プログラムの構築を進める。（❶❷）
（2）大学院プログラムとの連携を視野に入れた、社
会人を対象としたDXリスキリングプログラム等を実施
するとともに、こうしたプログラムの大学院教育との
統合を具体的に検討することを通して、イノベーショ
ンデザイン学の構築とその具体化としてのInnovating
Plus（イノベーションとデザインを体感し実践するた
めの開かれた場）の実現と大学院機能の高度化に向け
て、今後の教育プログラムの基本的なスキームを構築
する。（❶❷）

・事業構想学研究科においては、
（1）実学教育を充実させるための科目配置について
検討を進め、教育プログラムの再構築に関する検討を
進めた。
（2）社会人を対象としたDXリスキリングプログラム
等を実施するとともに、大学院教育との統合に関する
検討を行い、次年度から共通科目「事業構想学特別講
義」を開設することを決定した。

Ⅲ

R
6
年
度

・看護学研究科においては、
（1）これまでの教育課程改編に向けた調査と大学院スト
レート進学に関するこれまでの調査・検討を踏まえ、ス
トレート進学及びリカレント教育、高度実践教育・教育
研究者養成としての大学院進学を視野に入れたキャリア
支援の充実を図る。また、大学院における実践教育の強
化に向けて、ハイブリッドシミュレーターやICTを活用し
た実践教育の展開について更なる充実を図る。
（2）教育課程の拡充により入学希望者の増加を図り、地
域医療・地域ケアの推進に貢献できる看護人材育成に向
けて、日本看護系大学協議会への「在宅看護専門看護師
教育課程」の申請準備を行い、博士前期課程「在宅看護
専門看護師養成コース」開設のための実習施設・外部講
師の確保と調整を進める。また、令和6年度開始の博士後
期課程の教育を滞りなく進め、ディプロマ・ポリシーに
対する学修到達状況を検討する。（❶❷）

・看護学研究科においては、
（1）学士教育から大学院への継続的学修（ストレート進
学）の意義と方法について、キャリアガイダンスを通じて学
生に周知するとともに、学群における看護研究関連授業や卒
業研究を通じて大学院進学への士気を高める声かけを行なっ
た。また、今年度より看護学研究科広報ワーキンググループ
を組織し、入試説明会・相談会の回数増加、公開授業、看護
学研究科のウェブサイトの更新等、大学院進学に関する広報
活動を強化した。
（2）地域医療・地域ケアの推進に貢献できる看護人材育成
に向けて、令和7年4月より「在宅看護専門看護師教育課程」
が開始される予定である。また、学生の専門性に即した柔軟
な履修と学修を促進するため、分野や領域という従来の括り
をなくした教育・研究指導体制を検討した。博士後期課程に
ついては、今年度より新たな教育課程を開始した。複数科目
の担当教員の選定に関し規定が必要となり、年度途中に内規
を策定した。ディプロマ・ポリシーに対する学修到達状況を
確認し、アセスメントを実施した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶大学院の魅力を更に高めるため、将来の国際社会や地域社会、科学技術の進展、情報表現技術の動向及び新たな社会課題を見据えた
高度な実学教育の実現に向けた大学院教育の再構築を行う。❷また、社会人のリカレント教育の充実に向けた教育プログラムを展開す
る。【12】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育
内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊か
な知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点
も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

地域の高度人材養成機関として、先端的な専門知識・技術を備え、研究的視点を持った高度専門職業人及び自立的・独創的な研究能
力を持つ研究者を養成する。また、大学院に進学した学生の修了後の進路も見据え、地域社会の需要を踏まえた人材育成に取り組む。

教育の実施においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーを明確に定め、これに基づいた学位授与、教育課程の編
成・実施を図るとともに、学修成果の把握に努める。また、公平で透明性のある評価基準による厳正な成績評価及び透明性・客観性の
ある学位論文等審査を行う。併せて、それらの取組の検証・改善を組織的に実施する体制の整備や教学IRの導入を進める。

学士課程における教育を基礎とし、当該教育との関係に配慮しながら、地域社会のニーズに対応した高度専門職業人の養成はもとよ
り、リカレント教育など、社会人の多様なニーズにも対応した教育の機会の充実が図れるよう、各研究科の教育目標等に適合した教育
課程を編成する。

また、高度な実学教育を実現するための教育・研究指導の体制を整備の上、地域貢献の視点を踏まえて、効果的な教育方法を工夫す
る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(2)教育の内容等  ロ大学院課程
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・食産業学研究科においては、
（1）引き続き計画的に老朽化した大型実験機器の更
新と先端機器の導入、利用環境の整備により教育研究
環境の向上を進める。性能や使途が陳腐化した機器等
については、次期中期計画期間における教育研究の展
開を見据えた更新計画の策定に着手する。さらに先端
機器利用のためのトレーニング等を積極的に行い、最
新技術の定着に努める。また、社会人のリカレント教
育の提供方法についても引き続き検討を進める。（❶
❷）
（2）持続可能な食産業に向けてデータサイエンスを
始めとする必要な科目の実施・充実と共に、各研究分
野の教育の充実を図る。（❶❷）

・食産業学研究科においては、
（1）引き続き計画的に、老朽化した大型実験機器の
更新と先端機器の導入、利用環境の整備により教育研
究環境の向上を進めた（R6年度はICP-MSの更新手続き
を実施）。第4期中期計画期間における教育・研究の
展開を見据えて必要な機器のリストアップを行い、更
新計画の策定を開始した。さらに、先端機器利用のた
めのトレーニング等を積極的に行い、最新技術の定着
に努めた。社会人のリカレント教育の提供方法につい
ては、今後の研究科の提供科目、教員体制と共に検討
した。
（2）持続可能な食産業に向けて導入したデータサイ
エンス等の科目の実施状況を検証した。

・リカレント教育の充実に向け、情報通信ネットワー
クの利用による遠隔授業、遠隔研究指導の積極的な活
用を図るとともに、履修学生の状況を踏まえて対面授
業と遠隔授業を効果的に組み合わせた授業展開を進め
る。（❷）

・リカレント教育の充実に向け、情報通信ネットワー
クの利用による遠隔授業、遠隔研究指導の積極的な活
用を図った。社会人履修学生の状況に合わせて対面方
式と遠隔方式を組み合わせ、授業や合同ゼミ、発表会
を効果的に実施した。

22



■中期計画番号 13

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(3) 教育の実施体制等に関する目標 イ 教育研究組織

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・大学の理念・目的に適合した組織体制となっている
かの検証を踏まえ、学内の横断的な組織である各委員
会や全学センター、教育推進センター等の教育研究組
織の在り方について、必要に応じて見直しを行う。
（❶）

・大学における学群改革を推進するための「大学改革
室」の設置に向け、組織体制の検証及び見直しを行っ
た。
・大学業務の自主的及び自律的で効果的かつ効率的な
運営の確保に資するとともに、教育研究等の質の保証
と向上を図ることを目的として、教育研究活動等の点
検、評価及び改善等を継続的に行うため、「教育研究
等評価委員会」を設置した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

➊学群・研究科や各委員会・センターなどの教育研究組織が、本学の理念・目的に適合した組織体制となっているかを不断に検証す
るとともに、教育研究の動向、社会的要請などの本学を取り巻く教育研究環境等に適応したものになるよう改善を図る。【13】

意見

評定実績（13）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

基盤教育、各学群及び各研究科の教育課程や学生数に対応した教員組織を編成する。また、国際交流や地域連携の推進など、教育
の支援や産学連携活動の強化に必要な体制を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(3)教育の実施体制等  イ教育研究組織
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■中期計画番号 14

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(3) 教育の実施体制等に関する目標 ロ 教員・教員組織

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

・各学群・研究科において策定する教員組織の編成方
針等を踏まえ、教育研究活動を展開するために必要な
教員を適切に配置する。また、学系組織の在り方を踏
まえ教育研究の活性化を図る。（❶❸）

・各学群・研究科で策定した編成方針等を踏まえ、専任
教員の配置を行った上で、科目担当の充足が困難で、教
育の質保証の観点から必要と認められる場合には、特任
教員や非常勤講師を配置するなど、科目担当教員の配置
に関する指針を定め、適正な配置を行った。
・「本学が求める教員像」について、改めて明確化し、
理事会の意見を聴いた上でウェブサイトで公表するとと
もに、学系の所掌事項の整理を行った。 Ⅲ

・教員の採用に当たっては、人事計画書の中で将来構
想との整合性や求める教員像を明確にし、原則として
公募により選考を行う。（❷）

・人事計画書の中で将来構想との整合性や求める教員像
を明確にした上で、公募により教員人事委員会において
採用予定者を決定し、理事会の審議を経て採用した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

➊本学が求める教員像や各学群・研究科等の教員組織の編制に関する方針を明示した上で、教育研究活動を展開するために必要な教員
を適切に配置する。❷教員の募集、採用、昇任等に当たっては、これらの基準及び手続きを明確にした上で、年齢、性別、国際性等の
バランスにも配慮し、公募により選考する。❸また、学系組織の実質化を進め、教育研究の活性化を図る。【14】

意見

評定実績（14～16）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育
内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊か
な知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点
も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

授業科目の内容に応じた教育研究業績、実務経験等を有する優れた教員を、年齢、性別、国際性等のバランスに配慮しながら、採
用・配置する。

また、教育活動の質の向上を図るため、教員評価、学生による授業評価やFD（教員の集団教育研修）等を着実に実施するとともに、
学修成果の把握及び可視化により得られた情報を生かして教育の改善を図るなど、教員の教育能力向上を推進する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(3)教育の実施体制等  ロ教員・教員組織
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■中期計画番号 15

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(3) 教育の実施体制等に関する目標 ロ 教員・教員組織

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

・教員評価の円滑な実施を図るとともに、教員評価制
度検討委員会による点検を通じて、必要に応じて改善
を行う。（❶）

・教員評価要綱に基づき評価を実施するとともに、教
員評価制度検討委員会において、各種意見を踏まえて
制度の点検・見直しを行った。
・教員評価の結果を勤勉手当の成績率に適切に反映さ
せた。 Ⅲ

・教員の年俸制の導入について、他大学等の情報を収
集するなど、引き続き検討していく。（❷）

・他大学の給与制度について情報収集を図るなど、慎
重に検討を継続した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶専任教員の教育、研究、地域・社会貢献及び大学運営の各活動の目標設定を支援し、その成果を多面的に点検・評価することに
よって活動の改善と自己研鑽を促すとともに、大学全体の質の向上と高度化に資するため、教員評価を行う。❷また、教員の年俸制
の導入について、引き続き検討する。【15】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

授業科目の内容に応じた教育研究業績、実務経験等を有する優れた教員を、年齢、性別、国際性等のバランスに配慮しながら、採
用・配置する。

また、教育活動の質の向上を図るため、教員評価、学生による授業評価やFD（教員の集団教育研修）等を着実に実施するととも
に、学修成果の把握及び可視化により得られた情報を生かして教育の改善を図るなど、教員の教育能力向上を推進する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(3)教育の実施体制等  ロ教員・教員組織
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■中期計画番号 16

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(3) 教育の実施体制等に関する目標 ロ 教員・教員組織

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

・「望ましい教員像及び教員組織の編成方針」を策定
し、ウェブサイト等により学生及び学外への周知を図
る。（❶）

・「望ましい教員像及び教員組織の編成方針」を策定
し、ウェブサイト等により学生及び学外への周知を
図った。

Ⅳ

・階層化レベルで、教職員の育成及び自己研鑽のため
のFD・SDの企画をさらに促進し、全教職員が主体的に
参加できる運営のスマート化を行う。また、本学が目
指すニューノーマルな高度専門教育の質保証に向け
て、教職学協働、教育・研究連動を促進しながら教職
員の能力向上を目指し、マクロ、ミドル、ミクロの各
レベルのFD・SDの成果を評価し、体系化する。（❷）

・本年度はマクロレベル1件、ミドルレベル10件、ミ
クロレベル10件のFD・SDを実施した。対面での開催の
ほか、オンデマンド配信を併用した開催形式により、
全教職員の主体的な参加を促し、マクロレベルFD・SD
は97.9％の出席率であった。本年度の各レベルのFD・
SDは、学生支援、教育上の課題等に応じ、教職員の能
力向上を目指した企画がなされた。その実施概要並び
に評価は、報告書としてまとめた。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶本学が目指す教育を提供するために望ましい教員像を明確にするとともに、❷その育成及び自己研鑽の機会として、組織的かつ体
系的にファカルティ・ディベロップメント、スタッフ・ディベロップメントを実施する。【16】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

授業科目の内容に応じた教育研究業績、実務経験等を有する優れた教員を、年齢、性別、国際性等のバランスに配慮しながら、採
用・配置する。

また、教育活動の質の向上を図るため、教員評価、学生による授業評価やFD（教員の集団教育研修）等を着実に実施するととも
に、学修成果の把握及び可視化により得られた情報を生かして教育の改善を図るなど、教員の教育能力向上を推進する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(3)教育の実施体制等  ロ教員・教員組織
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■中期計画番号 17

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(4) 学生への支援に関する目標 イ 学修・生活支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・新型コロナウイルス感染症については引き続き感染
状況を注視し、予防に努めるとともに、インフルエン
ザウイルス等その他の学校感染症についても状況を把
握し注意喚起等を行う。（❶）

【事務局】
・学生からの感染症罹患届の状況や教職員からの学生
の欠席状況等の情報提供を踏まえ、感染増加の兆候が
認められる場合は、メール等での注意喚起を行うなど
適切に対応を行った。
【看護】
・大学内外の感染状況の把握、感染状況や予防策の情
報提供、出席停止者への対応を行った。
【事業】
・学校感染症に関する周知と状況把握に努め、出席停
止などの対応を行った。
【食産】
・キャンパス内の感染状況を注視し、感染者が増加し
た場合には、メールにより注意喚起を行った。

・コロナ禍で制限されたサークル活動等正課外活動を
活発化するよう適切な支援を行う。（❶）

【事務局】
・学生団体の知名度向上や連帯感の強化、資金調達を
目的に「Giving Campaign 2024」を開催し、423名か
らの支援票のほか、企業協賛金・個人寄附金合わせて
212千円を獲得した。
【看護】
・サークル活動等正課外活動に関する学生や教員の意
識を調査し、支援方法を検討した。
【食産】
・学生会総会や大学祭の準備段階等において、役員の
学生と関係する教職員の間で頻繁に打ち合わせをする
ことで、正課外活動を活発化するための支援を行っ
た。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第２７条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

R
6
年
度

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

学生が自己の学修成果を的確に把握することにより、更に深度のある主体的な学びにつながるよう支援を行うとともに、健康で充
実した学生生活を安心できる環境で送ることができるよう、相談体制の強化、健康管理や課外活動の支援を行う。さらに、経済的に
安定した環境で学修できるよう、負担軽減制度の適切な運用に努める。

また、多様な学生が集まるキャンパスの実現に向けて、社会人の様々なニーズにも対応した教育機会の充実や、大学のグローバル
化が図られるよう、地域や産業界とも連携しながら、社会人・留学生等の多様な学力・進路に対応した教育プログラムを用意するな
ど、学びやすい環境と支援体制を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(4)学生への支援  イ学修・生活支援

❶学生が安心して学生生活を過ごし、学修や課外活動に励むことができるよう、学修支援方針等に基づいて、適切な学修支援、生活
支援を行っていく。❷特に学修困難学生については早期発見に努め、適切な対応を行う。【17】

意見

評定実績（17～19）

・ALCS学修行動比較調査の回答について、令和5年度
の水準（9割）を維持するとともに、結果について
様々な角度から分析を行う。（❶）

・教員と事務局の連携による呼びかけや回答依頼メー
ルの自動送信化を行っているものの、令和6年度の回
収率は72％と回答率は低下したが、同調査の他大学の
回答率を比べると高い水準である。結果については、
各学群、事務局で分析を行った。
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・健康問題を抱える学生に対して、適切な支援を提供
する。（❷）

【健康支援室】
・健康問題を抱える学生の早期把握のため、新入生に対す
る健康に関する届出、全学生対象の定期健康診断や心の健
康に関するアンケートの実施結果から、ハイリスク群の学
生に個別対応を実施した。

【基盤】
・各学群の科目担当教員と協働し、基盤必修科目にお
いて欠席の多い学生、リメディアルが必要な学生及び
授業への取組状況に問題のある学生を早期発見する体
制を強化する。（❷）

【看護】
・基盤科目欠席回数が2回になったところで科目担当教員から、学
生ワーキンググループ長及び学年支援チームリーダーへ連絡が寄せ
られ、支援が必要な学生の早期発見と対応につなげた。
【事業】
・基盤科目欠席回数が2回に及んだ時点で、科目担当教員と教務
ワーキンググループが情報を共有し、事情の確認と注意喚起を行
い、問題のある学生の早期発見と支援に努めた。
【食産】
・担任や学生委員を中心として、基盤必修科目を2回以上欠席した
学生に対してメールで注意喚起を行い、必要と思われる学生に対し
ては面談やメールで状況を確認することで、課題を抱える学生を早
期発見する体制を構築した。
【基盤】
・基盤必修科目において欠席回数が2回になった学生について、各
学群ワーキンググループへ速やかな情報提供を行った。対象科目を
必修科目に絞ったフローが3年目となり、昨年度よりも効率的な情
報共有及びタイムリーな対応を行うことができた。
・昨年度に引き続き､学習状況診断テストでは、NS分野のリメディ
アル教育科目への誘導を例年通り実施した。英語科においても成績
不良者への対応がなされた。また、テスト時に実施したアンケート
（PCの基本操作）の結果を基盤情報科目担当教員と共有し、正課に
て対応した。

・新入生が安心して学生生活を過ごせるよう、仲間作
りと宮城大学生としてのアイデンティティ形成のた
め、新入生交流事業（コンボケーションデイ）を実施
する。（❶）

【全学】
・昨年に引き続き、春にはブラインドサッカー選手との交流や競技体験
を通じて、仲間を思いやり支え合うことや、声がけによるコミュニケー
ションの重要性を学んだ。秋も昨年と同様に食をテーマとした複数の企
画を実施し、両キャンパスの学生が協力しながら課題をクリアすること
で、多様な人とのコミュニケーションや協調性の大切さを学ぶ良い機会
となった。
【看護】
・新入生交流事業（コンボケｰションデイ）の他に、看護学群独自の新
入生交流会を開催し、新入生が在学生と交流する機会を持ち、新入生が
大学生活に早期に馴染めるよう支援した。
【事業】
・春、秋の新入生交流事業（コンボケｰションデイ）の参加を促し、障
害、多様性、コミュニケーション等の気づきとなる機会を提供するとと
もに、大学生活に早期に馴染めるよう支援した。
【食産】
・秋のコンボケーションデイを太白キャンパスで実施し、昨年度と同様
の内容としながらも細かい課題点について改善することで、昨年度以上
に多様性や協調性の重要性を学び、他学群学生の視点にも触れる良い機
会となった。

・学修困難学生に対して、カウンセラーや保健指導
員、各学群スチューデントサービスセンター・ワーキ
ンググループ（看護学群では学生ワーキンググルー
プ）・事務局が情報を共有し、関係者と連携しながら
適切な支援を提供する。（❷）

【全学】
・障がいや心身の健康に不安のある学生からの合理的配慮の申請に基づき、
当該学生や関係者との建設的対話に基づき、適切な配慮の作成・提供を行っ
た。また、それ以外の支援が必要と思われる学生について、各学群の学生WG
等の場を利用して情報を共有し、必要な対応を実施した。
【看護】
・各学年支援チームは、科目担当教員らと連携して学生生活支援の充実に努
めた。
・学修困難な学生に対して、各学年支援チームの教員が中心となり、カウン
セラーや保健指導員、事務局と情報共有を密に行い、学生ワーキンググルー
プを通じて必要な支援を継続的に実施した。
【事業】
・学修困難な学生に対して、学生相談室、保健指導員、事務局と情報共有を
密に行い、教務ワーキンググループを通じて必要な支援を継続的に実施し
た。
【食産】
・学生の欠席状況を確認することで学修困難学生の把握に努め、支援が必要
と思われる学生については、学生相談室、担任、学生委員、事務局等と情報
共有を行い、適切な支援を提供した。
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■中期計画番号 18

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(4) 学生への支援に関する目標 イ 学修・生活支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

【看護】
・適宜、学生相談室と連携し、個別面談を通して学生の状況
を把握した。学生及び家族との話し合いの中で休学、退学の
原因把握を行い、学生がより良い選択を行えるように支援し
た。
【事業】
・個別に面談をして休学と退学の原因把握に努めた。退学の
場合は本人だけでなく家族が納得するまで、学生相談室と連
携して面談を実施した。
【食産】
・休退学を希望する学生と個別に面談をすることでその原因
を把握、分析し、学生が納得してより良い選択ができるよう
に努めた。

・障害のある学生やLGBTQ+の学生、社会人学生、外国
人留学生など多様な学生の支援ニーズの把握に努め、
支援体制について適宜修正を図り、適切な支援を行
う。（❷）

【看護・事業・食産】
・学生からの相談や実習担当教員及び学生相談室からの情報
に基づき、合理的配慮を含む支援ニーズの把握や支援内容の
見直しを行い、支援体制を整備するとともに、困難を感じて
いる学生へ具体な支援を行った。
・障害のある学生に対する修学支援やキャリア支援のあり方
を検討するため、SSCとCICの共催で、先進的な取組を行って
いる富山大学から講師を招聘し、FDを開催した。

R
6
年
度

・生活習慣病予防やメンタルヘルス、禁煙教育等の健
康教育のほか、新型コロナウイルス感染症等の感染状
況を踏まえた感染予防のための健康教育等を実施す
る。（❶）

【健康支援室】
・学校保健計画に基づき学生の定期健康診断を実施し、疾病
の早期発見や生活習慣の見直しなど個別に保健指導を行っ
た。
・禁煙教育として禁煙セミナーを実施し、健康診断で喫煙歴
のある学生に対しては禁煙指導を行った。
・感染予防については、新学期オリエンテーションやおたよ
りによる注意喚起を行った。

Ⅲ

・心身の不調、不安やストレスを抱える学生の早期把
握に努め、セルフケアを促進できるような支援を提供
する。（❶）

【看護】
・教務ワーキンググループと連携し、スタートアップセミ
ナー担当教員による1年次学生への個別面談を2回/年行い、
状況把握と支援を実施した。
【事業】
・学生相談室、事務局と連携して、不安やストレスを感じて
いる学生の支援を実施した。
【食産】
・学生委員や担任を中心とし、欠席状況等から心身の不調、
不安やストレスを抱える学生の早期把握に努め、必要な学生
に対しては学生相談室や事務局と連携して支援を提供した。
【健康支援室】
・ストレスセルフチェックでハイリスクの学生への個別指導
やストレスへの対処方法についておたよりを配信し、学生の
個別相談に対応した。

・休学者、退学者について原因の分析を行い対策を講
じる。（❶、❷）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育
内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊か
な知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点
も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

学生が自己の学修成果を的確に把握することにより、更に深度のある主体的な学びにつながるよう支援を行うとともに、健康で充実
した学生生活を安心できる環境で送ることができるよう、相談体制の強化、健康管理や課外活動の支援を行う。さらに、経済的に安定
した環境で学修できるよう、負担軽減制度の適切な運用に努める。

また、多様な学生が集まるキャンパスの実現に向けて、社会人の様々なニーズにも対応した教育機会の充実や、大学のグローバル化
が図られるよう、地域や産業界とも連携しながら、社会人・留学生等の多様な学力・進路に対応した教育プログラムを用意するなど、
学びやすい環境と支援体制を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(4)学生への支援  イ学修・生活支援

❶学生が心身の健康を維持・増進していけるよう適切な支援を行う。❷障害のある学生、外国人留学生、LGBTQ+など多様な学生の学
修・学生生活について適切な支援を行う。❸特に障害のある学生については合理的配慮を行う。❹全学生を対象に、人々の多様性を受
け入れる態度の醸成を図る。【18】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）
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・多様性を尊重する態度の醸成に向け、学生等に対し
て啓蒙活動を実施する。（❹）

【全学】
・多様性の尊重や他者理解の重要性について学生に考えさせ
る機会を提供するため、昨年度に引き続き、春のコンボケー
ションデイにおいて、ブラインドサッカー体験を実施した。
・秋のコンボケーションデイにおいても、多様性を尊重する
態度を醸成するために、他学群学生の視点や食の多様性に触
れるグループ活動を実施した。

・障害のある学生等支援の必要な学生に対して適切な
支援を行う。（❸）

【看護・事業・食産】
・特性上、授業や実習において困難が生じる危険性の高い学
生に対して、「合理的配慮の提供フロー」に基づき、必要な
配慮が速やかに行われるよう学群内、相談室、事務局との調
整を図り、決定した配慮内容を科目担当教員に周知、依頼す
ることで適切な支援を行った。
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■中期計画番号 19

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(4) 学生への支援に関する目標 イ 学修・生活支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・授業料の納付が遅れる傾向のある学生に対して、学
群と事務局が連携し、個別面談等を通して経済状況、
修学状況、アルバイト状況等を把握し、適切に対応す
る。（❶）

【事業】
・授業料の納付が遅れている学生について、事務局と連絡を
密にして相談体制を強化し、自宅訪問等を行い、授業料の未
納を防いだ。
【食産】
・納付が遅れている学生について事務局と情報を共有し、個
別面談等により経済状況等を確認した。

R
6
年
度

・国の修学支援制度や本学独自の授業料減免制度等に
ついて、ウェブサイトやメール等の多様な手段で周知
を図るとともに、修学支援制度の利用学生について
は、卒業まで支援が継続できるよう、学群と事務局が
連携し、適切な支援を提供する。（❶）

【事務局】
・修学支援制度や本学独自の授業料減免制度については、適時・適
切な案内を行い、学生への支援を行ったほか、奨学金在学採用説明
会を10回、ほかに個別説明を計46人に実施し、推薦から採用の手続
をスピーディーに進めた。また、日本学生支援機構以外の給付奨学
金も案内が届くとすぐに周知し、教員からの推薦を得て、7団体計15
名の採用を得た。個々の学生の事情をよく聞いて親身に対応し、奨
学生の採用・継続につなげることができた。
【看護】
・日本学生支援機構からの警告対象となる学生は見られなかった。
機構以外の奨学金を希望する学生と面談、推薦を行い、採用につな
がるよう事務局とともに支援した。
【事業】
・日本学生支援機構から警告を受けた学生に対し、面談を行い奨学
金が継続できるよう指導をした。その他の奨学金も事務局と連携し
て面談、推薦を行い、採用につながるよう支援した。
【食産】
・日本学生支援機構奨学金については、適格認定において警告等の
認定を受けた学生に対して面談を行い、奨学金が継続されるように
必要な指導をした。その他の奨学金についても、周知と受付を行
い、学群内で選考や推薦が必要なものについては速やかに対応をし
た。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶国の修学支援制度や本学独自の授業料減免制度、各種奨学金制度の紹介など、経済的に問題を抱える学生への支援を行う。【19】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教育
内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、豊か
な知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバルな視点
も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

学生が自己の学修成果を的確に把握することにより、更に深度のある主体的な学びにつながるよう支援を行うとともに、健康で充実
した学生生活を安心できる環境で送ることができるよう、相談体制の強化、健康管理や課外活動の支援を行う。さらに、経済的に安定
した環境で学修できるよう、負担軽減制度の適切な運用に努める。

また、多様な学生が集まるキャンパスの実現に向けて、社会人の様々なニーズにも対応した教育機会の充実や、大学のグローバル化
が図られるよう、地域や産業界とも連携しながら、社会人・留学生等の多様な学力・進路に対応した教育プログラムを用意するなど、
学びやすい環境と支援体制を整備する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(4)学生への支援  イ学修・生活支援
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■中期計画番号 20

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(4) 学生への支援に関する目標 ロ キャリア形成支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

・キャリア・インターンシップセンター（CIC)と担当事務局、キャ
リア開発室の進路指導員、各学群キャリア担当教員が、学生、企業
や自治体、医療機関等の情報を共有するとともに、キャリア科目や
インターンシップ科目の講義を効果的に利用し、また、ゼミ（研究
室）や領域の担当教員と連携強化して、学生のキャリアプランの実
現を一層効率的に支援する。また、他の部局との連携を強化促進し
て、学生教育を行う。

・太白キャンパスでは毎週1回、大和キャンパスでは看護及び事業
構想両学群のワーキンググループで定期的にミーティングを開催
し、関係者間で学生や企業等に関する情報共有を行った。ゼミの指
導教員等とも連携し、学生の状態や進路状況をきめ細かく把握し
た。
・ミーティングの内容をキャリア科目やインターンシップ科目の講
義に反映するとともに、講義やゼミの機会を活用し、企業の紹介や
正課外の学内セミナー周知を行うなど、学生の就職活動に資する情
報や機会を効率的に提供した。
・スチューデントサービスセンターと合同でFDを開催し、障害のあ
る学生の支援について教職員の理解を深めたほか、学生相談室と連
携し、困難を抱える学生に対してきめ細かな支援を行った。

Ⅲ

・情報戦略推進室の取組と連携し、入学後の学びと卒業後の就労状
況との関係についての分析を進める。その結果を踏まえて、キャリ
ア・インターンシップ開発指導に活かす取り組みを行う。そして、
効果的な進路指導を行う。

・学生の進路状況に関する情報を収集し、情報戦略推進室と共有す
るとともに、分析に係る基礎データを作成した。
・過去に実施した学生へのアンケート結果によると、卒業後の進路
に対する目的意識が高く、早期に活動を始めた学生ほど進路決定の
満足度が高い傾向があることから、学生に対する早期の意識付けを
図った。

・キャリア教育及びインターンシップの取組を一体なものとして学
生を指導し、担当者間の連携と理解を強化する。また、企業の取組
や採用動向に関する情報を広く集め、インターンシップへの参加を
促進してミスマッチングを低減化した進路選択をするように学生を
指導しつつ、外部による自己分析や問題解決能力の診断等を活用し
て効果的な就職活動を行うことを指導する。さらには、業界研究セ
ミナーやガイダンスを対象学年に応じて効果的に開催する。企業や
医療機関等を訪問し、採用活動状況等の情報を収集する。

・定期的に開催しているミーティングにおいて、担当者間で情報の
共有や指導内容の調整を行い、キャリアとインターンシップを一体
なものとして学生を指導するとともに、キャリア形成におけるイン
ターンシップの重要性を指導した。
・「企業の採用動向に基づいたインターンシップへの参加」をテー
マとした学内セミナーを実施し、学生にインターンシップへの参加
を促した。
・民間企業のサービスを活用した自己分析の支援やエントリーシー
トの添削指導等を実施し、就職活動において学生に必要となるスキ
ルの習得を支援した。
・各キャンパスで企業等を招聘した合同業界研究セミナーを実施
し、大和会場（12月）では243名、太白会場（11月）では134名の学
生が参加した。
・宮城県内の企業等を訪問し、採用活動に係る情報収集を行うとと
もに、学内における取組への協力依頼を行った結果、県内企業等を
中心とした学内説明会を開催することができた。

・遠隔形式を取り入れた就職活動について、講義やキャリア開発室
を通じてより充実した指導を行う。また、大学の方針に沿って、イ
ンフルエンザ等の感染症を予防し、健康状態を保ちながらの就職活
動法を引き続き指導する。

・キャリア開発室による個別面談や選考対策支援等において、オン
ライン面談における話し方や目線の高さ等を学生に指導し、遠隔形
式の就職活動への対応力向上を図った。
・インフルエンザ等の感染症を予防し、健康を維持しながら就職活
動を行うよう学生に指導した。

・導入したキャリタスUCの利用について一層の促進を図り、進路
カードや就職活動状況に関する情報を迅速かつ確実に収集する。ま
た、その利用方法に関する指導を学生と教職員へ行う。

・キャリア開発室や教員から、キャリタスUCの利用を学生に案内す
るとともに、就職活動や進路決定の状況を入力するよう定期的に働
きかけた。
・キャリタスUCの活用や指導教員との連携等により、学生の就職活
動状況を早期に把握し、進路未決定の学生に対する支援を重点的に
実施することができた。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第２７条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

　希望する進路を実現するため、学生へのきめ細かな就職支援や進学指導を行う。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(4)学生への支援  ロキャリア形成支援

❶企業や自治体、医療機関等が求める人材や学生の価値観・就労観の多様化に対応し、学生自らが希望する進路において必要とされ
る資質や能力を意識し、主体的かつ自律して行動できるようなキャリア形成支援を実施する。❷また、学生の特性に合わせた個別支
援も強化することで、不本意な就職等を削減する。❸地域の企業や医療機関等との連携を更に拡充し、関連する地域情報を提供する
ほか、卒業・修了者のＵターン支援や公務員試験対策などを充実させて県内定着を促進する。【20】

意見

評定実績（20～21）
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・地元企業団体や医療機関との連携等を通じて、地元就職率の向
上、Ｕターン支援の強化を図る。また、関連イベントを企画開催
し、本学ウェブサイトや関連サイトなどを通じて本学の取り組みを
卒業生などにPRする。

・宮城県内の企業や医療機関、行政機関等と連携し、学内説明会を
開催するなど、県内の企業等から学生へ情報を伝える機会を設ける
ことで、地元就職率の向上を図った。
・宮城県内就職率（令和6年度卒業生実績）：

52.5％（看護73.6％、事業構想53.3％、食産業34.3％）
※宮城県内就職率（令和5年度卒業生実績）：
47.1％（看護69.3％、事業構想43.8％、食産業35.1％）

・本学ウェブサイトへの情報掲載のほか、パンフレットの配布等を
通じて、卒業生や保護者、企業等へ本学の取組を発信した。

・公務員試験や国家資格試験に向け、学生のニーズを的確に捉え、
外部講師を活用した学内講座等を効果的、効率的に実施する。ま
た、公的機関へのインターンシップ参加や動機づけを促進するとと
もに、若手公務員や医療従事者との交流の場を企画開催する。

・外部講師を活用し、学内において、公務員試験対策講座や面接、
論文の個別指導、国家試験対策講座や模試を実施した。
・行政機関を招聘した学内説明会の開催やインターンシップ情報の
提供、医療機関へ就職した卒業生との交流の機会を設けるなど、行
政機関や医療機関に興味のある学生の就職意欲を高めるための取組
を実施した。
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■中期計画番号 21

第2 教育研究の質の向上に関する目標 1 教育に関する目標

【重点目標】

(4) 学生への支援に関する目標 ロ キャリア形成支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

［指標］卒業生就職率（100％／年） ・卒業生就職率　99.7％

［指標］看護師国家試験新卒合格率（100％／年） ・看護師国家試験新卒合格率　97.8％

・これまで動画教材として制作した上級生のインターンシップ経験
談等を追加制作して蓄積を図り、積極的に講義の内外で学生が学べ
るようにする。（❶）

・コロナ禍が収束したことにより、動画教材の需要が低減したこと
から、代わりに、正課外においてインターンシップに係る学内セミ
ナーを実施し、インターンシップへ参加する意義や企業等の選び
方、選考対策、参加後の振り返りの方法等を学生へ指導した。

・研究室や学群、学類が有している産官学連携・地域連携関係を基
に、従来からの学外研修（インターンシップ・アドバンストコー
ス）との連携も意識しつつ、行政が企業を集めて主催するインター
ンシップを低学年から積極的に展開する。また、このような活動の
促進に役立つ学外の動向を調査する。（❷）

・宮城県や仙台市と密に情報交換を行いながら、宮城県や仙台市が
企業を集めて実施するインターンシッププログラムを学生へ広く周
知した。また、複数の民間企業が共催するインターンシッププログ
ラムについても情報収集を行い、学生へ参加を促した。

・本学の採用人数の多い・協力関係にある企業の人事部に依頼し
て、業務やインターンシップについて解説していただく教材を制作
する。また、行政や地元企業との連絡を図りながら、低学年からの
インターンシップ・バスツアーを継続・発展させることで、学生の
インターンシップ早期教育に加えて、地元企業のインターンシップ
改善・強化の機会となるように推進する。（❷）

・宮城県内の企業を訪問し、業務やインターンシップの内容につい
て伺う「インターンシップ発見バスツアー」を2度実施し、延べ28
名の学生が参加した。訪問先の企業については、インターンシップ
の強化に取り組んでいる企業を宮城県から推薦していただき、計8
社へ訪問した。

R
6
年
度

・協力いただける受入企業等との連携関係を基に、学生の視野拡大
や実務能力の向上を図る。具体的には、講義への出講、企業や自治
体、医療機関等が行っているインターンシップ等の具体的紹介や参
加促進を行う。（❶）

・学内に寄せられた企業や行政機関等のインターンシップの情報に
ついて、インターンシップ科目の講義等で学生へ提供した。また、
宮城県内の企業等へ訪問し、本学のインターンシップ科目への協力
依頼を行った結果、企業や行政機関等において、本学学生のための
独自のインターンシッププログラムが実現した。
・食産業学群では、3年生必修科目「キャリアインターンシップ」
を開講し、履修者全員が5日間程度のインターンシップに参加し
た。また、宮城県内を中心としたインターンシップ先の受入調整を
学群の所属教員と連携して行った。

Ⅲ

［指標］保健師国家試験新卒合格率（100％／年） ・保健師国家試験新卒合格率　100％

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県内はもとより全国から優秀な学生を受け入れ、高度な実学による教育を行うことで実践力を養うとともに、教養教育の充実や教
育内容のグローバル化に取り組むほか、教員の教育力向上を図ることにより、学生の学修の達成度と満足度を向上させるとともに、
豊かな知性や感性、自立した人間として力強く生きていくための総合的な力を高める基礎となる教養や知識を身につけ、グローバル
な視点も備えた質の高い人材を育成し、地域社会に輩出する。

　希望する進路を実現するため、学生へのきめ細かな就職支援や進学指導を行う。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第1教育研究　1教育　(4)学生への支援  ロキャリア形成支援

❶本学独自の実践的インターンシップなどを活用し、環境変化に柔軟に対応できる人間力の育成を図るとともに、❷地域社会の「価
値創出」にも資する教育プログラムの更なる発展に向けて、企業や自治体、医療機関等との情報交換・連携の充実を図る。【21】
［指標］卒業生就職率（100％／年）
［指標］看護師国家試験新卒合格率（100％／年）
［指標］保健師国家試験新卒合格率（100％／年）（※【20】【21】を合わせたロ キャリア形成支援 全体の指標）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・

・

・

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ ［指標］教員一人あたりの研究成果発表件数（1.5件／年 令和6年度）　附属資料27ページ参照
・ ［指標］外部資金獲得総額（210,630千円／令和6年）　附属資料28ページ参照

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

・

【評価委員会による意見記載欄】

教育研究の質の向上（研究に関する目標）に関する特記事項

　第1　教育研究の質の向上
【重点目標】

地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し、地域社会の
課題やニーズに対応した研究を積極的に行うことにより、研究水準の向上を図り、イ
ノベーションや新産業といった新たな価値の創出に寄与する。　2　研究に関する目標

全体的な状況

「研究推進・地域未来共創センター」稼働4年目となる令和6年度は、外部資金獲得の高まりを受けて、研究推進におけるURA機
能を更に強化するとともに、科研費等研究資金の獲得に向けた勉強会を開催することで、外部資金獲得額の増加とポストアワード
の体制強化に努めた。また、令和5年度に引き続き、学内の研究力強化に向け、科研費獲得に向けた勉強会を開催したほか、若手
教員を対象に研究計画の立案等のワークショップを含むセミナーを新たに企画・開催した。また、過去の勉強会の動画をアーカイ
ブとして教職員が閲覧できる環境を整備した。さらに、「宮城大学研究・共創フォーラム」を議会の開催される9月を避け8月に前
倒して開催したことにより、県内外広域の自治体から関心を寄せていただき、今後の連携可能性が高まった。

研究者が自身の研究の公正性を主張できるよう、また、学問研究の発展と社会への還元・実装に向け研究データを公開し利活
用できるよう、令和6年度中に「宮城大学研究データ管理・公開ポリシー」を整備し、運用を開始した。

研究成果の知財化に向け、技術移転機関や弁理士事務所、（独）工業所有権情報・研修館等といった専門機関と連携し、特許
出願、市場調査、規程整備等を円滑に実施した。

学都仙台・宮城サイエンスデイやビジネスマッチ東北2024等のシーズ展示イベントへの参加を通じ、東北経済産業局長賞や
JST理事長賞等を受賞するとともに、出展企業からの申し出による連携企画、学術指導等の新たな連携実績が創出された。

JSTの大型受託研究が継続しており、人員を増強することでポストアワードの体制強化を行った。スタートアップに関連する
研究資金の獲得に向けた環境整備を行い学内の体制構築を行うとともに、スタートアップに関連する研究資金獲得支援を行っ
た。

研究資金の獲得に向けた勉強会については、昨年度に引き続き科研費獲得に向けた勉強会を開催し学内教員44名が参加したほ
か、若手教員を対象に研究計画の立案等のワークショップを含むセミナーを新たに企画・開催し、教職員25名が参加した。ま
た、過去の勉強会の動画をアーカイブとして教職員が閲覧できる環境を整備した。

令和5年度に引き続き、「宮城大学研究・共創フォーラム」を対面とオンラインでのハイフレックス形式で開催した。今年度
は地方自治体の長を招き当該自治体と本学との連携に関する基調講演及び情報提供を行うとともに、学内教員6名が主に地
域・地方をテーマとした研究成果の発表を行うなど、自治体職員をメインターゲットとして今後の連携に結び付けることを企
図した。事前の周知やテーマ設定を強化したことにより、学内外から227名の出席（昨年度190名）があり、地方自治体からの
参加者も57名（昨年度37名）と、県内外広域の自治体から関心を寄せていただき、今後の連携可能性が高まった。

「研究成果公開促進助成制度」について年度当初から継続的に周知を行い、4回の募集期間で13件の申請があり557,295円の助
成を行った。昨年度実績は290,559円であり、昨年度の実績を大幅に上回った。また、引き続き特許の取得情報等、知的財産
に関する情報発信も迅速に行った。
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■中期計画番号 22

第2 教育研究の質の向上に関する目標 2 研究に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A S S

R
6
年
度

・研究推進・地域未来共創推進費を活用し引き続き研
究力強化に資する取組を実施する。また、推進費の予
算の考え方について見直しを行い、より研究の推進に
寄与する制度の在り方について検討する。（❶❷❸）

・研究推進・地域未来共創推進費を活用した「研究成
果公開促進助成制度」を引続き実施した。加えて、令
和6年度は、本予算を活用して、研究倫理プログラム
の内容を補強し、対象となる全教職員がプログラムを
受講した。
・研究不正防止及びオープンサイエンス推進の観点か
ら、研究データの適切な管理が求められている。研究
者が自身の研究の公正性を主張できるよう、また、学
問研究の発展と社会への還元・実装に向け研究データ
を公開し利活用できるよう、令和6年度中に「宮城大
学研究データ管理・公開ポリシー」を整備し、運用を
開始した。令和8年度に行われる動物実験に関する外
部検証に対応するため「公立大学法人宮城大学微生物
安全管理規程」を整備した。

Ⅲ

・本学の特色を生かし、地域の発展に寄与する研究成
果を創出するため、特別研究費等制度の見直しを含め
た適切な制度設計について検討する。（❶❷❸）

・令和6年度特別研究費の審査（令和5年度末に審査）
の基本的な考え方では、中期目標の達成に資する研究
課題を選定する旨を新たに明示し、評定要素について
も詳細に定めた。令和6年度は新たな評定要素に基づ
き採択された研究を実施したところである。

・学系横断的な研究や本学で重点的に推進する取組な
どを「宮城大学研究・共創フォーラム」の開催等によ
り学内外の関係者に効果的に周知し、教員同士や学外
者との更なる連携につなげる。（❶❷❸）

・令和5年度に引き続き、「宮城大学研究・共創
フォーラム」を対面とオンラインでのハイフレックス
形式で開催した。今年度は地方自治体の長を招き当該
自治体と本学との連携に関する基調講演及び情報提供
を行うとともに、学内教員6名が主に地域・地方を
テーマとした研究成果の発表を行うなど、自治体職員
をメインターゲットとして今後の連携に結び付けるこ
とを企図した。事前の周知やテーマ設定を強化したこ
とにより、学内外から227名の出席（昨年度190名）が
あり、地方自治体からの参加者も57名（昨年度37名）
と、県内外広域の自治体から関心を寄せていただき、
今後の連携可能性が高まった。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶創造性・卓越性に優れた研究成果の創出に向けた取組を行うとともに、❷学系横断的な専門分野の融合など本学ならではの優位
性・独自性を有する研究を推進する。❸また、社会や時代の要請を的確に把握しながら、実践的な研究に取り組むとともに、世界及
び地域に貢献する研究を推進し、その発展に寄与する。【22】

意見

評定実績（22～24）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し、地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行うこ
とにより、研究水準の向上を図り、イノベーションや新産業といった新たな価値の創出に寄与する。

社会や時代の要請を的確に把握するとともに、競争的研究資金など外部資金を獲得しながら、地域に貢献する大学として、地域社
会のニーズに対応した実学の研究を推進し、その発展に寄与する。また、教員の研究者としての能力を高めるため、研究業績の評価
システムの改善に努めるなど、これまで以上に社会的に評価されるよう、研究水準の向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　2研究
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■中期計画番号 23

第2 教育研究の質の向上に関する目標 2 研究に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

・「宮城大学研究・共創フォーラム」の実施内容につ
いて、令和5年度のアンケート結果や参加状況等を踏
まえ実施時期や実施内容等を見直し、より効果的な研
究成果の発信方法を検討する。（❶）

・昨年度の結果を踏まえ、令和6年度「宮城大学研究・
共創フォーラム」は、地方自治体の長を招き当該自治体
と本学との連携に関する基調講演及び情報提供を行うと
ともに、学内教員6名が主に地域・地方をテーマとした
研究成果の発表を行うなど、自治体職員をメインター
ゲットとして今後の連携に結び付けることを企図した。
（No22の再掲）
・議会の開催される9月を避け8月に前倒して開催した。
事前の周知やテーマ設定を強化したことにより、学内外
から227名の出席（昨年度190名）があり、地方自治体か
らの参加者も57名（昨年度37名）と、県内外広域の自治
体から関心を寄せていただき、今後の連携可能性が高
まった。（No22の再掲）
・学都仙台・宮城サイエンスデイやビジネスマッチ東北
2024等のシーズ展示イベントへの参加を通じ、東北経済
産業局長賞やJST理事長賞等を受賞するとともに、出展
企業からの申し出による連携企画、学術指導等の新たな
連携実績が創出された。

Ⅲ

・「研究成果公開促進制度」を年度当初から積極的に
周知・支援するとともに、オープンアクセスに対応す
るための助成上限額の引上げ等の検討を進める。ま
た、引き続きウェブサイト上での研究成果や知的財産
に関する情報発信を推進する。（❶）

・「研究成果公開促進助成制度」について年度当初か
ら継続的に周知を行い、4回の募集期間で13件の申請
があり557,295円の助成を行った。昨年度実績は
290,559円であり、昨年度の実績を大幅に上回った。
また、引き続き特許の取得情報等、知的財産に関する
情報発信も迅速に行った。

［指標］教員一人当たりの研究成果発表件数（1.5件
／年 令和6年度）

・教員一人当たりの研究成果発表件数（1.5件／年 令
和6年度）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶積極的に国内外の学術誌への論文掲載や学会での発表を推進し、研究成果を発信する。【23】
［指標］教員一人あたりの研究成果発表件数(2件／年 令和8年度)

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し、地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行うこ
とにより、研究水準の向上を図り、イノベーションや新産業といった新たな価値の創出に寄与する。

社会や時代の要請を的確に把握するとともに、競争的研究資金など外部資金を獲得しながら、地域に貢献する大学として、地域社
会のニーズに対応した実学の研究を推進し、その発展に寄与する。また、教員の研究者としての能力を高めるため、研究業績の評価
システムの改善に努めるなど、これまで以上に社会的に評価されるよう、研究水準の向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　2研究
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■中期計画番号 24

第2 教育研究の質の向上に関する目標 2 研究に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・研究成果の社会実装を戦略的に展開するため、研究
成果の知財化、企業への技術移転に関する業務におい
て外部専門機関を活用する等、効率的な推進を図る。
また、スタートアップ支援体制を新たに構築し、大学
発ベンチャーに向けた支援を行う。（❸）

・研究成果の知財化に向け、技術移転機関や弁理士事
務所、（独）工業所有権情報・研修館等といった専門
機関と連携し、特許出願、市場調査、規程整備等を円
滑に実施した。
・スタートアップ支援体制構築の一環として、大学発
スタートアップの認定に関する規程、株式等の取得等
に関する規程を整備した。

・地元企業等の外部機関との連携を加速するため、学
内研究シーズと社会ニーズの把握に努め、企業訪問や
マッチングイベントを通して、学内研究シーズの積極
的な情報発信と連携機会の創出を行う。大学間連携を
推進し、共同研究による社会ニーズへの対応を図る。
（❹）

・学都仙台・宮城サイエンスデイやビジネスマッチ東
北2024等のシーズ展示イベントへの参加を通じ、東北
経済産業局長賞やJST理事長賞等を受賞するととも
に、出展企業からの申し出による連携企画、学術指導
等の新たな連携実績が創出された。（No23の再掲）

［指標］外部資金獲得総額 （210,630千円 令和6年
度）

・外部資金獲得総額　（229,046千円　令和6年度）

Ⅳ

R
6
年
度

・外部資金獲得の高まりを受けて、研究推進における
URA機能を更に強化するとともに、科研費等研究資金
の獲得に向けた勉強会を開催することで、外部資金獲
得額の増加とポストアワードの体制強化に努める。
（❶❷）

・JSTの大型受託研究が継続しており、人員を増強す
ることでポストアワードの体制強化を行った。スター
トアップに関連する研究資金の獲得に向けた環境整備
を行い学内の体制構築を行うとともに、スタートアッ
プに関連する研究資金獲得支援を行った。
・研究資金の獲得に向けた勉強会については、昨年度
に引き続き科研費獲得に向けた勉強会を開催し学内教
員44名が参加したほか、若手教員を対象に研究計画の
立案等のワークショップを含むセミナーを新たに企
画・開催し、教職員25名が参加した。また、過去の勉
強会の動画をアーカイブとして教職員が閲覧できる環
境を整備した。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶地域連携を含めた研究支援体制の強化を図り、❷外部資金の獲得や❸研究成果の戦略的な知財化、❹企業や外部機関等との更なる
連携を推進する。
［指標］外部資金獲得総額（2億3,600万円／年 令和8年度）【24】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

地域の産業界・試験研究機関・自治体・医療機関等との連携を推進し、地域社会の課題やニーズに対応した研究を積極的に行うこ
とにより、研究水準の向上を図り、イノベーションや新産業といった新たな価値の創出に寄与する。

社会や時代の要請を的確に把握するとともに、競争的研究資金など外部資金を獲得しながら、地域に貢献する大学として、地域社
会のニーズに対応した実学の研究を推進し、その発展に寄与する。また、教員の研究者としての能力を高めるため、研究業績の評価
システムの改善に努めるなど、これまで以上に社会的に評価されるよう、研究水準の向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　2研究
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・

・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

・

【評価委員会による意見記載欄】

 教育研究の質の向上（教育研究環境整備に関する目標）に関する特記事項

　第1　教育研究の質の向上
【重点目標】

教育及び研究の充実・向上に必要な環境を整備するとともに、その活用を推進す
る。　3　教育研究環境の整備

　に関する目標

全体的な状況

第3期中期計画における施設・設備の修繕計画に位置付けた大規模修繕工事について、全体的な事業組み替えも行いつつ、資材
高騰や労務単価の上昇の中、施設整備計画に基づき実施した。

更新を計画していた高額な実験実習機器については、仕様検討や機器選定に時間を要し、政府調達案件のため入札に係る事務処
理の期間が必要であったことから、令和6年度後半の入札及び契約となり、また、海外からの輸入品であるため機器調達までに時
間を要することから、令和7年度の納品となっている。

学術情報に関する事業としては、令和6年9月末に宮城大学研究ジャーナル4巻1号を発行した。また、オンラインメディア（ポッ
ドキャスト番組）の配信は、今年度4回実施した。内容は、新入生に勧める図書についてや、「六限の図書館」のトークイベント
の内容を配信したものとなった。今年度配信した4回分の合計再生回数は333回（3月末時点）となった。

大規模修繕工事（11件）について、全体的な事業組み替えも行いつつ、資材高騰や労務単価の上昇の中、施設整備計画に基づ
き実施した。

令和6年9月末に宮城大学研究ジャーナル4巻1号を発行した。エントリーは35件、その中で掲載に至ったのは19件となった。エ
ントリー件数は年々増加傾向にあり、各学群からも満遍なく投稿されるようになった。公開してから3月末時点での4巻1号の
ダウンロード数は3,652件に達しており、ジャーナル全体のアクセス数も順調に増加している。

太白キャンパス図書館の施設設備の老朽化・書庫狭隘化を受け、閲覧室に回転式書架を導入し、文庫本約700冊を収納した。
空いたスペースには、新たに約300～350冊の図書が収納できる見込みである。

令和6年度特別研究費及び国際研究費（令和5年度末に審査）の申請書様式について、現行の科研費研究計画調書に準じる形に
修正し審査項目についても見直しを行った。令和6年度は新たな審査項目に基づき採択された研究を実施しているところであ
る。

図書館活用促進事業であるイベント「六限の図書館」を年4回(Vol.23～26/Vol.26は両キャンパスで開催し、実質では大和で3
回、太白で2回)実施した。
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■中期計画番号 25

第2 教育研究の質の向上に関する目標 3 教育研究環境の整備に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

・第3期中期計画における施設・設備の修繕計画に位
置付けた大規模修繕工事（大和キャンパス7件、太白
キャンパス4件）を実施する。また、キャンパス整備
委員会で整理された要望を踏まえ、教育研究環境の向
上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費対応案件
を精査する。（❶）

・大規模修繕工事（11件）について、全体的な事業組
み替えも行いつつ、資材高騰や労務単価の上昇の中、
施設整備計画に基づき実施した。坪沼農場の倒木対応
や令和5年豪雨災害復旧工事などの緊急性の高い工事
も着実に実施したが、優先して実施する必要があった
ため、工事実施設計業務（5件）のうち1件について
は、発注までに至らなかった。また、キャンパス整備
委員会で整理された要望を踏まえ、教育研究環境の向
上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費対応案件
を精査した。 Ⅲ

・各学群等で教育研究環境充実に取り組むため必要と
なる大型実験機器等の整備、更新について、適切に予
算化し、計画的に更新を進める。（❶）

・更新を計画していた高額な実験実習機器について
は、仕様検討や機器選定に時間を要し、政府調達案件
のため入札に係る事務処理の期間が必要であったこと
から、令和6年度後半の入札及び契約となり、また、
海外からの輸入品であるため機器調達までに時間を要
することから、令和7年度の納品となっている。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶老朽化、陳腐化した施設及び大型実験機器等の整備・更新を計画的に進め、教育研究環境の維持・向上に努める。【25】

意見

評定実績（25～27）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標(中間案)（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　教育及び研究の充実・向上に必要な環境を整備するとともに、その活用を推進する。

教員の教育・研究活動の活性化と効率化を図るため、ソフト・ハード両面における研究環境及び研究成果が地域に還元される研究
支援体制の整備に努める。また、新たに整備した各コモンズ、デザイン研究棟等の施設を最大限、効果的に活用する。さらに、研究
水準の向上を図るため、研究費の効率的な配分に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　3 教育研究環境の整備
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■中期計画番号 26

第2 教育研究の質の向上に関する目標 3 教育研究環境の整備に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・太白キャンパス図書館の施設設備の老朽化・書庫狭
隘化を受け、環境整備のための対策を検討・実施す
る。（❸）

・狭隘化対策として、以下を実施予定である。
①書庫の集密書架及び閲覧室に配架していた新聞縮刷版5紙
（各16年分）については、大和でも所蔵していることと
データベースでの情報取得が可能であるため、年度末まで
に廃棄を実施した。
②①の廃棄によって空いたスペースには、閲覧室に配架し
ていた古い雑誌や年次資料を格納予定である。同時に、洋
雑誌の購読中止を受け、雑誌架全体を整理し、ほかの資料
を配架できるよう利活用を検討する。
③閲覧室に回転式書架を導入し、文庫本約700冊を収納し
た。空いたスペースには、新たに約300～350冊の図書が収
納できる見込みである。

・図書館活用促進事業については、コロナにより自粛
をしていた対面型のイベント「六限の図書館」の開催
を中心に、オンラインメディア（ポッドキャスト番
組）の配信も継続し、ハイブリッドな情報発信による
利用促進を図る。（❸）

・図書館活用促進事業であるイベント「六限の図書館」を
年4回(Vol.23～26/Vol.26は両キャンパスで開催し、実質で
は大和で3回、太白で2回)実施した。昨年まではコロナの影
響もあり開催が難しかったが、5年ぶりに対面での開催を再
開、本学教員や卒業生の著書を取り上げてのトークイベン
トや東北大学・せんだいメディアテークと連携した上映企
画の実施、1月の地震、9月の集中豪雨により大きな被害を
受けた石川県能登半島のドキュメンタリー映画の上映を行
い、メディア取材・報道にも取り上げられるなど、意義あ
る企画を実施することができた。
・オンラインメディア（ポッドキャスト番組）の配信は、
今年度4回実施した。内容は、新入生に勧める図書について
や、「六限の図書館」のトークイベントの内容を配信した
ものとなった。今年度配信した4回分の合計再生回数は333
回（3月末時点）となった。

R
6
年
度

・令和5年度に実施した令和6年度の電子ジャーナルや
学術洋雑誌の見直しに引き続き、令和7年度に向けた
海外のデータベースを含めた資料の在り方について、
さらに調査・議論を進め、見直し・検討を継続する。
教員・学生の教育・研究を支援するため、本学の専門
性に沿った適切なツールの検討・提供に努める。
（❶）

・洋雑誌・電子ジャーナルについては、令和6年度より継続
して検討した結果、令和7年度の契約を大幅に見直し、学術
洋雑誌の個別タイトルやパッケージ契約の一部を中止し
た。
・洋雑誌・電子ジャーナルパッケージの契約中止によるフ
ルテキストコンテンツの減に代わるものとして、教員や学
生の教育・研究を支援するツールの導入を検討し、令和7年
度より引用文献データベースを導入することとした。

・宮城大学研究ジャーナルを定期的に発行し、本学の
研究成果の継続的な発信に努める。出版会としては、
本学ならではの出版や研究発信の在り方について、議
論・検討を継続する。（❷）

・令和6年9月末に宮城大学研究ジャーナル4巻1号を発行し
た。エントリーは35件、その中で掲載に至ったのは19件と
なった。エントリー件数は年々増加傾向にあり、各学群か
らも満遍なく投稿されるようになった。公開してから3月末
時点での4巻1号のダウンロード数は3,652件に達しており、
ジャーナル全体のアクセス数も順調に増加している。

・資料整備方針・資料選定基準に沿って、適切かつ効
果的な蔵書管理・資料整備を行う。（❶）

・本学の資料整備方針に沿った各学群・群選定により専門
性の高い資料の収集・整備を行うため、年2回の学群選定を
実施した。
・学群選定と並行して、教養や時事に関する幅広い分野の
資料を収集するため、オンラインによる見計らい選書を試
行的に1回（2月）実施し、66冊を購入するに至った。

Ⅲ

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　教育及び研究の充実・向上に必要な環境を整備するとともに、その活用を推進する。

教員の教育・研究活動の活性化と効率化を図るため、ソフト・ハード両面における研究環境及び研究成果が地域に還元される研究
支援体制の整備に努める。また、新たに整備した各コモンズ、デザイン研究棟等の施設を最大限、効果的に活用する。さらに、研究
水準の向上を図るため、研究費の効率的な配分に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　3 教育研究環境の整備

❶資料整備方針に基づき、教育・研究資源としての所蔵資料の充実を図り、電子化・環境整備・ソフト事業等によって資料の利活用
を支援する。❷本学の研究とその成果を学内外に向けて公開・発信するための機能と体制を整備し、研究と研究交流を支援する。❸
領域を超え地域にも開かれた学びの場として図書館環境を整備し、図書館利用促進事業等による機能向上を図る。【26】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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■中期計画番号 27

第2 教育研究の質の向上に関する目標 3 教育研究環境の整備に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・基礎的研究費の配分方法、配分金額、使途について
検討し、必要に応じて見直しを行う。（❷）

・12月に開催した研究委員会にて、各種検討を行っ
た。

R
6
年
度

・令和6年度に変更した特別研究費及び国際研究費の
申請書及び審査項目について、適切な配分に繋がって
いるのか検証を行い、必要に応じて見直し等検討を行
う。（❶）

・令和6年度特別研究費及び国際研究費（令和5年度末
に審査）の申請書様式について、現行の科研費研究計
画調書に準じる形に修正し審査項目についても見直し
を行った。令和6年度は新たな審査項目に基づき採択
された研究を実施しているところである。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶特別研究費及び国際研究費等の配分にあたっては、研究内容や外部資金獲得の可能性、若手研究者育成の観点などから審査を行
い、配分を決定する。❷基礎的研究費を含め、研究費については、適切な配分を目指す。【27】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　教育及び研究の充実・向上に必要な環境を整備するとともに、その活用を推進する。

教員の教育・研究活動の活性化と効率化を図るため、ソフト・ハード両面における研究環境及び研究成果が地域に還元される研究
支援体制の整備に努める。また、新たに整備した各コモンズ、デザイン研究棟等の施設を最大限、効果的に活用する。さらに、研究
水準の向上を図るため、研究費の効率的な配分に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第1教育研究　3 教育研究環境の整備
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・

・
・

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・
・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ ［指標］公開講座等への延べ参加者数（1,600人／年）　附属資料31ページ参照
・ ［指標］市町村等の各種委員・講師の派遣件数（300件／年）　附属資料32ページ参照
・ ［指標］市町村や企業等との連携事業・受託事業数（15事業／年 令和6年度）　附属資料32ページ参照
・ ［指標］海外派遣学生枠（200人／年 令和8年度）　附属資料34ページ参照

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

・
・
・
・
・

【評価委員会による意見記載欄】

　第2　地域貢献等

【重点目標】
県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・

研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発揮し、高度な実学による教育研究成果
の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性
化を担える人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災
からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行う。

全体的な状況

地域に開かれた大学として、本学の有する研究成果等の知的資源を地域社会に還元するため、本学の研究シーズに重点化したオ
ンライン公開講座や社会人のニーズにも対応したシンポジウム・セミナー等を企画・開催した。また、企業や自治体等との連携を
一層強化するため、公益財団法人イオンワンパーセントクラブ、県立広島大学それぞれとの連携協定を締結した。
　また、能登半島地震の支援活動に教員及び学生が参加する等、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行った。

そのほか、オーストラリアのリアル・アジア研修やデラウェア大学での海外フィールドワーク研修及びオランダでのヨーロッパ
学外研修の実施、「宮城大学・JICA連携グローカル・プログラム」の開講等、グローバル人材育成の一環として様々な取組みを実
施した。

 地域貢献等に関する特記事項

トビタテ！留学JAPANについて、説明会等に参加し、積極的な情報収集を行い、学内学生に周知を図った。
学生が参加できる質の良い研修地開拓の一環でグアム大学及び周辺関係機関の視察・協議を行った。
日本語学校等の外国人留学生を対象とした、キャンパスツアーを実施したほか、留学生向け進路イベントにも参加し、主体的
に宮城大学のPR活動を行った。

柴田町・塩竈市等の自治体及び公益財団法人河川財団・公益財団法人イオンワンパーセントクラブ等からの受託事業を実施
し、地域の活性化を支援した。

宮城県と連携し、リカレント教育を実施するため、「雇用創出・若者定着促進に係る協定」を締結した。

デザインスタディセンターを活用し、本学学生ほか企業からの受講生が参加するDSCプログラムを開講した。これらの取組か
ら日本デザイン振興会の「グッドデザイン賞」に「宮城大学デザインスタディセンター」が選定された。

JST STARTにおいて、能登半島支援プロジェクトを実施し、学内の学生4名が参加した。
セミナーやワークショップでの活用により、交流棟オープンスタジオPLUS ULTRA-の活用を促進した。

本学の研究シーズに重点化したオンライン公開講座や社会人（企業や自治体職員向け、看護職向け等）のニーズにも対応した
シンポジウム・セミナー等を企画、開催した。

KCみやぎ産学共同研究会事業に1件採択を受け、研究シーズを活用して県内企業の支援を行った。

自治体向けセミナーを開催し、総合計画の策定に向けた自治体職員の人材育成を図った。

オーストラリアのリアル・アジア研修や海外フィールドワーク研修及びヨーロッパ学外研修（オランダ）では、受入先機関と
調整の上、実施内容を一部見直したプログラムを提供し、グローカル人材の育成を図った。

43



■中期計画番号 28

第3 地域貢献等に関する目標 1 地域貢献に関する目標

【重点目標】

(1) 地域社会への貢献

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・パンフレットやシーズ集、活動報告書、ウェブサイ
ト等へ活動状況や成果等を掲載することなどにより、
本学の研究情報や地域共創の取組に関して効果的な情
報の発信に努める。（❶）

・地域連携に関する活動の成果等を、本学ウェブサイ
トやメディア等にタイムリーに公開した。
・研究・共創センターのパンフレット、活動報告書
（600部）を発行し、関係機関に配布することで情報
発信を行った。昨年度まで冊子としたシーズ集をWeb
化し、電子媒体で発信することとした。

・交流棟オープンスタジオPLUS ULTRA-の活用を促進
し、対面でのセミナーやワークショップのほか、オン
ラインを活用した学外者との交流拠点とする。（❷）

・セミナーやワークショップでの活用により、交流棟
オープンスタジオPLUS ULTRA-の活用を促進した。

・デザインスタディセンターを活用し、他研究教育機
関や企業等との協働によるオープンレクチャーやワー
クショップを企画・開催・情報発信することで、本学
のデザイン教育・研究に関する認知度を高める。
（❷）

・デザインスタディセンターを活用し、本学学生ほか
企業からの受講生が参加するDSCプログラムを開講し
た。これらの取組から日本デザイン振興会の「グッド
デザイン賞」に「宮城大学デザインスタディセン
ター」が選定された。

R
6
年
度

・本学の研究シーズに重点化したオンライン公開講
座、企業や自治体に向けたセミナー、看護人材育成の
ためのセミナー等を企画し開催する。（❶）

・本学の研究シーズに重点化したオンライン公開講座
や社会人（企業や自治体職員向け、看護職向け等）の
ニーズにも対応したシンポジウム・セミナー等を企
画、開催した。

Ⅲ

・リカレント・リスキリングである地域包括ケアに係
るみやぎテレナース育成プログラム、DX等成長分野を
中心とした就職・転職支援のためのDDXプログラム、
食産業における専門知識・資格を身に付けるための
ベーシック・アドバンスプログラムを推進する。
（❶）

・看護学群による「みやぎテレナース育成プログラ
ム」、事業構想学群による「DDXプログラム」を実施
した。また、食産業学群については次年度開講に向け
て宮城県との協議を進めた。

［指標］公開講座等への延べ参加者数（1,600人／年
令和6年度）

公開講座等への延べ参加者数（9,801人（対面1,213
人）／年　令和6年度）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定 意見

評定実績（28～31）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発
揮し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担え
る人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行
う。

県民の高等教育機関としての役割を果たすため、質の高い教育機会を提供することとし、県内への優れた人材の供給に努めるとと
もに、積極的な県内就職先の開拓や、学生の県内就職に向けた意識の醸成に努める。
　また、社会人の多様なニーズにも対応した教育の機会を充実し、生涯を通じた学びの場としての機能を強化する。
　さらに、地域課題の解決や地域の活性化などに積極的に取り組むとともに、大学施設を地域に開放する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　1 地域貢献

❶地域に開かれた大学として、本学の有する研究成果等の知的資源を地域社会に還元するため、住民を対象とした公開講座や企業や
自治体に向けたセミナー等を開催するほか、❷引き続き大学施設の地域開放に努める。
［指標］公開講座等への延べ参加者数（1,600人／年）【28】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）
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■中期計画番号 29

第3 地域貢献等に関する目標 1 地域貢献に関する目標

【重点目標】

(2) 産学官の連携

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・企業や自治体、各機関等との協定内容に基づく連携
を推進するとともに各機関等との新たな協定締結先の
開拓に努める。（❸❹）

・公益財団法人イオンワンパーセントクラブ、県立広
島大学、それぞれとの連携協定を締結した。
・宮城県と連携し、リカレント教育を実施するため、
「雇用創出・若者定着促進に係る協定」を締結した。

R
6
年
度

・企業や自治体への相談対応や訪問を通して地域課題
等を把握し、地域や産業の活性化を図るため、企業や
自治体等との連携を一層強化するとともに、自治体等
からの依頼に応じて、各種委員会等の委員や講師等の
派遣を行う。（❶❷）

・各種審議会への就任及び研修会等へ講師を派遣し
た。

Ⅳ

［指標］市町村等の各種委員・講師の派遣件数（300
件／年）

・市町村等の各種委員・講師の派遣件数　653件

・企業や自治体等の活性化に向けたニーズや課題に対
応する受託事業や連携事業等を実施する。（❷）

・柴田町・塩竈市等の自治体及び公益財団法人河川財
団・公益財団法人イオンワンパーセントクラブ等から
の受託事業を実施し、地域の活性化を支援した。
・KCみやぎ産学共同研究会事業に1件採択を受け、研
究シーズを活用して県内企業の支援を行った。

［指標］市町村や企業等との連携事業・受託事業数
（15事業／年 令和6年度）

連携事業・受託事業数　23事業　令和6年度

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発
揮し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担え
る人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行
う。

大学が持つ教育・研究資源や成果を地域社会に還元するため、産学官連携の推進を大学の重要な社会的役割と位置付け、県内の産
業界をはじめとした有機的なネットワークの充実に努めるとともに、地域のシンクタンクとしての役割も担うよう、県や県内市町村
等との連携を積極的に進める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　1 地域貢献

❶地域課題等を把握し、地域や産業の活性化を図るため、企業や自治体等との連携を一層強化する。❷また、企業や自治体等への訪
問や相談を通して明らかになったニーズや課題に対応するため、地域連携や研究推進の支援体制を強化し、受託事業や受託・共同研
究を実施するほか、❸本学とすでに連携協定を締結している市町村等（14市町村及び14公的機関等 <令和2年度>）との取組事業の充
実を図るとともに、❹新たな協定締結先の開拓に努める。【29】
［指標］自治体や企業等との連携件数
・市町村や企業等との連携事業・受託事業数（17事業／年 令和8年度）
・市町村等の各種委員・講師の派遣件数（300件／年）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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■中期計画番号 30

第3 地域貢献等に関する目標 1 地域貢献に関する目標

【重点目標】

(3) 東日本大震災からの復興支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・災害看護プログラムにおいて、自治体や地域住民と
の連携体制の構築を図りながら、正課学習とともに、
学生の課外活動の継続を支援する。災害発生時の災害
看護の強化に向けた新たな地域課題の発見と取組を促
進する効果的な教育方法を検討する。（❶）

・災害看護プログラム正課科目における地域の防災担
当者の参加、丸森町との連携を継続した。
・大学近隣地域の町内会長や社会福祉協議会会長と連
携を図り、課外活動では、防災訓練への学生及び教員
の参加を継続するとともに、他の町内会での防災会議
への協力の依頼があり、協力地域の拡大につながっ
た。また、能登半島地震の支援活動に教員及び学生が
参加した。能登半島地震に関わる石川県立看護大学教
員へ、これまでの災害看護活動について共有した。

・震災復興や災害対応に関する教育研究活動の成果を
宮城大学研究・共創フォーラムや公開講座、学会や関
係機関の企画等を活用し、学外へ発信する。（❷）

・令和5年度に引き続き、「宮城大学研究・共創フォーラ
ム」を対面とオンラインでのハイフレックス形式で開催し
た。今年度は地方自治体の長を招き当該自治体と本学との
連携に関する基調講演及び情報提供を行うとともに、学内
教員6名が主に地域・地方をテーマとした研究成果の発表を
行うなど、自治体職員をメインターゲットとして今後の連
携に結び付けることを企図した。事前の周知やテーマ設定
を強化したことにより、学内外から227名の出席（昨年度
190名）があり、地方自治体からの参加者も57名（昨年度37
名）と、県内外広域の自治体から関心を寄せていただき、
今後の連携可能性が高まった。（No22の再掲）
・宮城大学研究ジャーナル2024年第4巻第1号に、「津波被
災地への移住をめぐるライフストーリー東日本大震災後の
気仙沼市への移住者を対象とした考察」及び「災害支援
ナースが直面する支援活動上の困難に関する文献レ
ビュー」を掲載した。
・学内指定研究を受けて担当研究者が、東日本大震災・原
子力災害伝承館刊行の「東日本大震災・原子力災害全書」
を、日本造園学会100年記念誌にて原子力災害に関して担当
執筆した。
・JST STARTにおいて、能登半島支援プロジェクトを実施
し、学内の学生4名が参加した。

Ⅲ

R
6
年
度

・総合計画など中長期計画に基づく被災地を含む自治
体や企業との産官学連携を推進する。また、カーボン
ニュートラル、災害レジリエンスの取組推進などによ
り、震災復興による新たな産官学連携モデルについて
推進する。（❶）

・自治体向けセミナーを開催し、総合計画の策定に向
けた自治体職員の人材育成を図った。
・「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コア
リション」の地域ゼロ・カーボンワーキンググループ
及び人材育成ワーキンググループの幹事校を務め、う
ち前者は幹事校が任期満了となり、後者は継続して担
うこととした。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶東日本大震災からの真の復興・発展に向けて、移り変わる被災地の状況や、新たな課題等に対応しながら被災地を継続的に支援す
るとともに、❷これまでの教育研究活動や災害対応の各種プログラムも含め、その内容や方法について検証を重ねながら、成果を広
く発信していく。【30】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発
揮し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担え
る人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行
う。

被災地にある大学として、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に進めるとともに、全国的なモデルとなるよう教
育研究成果を広く情報発信する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　1 地域貢献
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■中期計画番号 31

第3 地域貢献等に関する目標 1 地域貢献に関する目標

【重点目標】

(4) 感染症及び大規模災害対策への支援

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・JST START事業において、「レジリエント社会の構
築を牽引する起業家精神育成プログラム」を実施し、
学内外の学生10名が参加した。また、建築の視点から
アントレプレナーシップ教育を目的とした公開レク
チャーを実施し、学内の学生40名が参加した。
・JST START（V2F）事業において、学内外の学生32名
を対象にソーシャルアントレプレナー育成のための
フィールドワークを実施した。

R
6
年
度

・受託事業や共同研究等を通して、災害レジリエンス
に関して企業や自治体と連携し、政策提言を図る。持
続可能な社会構築に向けて、公立大学防災研究教育セ
ンター連携会議参画により、全国の大学とのネット
ワーク強化を図るとともに、防災・復興・減災に関す
る教育推進における先進的な取組等の情報を収集し、
全学的な情報共有の在り方について検討する。（❶）

・公益財団法人河川財団からの受託事業において、流
域の概念及び水災害等のメカニズム等を学ぶためのイ
ンタラクティブ教材の検討・開発を行った。
・能登半島地震における学生有志によるボランティア
活動を経て、学生が8月に復旧状況を現地にてヒアリ
ングするとともに、能登半島と宮城県を結ぶ復興プロ
ジェクトのイベントへの参加や地元企業との共同によ
る商品開発を実施した。

Ⅲ

・カーボンニュートラル等、新たな環境政策や防災に
関する国・県・自治体の方策に沿った災害レジリエン
スに関する研究活動を推進し、その成果を大学等コア
リションや、宮城大学研究ジャーナル、研究・共創
フォーラム等で発信する。（❶）

・令和5年度に引き続き、「宮城大学研究・共創
フォーラム」を対面とオンラインでのハイフレックス
形式で開催した。今年度は地方自治体の長を招き当該
自治体と本学との連携に関する基調講演及び情報提供
を行うとともに、学内教員6名が主に地域・地方を
テーマとした研究成果の発表を行うなど、自治体職員
をメインターゲットとして今後の連携に結び付けるこ
とを企図した。事前の周知やテーマ設定を強化したこ
とにより、学内外から227名の出席（昨年度190名）が
あり、地方自治体からの参加者も57名（昨年度37名）
と、県内外広域の自治体から関心を寄せていただき、
今後の連携可能性が高まった。（No22の再掲）
・宮城大学研究ジャーナル2024年第4巻第1号に「津波
被災地への移住をめぐるライフストーリー東日本大震
災後の気仙沼市への移住者を対象とした考察」及び
「災害支援ナースが直面する支援活動上の困難に関す
る文献レビュー」を掲載した。
・JST START事業において、「レジリエント社会の構
築を牽引する起業家精神育成プログラム」での活動成
果をまとめて「ソーシャルイノベーションの教科書」
の書籍を発行した。

・防災や減災に資するレジリエンスをテーマとした教
育プログラムについて開発・実施を推進し、他大学と
連携してソーシャルアントレプレナーの育成を図る。
（❶）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶地震、水害、感染症などによる今後の新たな災害に対応するため、地域の災害対策の状況把握を行い、連携自治体等の災害レジリ
エンスに関する施策立案に資する研究を進め、成果発表の場を設けるなどして支援する。【31】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発
揮し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担え
る人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行
う。

新たな感染症や近年頻発化・激甚化する大規模災害に際し、地域社会が直面する課題について、大学の特色を生かした支援に取り
組む。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　1 地域貢献
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■中期計画番号 32

第3 地域貢献等に関する目標 2 国際交流等に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

B A A

R
6
年
度

・多文化理解や国際教養に関する海外研修プログラム
の内容を改善し、グローバルな視点を持って地域社会
の課題に向き合えるグローカル人材の育成を図る。
（❶）

・オーストラリアのリアル・アジア研修や海外フィー
ルドワーク研修及びヨーロッパ学外研修（オランダ）
では、受入先機関と調整の上、実施内容を一部見直し
たプログラムを提供し、グローカル人材の育成を図っ
た。

Ⅲ

・トビタテ！留学JAPANやJASSO奨学金等の外部資金の
更なる獲得に向けて、情報収集を図るとともに継続的
に申請する。（❶）

・トビタテ！留学JAPANについて、説明会等に参加
し、積極的な情報収集を行い、学内学生に周知を図っ
た。
・JASSOの奨学金について、短期と長期の留学支援に
係る申請を行った。また、デラウェア大学での海外
フィールドワーク研修に参加した学生とフィンランド
の協定校に留学した学生に奨学金を支給した。

・「宮城大学・JICA連携グローカル・プログラム」の
最終科目「グローカル共生論」を開講しプログラムを
完成する。継続して各科目内容等の見直しを行い、国
際社会で通用する能力やグローバルな視点・素養を持
ち、地域社会、地域経済の活性化や持続的発展に貢献
する“グローカル人材”の育成を推進する。（❷）

・「宮城大学・JICA連携グローカル・プログラム」の
最終科目として「グローカル共生論」を開講し、JICA
東北と連携し、国際協力に係る実務経験を活かした講
義を実施することで“グローカル人材”の育成を推進
した。

・ラーニングコモンズにおいて語学教育や多文化理解
に関するイベントを開催し、国際教養や英語学修に対
するモチベーションを高める。（❸）

・グローバルコモンズで英語教員とのspeaking練習を
実施する「English Conversation」を定例で行ったほ
か、フィンランドからの留学生との交流会や留学体験
者による学生向け報告会を開催し、学生の国際教養や
英語学修に対する関心を高めた。

・JICA東北と連携して、JICA青年研修アフリカ英語圏
「母子保健管理コース」の3回目の受入れへの協力を
行う。（❷）

・11月中旬に2か国、計15名の研修生が、予定された
研修を全て修了した。看護学群の教員が中心となり、
研修企画・準備のため、JICA東北等の関係機関と協議
を重ね、本学として3回目の受入れを達成した。

・海外協定校での研修プログラムの参加者が増えるよ
うに国際交流や海外研修に関する学生のニーズを把握
する。（❷）

・学生が随時留学カウンセラーに留学相談を行うこと
ができる体制を整えており、学生の相談内容やニーズ
をヒアリングし、定例の会議で共有することにより、
細かなニーズの把握を図った。
・学生が参加できる質の良い研修地開拓の一環でグア
ム大学及び周辺関係機関の視察・協議を行った。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績
自己
評定

評価委員会による評価

評定

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発揮
し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担える人
材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行う。

世界に開かれた大学として、教育研究の充実強化を図るため、グローバル化に対応した教育環境づくりを進めながら、学生や教職員
の国際交流を積極的に推進するとともに、海外大学等との連携による教育研究活動を推進する。
　また、グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材を育成する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　2 国際交流

❶グローバル化が進展する中で必要とされる多文化理解、国際教養、コミュニケーション力を高める宮城大学グローバル教育方針を策
定し、グローバル化に対応した教育環境づくりを推進する。❷英語圏や近隣のアジア・オセアニア地域を中心に、国際交流協定校を開
拓する。❸一方、学内ではラーニングコモンズ等を利用した多文化間交流を定期的に行い、キャンパス内にいながらにして国際感覚を
身につけられる場を提供する。【32】

意見

評定実績（32～33）
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■中期計画番号 33

第3 地域貢献等に関する目標 2 国際交流等に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・短期研修について、受入先の大学等と連携、調整の
上、内容の見直しを実施しながら、プログラムを策定
し、国際交流・留学生センターで実施している海外研
修プログラムについては、昨年度と比較して参加者が
増加した。

・フィンランド・テュルク応用科学大学との交換留学
プログラムを継続的に実施するとともに、さくらサイ
エンス等の外部資金を申請し、協定校との国際交流を
深化させる。（❷）

・フィンランドのテュルク応用科学大学から交換留学
生1名を受け入れ、科目履修や様々な国際交流イベン
トのほか、岩手県や山形県をフィールドとした学外研
修を在学生と合同で行うなどし、学生間の国際交流を
深めた。また、本学からも2名の学生を同大学に長期
派遣し、協定校との国際交流を深化させた。
・なお、外部資金の申請については、申請対象事業と
の兼ね合いから実施を見送ったが、引き続き必要に応
じて活用を検討していく。

・留学生の志願者数を増やすため、日本語学校等の外
国人留学生に対するリクルートメントを全国的に展開
する。（❷）

・日本語学校等の外国人留学生を対象とした、キャン
パスツアーを実施したほか、留学生向け進路イベント
にも参加し、主体的に宮城大学のPR活動を行った。

R
6
年
度

・米国・デラウェア大学にて「海外フィールドワーク
研修」（1か月）を実施する。（❶）

・8月から9月にかけて、デラウェア大学において1か
月の海外フィールドワーク研修を実施し、6名の学生
が参加した。

Ⅲ

・基盤教育科目「学外研修」及び海外フィールドワー
ク研修、リアル・アジア研修等の短期研修の内容や実
施時期を見直し、海外研修プログラムの参加者増加を
図る。（❶）

［指標］海外派遣学生枠（200人／年 令和8年度） ・海外派遣学生枠：124人（参加者数 23人）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

県が設立した公立大学法人として、県民への貢献を果たすため、大学の持つ教育・研究資源や地域拠点としての機能を最大限に発
揮し、高度な実学による教育研究成果の地域への提供を積極的に行うとともに、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担え
る人材を育成するなど、大学として地域社会への貢献を果たす。また、震災からの復興とその後の発展に向けた支援を積極的に行
う。

世界に開かれた大学として、教育研究の充実強化を図るため、グローバル化に対応した教育環境づくりを進めながら、学生や教職
員の国際交流を積極的に推進するとともに、海外大学等との連携による教育研究活動を推進する。
　また、グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材を育成する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）　第2 地域貢献等　2 国際交流

❶世界を俯瞰的に捉え、多様な地域、文化、人間の立場から物事を多角的に理解する力や人々に共感する感覚を涵養する機会を学生
に提供するために、短期・長期の海外研修と留学プログラムの充実を図る。❷また、高度な知識・技能の獲得を志向する海外からの
留学生を受け入れ、地域社会に貢献できる人材の輩出を目指す。【33】
［指標］海外派遣（＊）学生枠（200人／年 令和8年度）
＊短期・長期の海外研修、留学プログラムやゼミ、研究室単位の交流等、本学が講じる取組によるもの

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・
・
・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・
・
・

【評価委員会による意見記載欄】

業務改善等の取組を奨励し、優れた功績のあった職員を優良職員として表彰した。

令和6年度当初予算編成においては、老朽化や物価高騰の対策に配慮しつつ、支出予算においては課題解決枠を設定し、また
社会状況の変化及び年度計画に応じ、教育・研究活動や環境整備に必要な予算を配分した。

職員の資質向上及び組織の活性化を図るため、事務職員1名を国立大学法人東北大学へ派遣した。
「本学が求める職員像」について、改めて明確化し、理事会の意見を聴いた上でウェブサイトで公表した。

　第3　業務運営の改善及び効率化

【重点目標】
理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・

社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できるよう、必要に応じ法人組織や教育研究
組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

全体的な状況

内部統制及び内部監査の充実強化を図るため、監査室を設置したほか、本学における学群改革を推進するに当たり全学的な視点
での調整を図るため、大学改革推進本部を設置した。

職員の資質向上と組織の活性化を図るため、事務局職員評価要綱に基づき、上司と部下による目標の共有とコミュニケーショ
ン、人材育成や能力開発に重点を置いた業績評価を実施した。

庶務事務の合理化を図るため、年末調整基礎データ作成業務の外部委託を引き続き実施した。

 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

内部統制及び内部監査の充実強化を図るため、監査室を設置した。
本学における学群改革を推進するに当たり全学的な視点での調整を図るため、大学改革推進本部を設置した。
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■中期計画番号 34

第4 業務運営の改善及び効率化に関する目標 1 運営体制の改善に関する目標

【重点目標】

(1) 理事長を中心とする運営体制の構築

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・内部監査等の充実を図るほか、国や他大学の動向等
を踏まえながら、より効率的な大学の経営の在り方に
ついて検討していく。（❶❷）

・内部統制及び内部監査の充実強化を図るため、監査
室を設置した。
・本学における学群改革を推進するに当たり全学的な
視点での調整を図るため、大学改革推進本部を設置し
た。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶本学の理念・目的を実現するために、理事長を中心とする法人組織、学長をはじめとする教学組織等について、それぞれの権限と
責任を明確にしながら、適切な大学運営のための組織を整備し、適切な運用を図るとともに、学外有識者の積極的な登用や、監査の
充実に努める。❷また、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」等の国や他大学の動向等を踏まえ、より効率的な大学の経
営の在り方について検討する。【34】

意見

評定実績（34～35）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できる
よう、必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

法人が自律性を確保しつつ戦略的かつ機動的に時代の変化に対応できるよう、各部門長の権限や責任を明確にしながら、理事長が
全学的なリーダーシップを発揮できる運営体制となるよう適宜見直しを図るとともに、法人の業務運営の適正化及び透明性を確保す
るため、役員等への外部有識者の登用や監査体制の充実に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第3 業務運営の改善及び効率化  1 運営の改善
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■中期計画番号 35

第4 業務運営の改善及び効率化に関する目標 1 運営体制の改善に関する目標

【重点目標】

(2) 戦略的な予算の配分

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

Ⅲ

・年度計画及び予算編成の基本方針に基づき、法人の
財政状況及び中期計画の進捗状況に配慮しつつ、中期
計画及び年度計画との整合性や妥当性を検証し、課題
解決枠を設定するなど、適切な予算編成を行う。
（❶）

・令和6年度当初予算編成においては、老朽化や物価
高騰の対策に配慮しつつ、支出予算においては課題解
決枠を設定し、また社会状況の変化及び年度計画に応
じ、教育・研究活動や環境整備に必要な予算を配分し
た。また、令和7年度の予算編成方針においても、引
き続き課題解決枠を設け、中期計画の進捗状況に配慮
しながら、新たに生じた課題に対応するための予算を
確保できるような策定を行った。

❶年度計画策定及び予算編成の基本方針に基づき、予算要求と中期計画及び年度計画との整合性や妥当性を検証し、適切な予算編成
を行う。【35】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第3 業務運営の改善及び効率化  1 運営の改善

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できる
よう、必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

　法人の経営戦略に基づき、全学的、中長期的な視点に立った効果的かつ効率的な予算等の配分を行う。
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■中期計画番号 36

第4 業務運営の改善及び効率化に関する目標 2 人事の適正化に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・事務局職員評価要綱に基づき、上司と部下による目
標の共有とコミュニケーション、人材育成や能力開発
に重点を置いた業績評価を実施した。
・有期雇用職員の資質向上と勤務成績に基づく手当支
給を通じた組織活性化等を目的に、有期雇用職員評価
要綱を策定し、有期雇用職員に対する勤務評価を開始
した。
・職員の資質向上及び組織の活性化を図るため、事務
職員1名を国立大学法人東北大学へ派遣した。

R
6
年
度

・事務職員の採用に当たっては、原則として、公募に
よる選考とする。また、配置においては、組織運営の
効率性のほか、法人採用職員の積極的な登用を見据
え、職員の能力・適性等の育成の観点から、本人の
キャリアプランを十分考慮した人事配置に努める。
（❶❷）

・公募による採用試験を実施し、事務職員を5名採用
した。また、有期雇用職員についても、必要に応じて
適切に公募による採用を行った。
・人事配置については、本人の将来的なキャリアプラ
ンを考慮するとともに、毎年度、定期的に作成・提出
を求めている身上調書に基づき、職員の希望や意欲を
考慮し、能力・適性等を勘案した異動を実施した。

Ⅲ・職員の資質向上と組織の活性化を図るため、引き続
き、適正な業績評価を実施するとともに、他団体との
人事交流等を推進し、人材の育成を図る。（❸）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶優れた人材を確保するため、事務職員の採用は公募による選考を原則とし、その配置に当たっては、人事異動方針等に基づき、持
ち味や意欲、キャリアプランを考慮した人事配置を行う。❷また、法人採用職員の幹部職員への積極的な登用を行うとともに、➌適
正な業績評価や他団体との人事交流等を通じて職員の資質向上と組織の活性化を図る。【36】

意見

評定実績（36～37）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できる
よう、必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

優れた人材の確保や組織の活性化を図るため、教職員にインセンティブが働く人事制度を実施する。また、事務職員の資質向上の
ための研修等に積極的に取り組む。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第3 業務運営の改善及び効率化  2 人事の適正化
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■中期計画番号 37

第4 業務運営の改善及び効率化に関する目標 2 人事の適正化に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

Ⅲ

・外部の研修資源等も活用して組織的なスタッフ・
ディベロップメント（SD）等を実施し、有為な専門性
の高い事務職員を育成することにより、教員と事務職
員との協働による適切かつ効果的な大学運営の推進を
図る。（❶）

・教職員が最近の学修者を理解し、学生のニーズを共
通認識することを目的として、「学修者本位の教育の
実現に向けて」をテーマとした全学FD・SDを実施し
た。
・職員の専門性の向上を図るため、公立大学協会が主
催する研修やeラーニング、県の階層別研修に参加さ
せるとともに、若手職員を対象に、大学職員として必
要な知識やスキルの習得を目的として、OJT研修及び
レジリエンス研修を実施した。
・「本学が求める職員像」について、改めて明確化
し、理事会の意見を聴いた上でウェブサイトで公表し
た。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶教育研究支援体制の充実に向けて、大学の教育研究活動に深い理解を有する専門性の高い事務職員を育成するとともに、教員と事
務職員との協働による適切かつ効果的な大学運営を実現するため、組織的なスタッフ・ディベロップメントを実施する。【37】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できる
よう、必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

優れた人材の確保や組織の活性化を図るため、教職員にインセンティブが働く人事制度を実施する。また、事務職員の資質向上の
ための研修等に積極的に取り組む。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第3 業務運営の改善及び効率化  2 人事の適正化
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■中期計画番号 38

第4 業務運営の改善及び効率化に関する目標 3 事務等の効率化・合理化に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・事務処理の効率化・簡素化に努めるとともに、共同
参画や働き方改革関連法の趣旨を踏まえた多様で柔軟
な働き方を推進する。（❸）

・業務改善の一層の向上とワーク・ライフ・バランス
を推進するため、過去に実施していた「ノー残業
デー」を改めて設定し、職員の健康増進及び心身のリ
フレッシュを図りつつ、業務能率の向上に向けた環境
を整備するとともに、時差勤務制度の利用促進に継続
して努めた。

R
6
年
度

・DXをはじめとする業務改善を積極的に奨励し、ペー
パーレス化やアウトソーシング等の取組を推進する。
（❶❷）

・業務改善等の取組を奨励し、優れた功績のあった職
員を優良職員として表彰した。
・庶務事務の業務改善及びペーパーレス化を図るた
め、庶務事務システムによる各種申請等について、引
き続き適切に運用した。
・庶務事務の合理化を図るため、年末調整基礎データ
作成業務の外部委託を引き続き実施した。
・業務DXをはじめとした業務改善に役立てるため、東
北大学「東北地区業務ＤＸチーム」に参加し、参画す
る各大学の共通課題について、意見交換を通じた情報
収集を行った。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶教職員による業務改善を奨励するとともに、❷ペーパーレス化やアウトソーシング、情報システムの導入等の取組を積極的に推進
し、事務等の効率化・合理化を図る。❸また、共同参画や働き方改革関連法の趣旨を踏まえ、多様で柔軟な働き方を推進する。
【38】

意見

評定実績（38）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

理事長のリーダーシップのもと自主・自律性を発揮しながら、時代の変化や地域・社会のニーズなどに迅速かつ的確に対応できる
よう、必要に応じ法人組織や教育研究組織等を見直すとともに、引き続き業務運営の改善及び効率化を図る。

　事務組織については、事務処理の効率化に努め、必要に応じ見直しを行うとともに、共同参画や働き方改革を推進する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地独法第26条）第3 業務運営の改善及び効率化  3 事務等の効率化・合理化
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

【評価委員会による意見記載欄】

ネクストリーダーズ基金については、学生が独自に企画した留学プログラムへの支援や、学生のビジネスプランコンテストの
開催等を行い、総額で2,445千円を支出した。

90件［大和63件、太白27件］の施設貸付を行い、学内資源の有効活用に努めた。

会計士相談業務について単価契約から包括契約に切り替えるなど、現状の契約内容の見直しを適宜行い、業務の合理化を図っ
た。また、人事給与システムについて、税制改正に対応したシステムの更新を行い、税務処理面の効率化を図った。

　第４　財務内容の改善
【重点目標】

経費の縮減、人件費の抑制、外部資金の積極的な獲得などにより、財務内容の改善
を図る。

全体的な状況

予算額を上回る学生納付金実績となり、自己収入の確保に繋がった。また、他大学の各種学生納付金の情報を収集しながら、少
子高齢化の影響にも配慮しつつ、社会情勢の動向を注視し検討を行っている。

委託業者による定期的な保守点検を実施し、施設維持に努めた。また、施設利用者から不具合発生の都度連絡を受けて速やかに
修繕を実施した。

 財務内容の改善に関する特記事項
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■中期計画番号 39

第5 財務内容の改善に関する目標 1 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・授業料その他の各種学生納付金については、他大学
の金額設定の情報収集を行うとともに、受益者負担の
観点から、物価高騰等を反映した適正な負担額につい
て、法人の収支状況及び社会情勢等を勘案の上、検討
を行う。（❶）

・予算額を上回る学生納付金実績となり、自己収入の
確保に繋がった。また、他大学の各種学生納付金の情
報を収集しながら、少子高齢化の影響にも配慮しつ
つ、社会情勢の動向を注視し検討を行っている。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶授業料等の学生納付金については他大学の動向や法人の収支状況、社会情勢等を勘案し、適正な受益者負担の観点から定期的に見直
しを行う。【39】

意見

評定実績（39～40）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　経費の縮減、人件費の抑制、外部資金の積極的な獲得などにより、財務内容の改善を図る。

法人の安定的な経営が行えるように自己収入を確保するため、外部資金の獲得に組織的に取り組むとともに、収入源の見直しや新た
な収入源の拡充を図る。

また、授業料をはじめとする学生納付金については、法人の収入状況及び社会情勢を勘案して適切に設定するとともに、授業料等の
減免制度について適宜見直しを行う。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第4 財務内容の改善  1 自己収入の確保
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■中期計画番号 40

第5 財務内容の改善に関する目標 1 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・令和6年度については、学生が独自に企画した留学
プログラムへの支援や、学生のビジネスプランコンテ
ストの開催等を行い、総額で2,445千円を支出した。

R
6
年
度

・学内施設の外部への貸付を適切に行う。（❶） ・令和6年度は、90件［大和63件、太白27件］の施設
貸付を行い、学内資源の有効活用に努めた。

Ⅲ・ネクストリーダーズ基金については令和5年度に引
き続き事業を実施し、その成果をウェブサイト等で一
般に広く周知することで基金の認知度を高め、新たな
寄附の促進につなげる。（❷）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第２７条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶学内の資源を有効に活用するとともに、❷寄附金による自己収入の増加に努める。【40】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　経費の縮減、人件費の抑制、外部資金の積極的な獲得などにより、財務内容の改善を図る。

法人の安定的な経営が行えるように自己収入を確保するため、外部資金の獲得に組織的に取り組むとともに、収入源の見直しや新
たな収入源の拡充を図る。

また、授業料をはじめとする学生納付金については、法人の収入状況及び社会情勢を勘案して適切に設定するとともに、授業料等
の減免制度について適宜見直しを行う。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第4 財務内容の改善  1 自己収入の確保
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■中期計画番号 41

第5 財務内容の改善に関する目標 2 経費の抑制に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・業務の外部委託等を推進するとともに、契約内容に
ついて随時の見直しを行い、コスト削減や業務の簡素
化、合理化を図る。（❷）

・会計士相談業務について単価契約から包括契約に切
り替えるなど、現状の契約内容の見直しを適宜行い、
業務の合理化を図った。また、人事給与システムにつ
いて、税制改正に対応したシステムの更新を行い、税
務処理面の効率化を図った。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶情報システムの高度化と適切な運用により業務効率を向上させるとともに、❷業務の外部委託等による合理化を進め、経費抑制を
図る。【41】

意見

評定実績（41）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　経費の縮減、人件費の抑制、外部資金の積極的な獲得などにより、財務内容の改善を図る。

予算の効率的な執行や業務の簡素化・合理化・契約方法の見直し、効果的な組織運営や適正な人員配置などにより、経費の縮減に
努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第4 財務内容の改善  2 経費の抑制
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■中期計画番号 42

第5 財務内容の改善に関する目標 3 資産の運用及び管理の改善に関する目標

【重点目標】

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・委託業者と連携した計画的な施設の保守管理を行
い、不具合が発生した場合には、できるだけ速やかに
修繕等を行う。（❶）

・委託業者による定期的な保守点検を実施し、施設維
持に努めた。また、施設利用者から不具合発生の都度
連絡を受けて速やかに修繕を実施した。

Ⅲ・資金繰り等を勘案し、余裕資金が生じた場合は、定
期預金など安全で確実な金融商品により運用する。
（❷）

・大規模修繕費や実験実習機器など、最終精算方式で
運営費交付金が交付される事業の動向を注視しなが
ら、リスクマネジメントの観点からも、資金流動性を
第一に考えた預金運用を継続して行った。

R
6
年
度

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶定期的な資産の点検を行い、適切に維持管理し、有効活用を図るとともに、❷余裕資金の管理運用にあたっては、安全性・流動性に
配慮する。【42】

意見

評定実績（42）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　経費の縮減、人件費の抑制、外部資金の積極的な獲得などにより、財務内容の改善を図る。

　資産の適切な運用及び管理を行う体制により、長期的かつ経営的な視点に立った法人資産の効果的・効率的な活用に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第4 財務内容の改善  3 資産の運用管理の改善
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ なし

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

・

【評価委員会による意見記載欄】

大学案内やウェブサイトなどの広報ツールについて統一感のある広報を継続したほか、これまでの志願者向け大学案内パンフ
レットに加え、本学の教育と研究の特色を活かした記念品、教員と学生が企画と開発に参加できるノベルティも新たに制作し
た。

日本看護学教育評価機構による看護学教育評価を受審した。適合の評価結果と、今後の看護教育充実に向けて、教育課程の改
善に卒業生の意見を取り入れることの助言があった。

　第５　教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供

全体的な状況

評価委員会を中心に、令和5年度実績に関する各部門の自己点検・評価結果を実績報告書に取りまとめ、令和6年6月末までに県
設置の公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出し、ウェブサイトでの学外公表を行った。また、令和6年度実績見込みに関する各
部門の自己点検・評価結果を反映した令和7年度計画を取りまとめ、令和7年3月末までに県へ提出し、ウェブサイトでの学外公表
を行った。

内部質保証実施委員会において、内部質保証システムチェックシートに基づき、各部門の自己点検・評価の進行状況の管理を行
い、実施状況を確認した。

全学的な広報推進体制を維持するとともに、オンラインオープンキャンパス特設サイトに動画コンテンツを追加するなどウェブ
サイトによる情報発信を積極的に活用したほか、オープンキャンパスやアカデミックインターンシップを始めとする対面イベント
の実施など時宜にかなった広報施策を展開した。

教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

令和7年度の認証評価受審に向け、自己点検・評価活動を実施し、その結果を点検評価ポートフォリオに取りまとめた。ま
た、認証評価機関への事前相談を2回行い、内容の充実に努めた。

主に高校生や在学生を対象とした広報アンケート（質的評価）を実施したほか、ウェブアクセス解析（量的評価）によるPDCA
サイクルを実施し、情報発信の効果を確認した。
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■中期計画番号 43

第6  教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 1　自己点検・評価の充実に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・令和5年度実績に関する自己点検・評価結果に関す
る公立大学法人宮城大学評価委員会の評価結果につい
ては、理事会を始めとした学内組織での共有を行い、
ウェブサイトでの学外公表を行うほか、PDCAサイクル
に基づく分析・検討結果を法人の業務運営や令和7年
度計画に適切に反映する。（❶）

・令和5年度実績に関する自己点検・評価結果に関す
る公立大学法人宮城大学評価委員会の評価結果につい
ては、理事会をはじめとした学内組織での共有を行
い、ウェブサイトでも学外公表を行った。また、PDCA
サイクルに基づく分析・検討結果を法人の業務運営や
令和7年度計画に適切に反映させるため、「令和7年度
公立大学法人宮城大学年度計画策定の基本方針」にそ
の旨を明記した。

・評価委員会を中心に、第3期中期目標期間の暫定評
価を適切に実施し、実績に関する各部門の自己点検・
評価結果を実績報告書に取りまとめ、令和7年6月末ま
でに県設置の公立大学法人宮城大学評価委員会へ提出
するとともに、第4期中期計画策定に向けた検証・検
討作業に着手する。（❶）

・評価委員会を中心に、各部局で第3期中期目標期間
の暫定評価を適切に実施した。今後、各部門の自己点
検・評価結果を実績報告書に取りまとめ、令和7年6月
末までに県設置の公立大学法人宮城大学評価委員会へ
提出する。また、第4期中期計画策定に向け、策定ス
ケジュールや作業工程の確認を行った。

・令和7年度の認証評価受審に向け、令和6年度に本学
における自己点検・評価活動を実施し、その結果をま
とめた点検評価ポートフォリオを取りまとめる。
（❶）

・令和7年度の認証評価受審に向け、自己点検・評価
活動を実施し、その結果を点検評価ポートフォリオに
取りまとめた。また、認証評価機関への事前相談を2
回行い、内容の充実に努めた。

R
6
年
度

・評価委員会を中心に、令和5年度実績に関する各部
門の自己点検・評価結果を実績報告書に取りまとめ、
令和6年6月末までに県設置の公立大学法人宮城大学評
価委員会へ提出するとともに、令和6年度実績見込み
に関する各部門の自己点検・評価結果を反映した令和
7年度計画を取りまとめ、令和7年3月末までに県へ提
出する。また、ウェブサイトでの学外公表を行う。
（❶）

・評価委員会を中心に、令和5年度実績に関する各部
門の自己点検・評価結果を実績報告書に取りまとめ、
令和6年6月末までに県設置の公立大学法人宮城大学評
価委員会へ提出し、ウェブサイトでの学外公表を行っ
た。また、令和6年度実績見込みに関する各部門の自
己点検・評価結果を反映した令和7年度計画を取りま
とめ、令和7年3月末までに県へ提出し、ウェブサイト
での学外公表を行った。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶外部機関による評価項目や認証評価の評価基準も見据えた自己点検・評価を実施し、その結果を学内外に公表することにより、自
主的な大学運営の改善・向上及び透明性確保に努める。【43】

意見

評定実績（43～44）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

内部質保証システムに基づき、自己点検・評価を行うとともに、認証評価機関による第三者評価を受け、その結果を改善に反映
し、大学の質の向上に努める。また、それらについて県民に分かりやすく公表する。

■中期計画（法人策定：地独法第26条）第5 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供 1 自己点検・評価の充実
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■中期計画番号 44

第6  教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 1　自己点検・評価の充実に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

R
6
年
度

・内部質保証実施委員会を中心に、内部質保証システ
ムチェックシートに基づいた自己点検・評価を着実に
実施し、引き続き内部質保証システムの定着化を図
る。（❶）

・内部質保証実施委員会において、内部質保証システ
ムチェックシートに基づき、各部門の自己点検・評価
の進行状況の管理を行い、実施状況を確認した。実施
が遅れている項目については、各部門で実施に向けた
対応を進めるなど、チェックシートの活用による内部
質保証システムが定着してきている。

Ⅲ
・令和7年度の認証評価に向け、本学の内部質保証シ
ステムに関する自己点検・評価を実施し、必要な改善
を実施するとともに、点検評価ポートフォリオに適切
に反映させる。（❶）

・令和7年度の認証評価受審に向け、本学の内部質保
証システムに関する自己点検・評価を実施し、内部質
保証システム実施要綱の改正を行うとともに、その実
施状況を点検評価ポートフォリオに適切に反映させ
た。

・日本看護学教育評価機構による看護学教育評価を受
審し、指摘事項に対する改善を行い、看護学教育の質
向上を図る。（❶）

・日本看護学教育評価機構による看護学教育評価を受
審した。適合の評価結果と、今後の看護教育充実に向
けて、教育課程の改善に卒業生の意見を取り入れるこ
との助言があった。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

❶内部質保証システムに基づく各PDCAサイクルの適切かつ定期的な実施を通じて、教育研究活動等の質の保証及び向上に恒常的・継
続的に取り組み、システムの定着化を図る。【44】

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

内部質保証システムに基づき、自己点検・評価を行うとともに、認証評価機関による第三者評価を受け、その結果を改善に反映
し、大学の質の向上に努める。また、それらについて県民に分かりやすく公表する。

■中期計画（法人策定：地独法第26条）第5 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供 1 自己点検・評価の充実
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■中期計画番号 45

第6  教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 2 情報発信の推進等に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・広報アンケート等の質的評価及びウェブアクセス解析等
の量的評価による広報施策のPDCAサイクルにより、情報発
信の効果を確認する。（❶）

・主に高校生や在学生を対象とした広報アンケート（質的
評価）を実施したほか、ウェブアクセス解析（量的評価）
によるPDCAサイクルを実施し、情報発信の効果を確認し
た。

R
6
年
度

・全学的な広報推進体制を維持するとともに、ウェブサイ
トや印刷物、対面イベントなど各広報媒体の良さを効果的
に活かし、ハイブリッドでタイムリーかつ情勢に応じた戦
略的な広報施策を推進する。（❶）

・全学的な広報推進体制を維持するとともに、オンライン
オープンキャンパス特設サイトに動画コンテンツを追加す
るなどウェブサイトによる情報発信を積極的に活用したほ
か、オープンキャンパスやアカデミックインターンシップ
を始めとする対面イベントの実施など時宜にかなった広報
施策を展開した。

Ⅲ

・主要事業である大学案内やウェブサイト、印刷物につい
ても、引き続き広報グラフィック基本コンセプトのもと、
統一感のある広報を展開していくとともに、共同研究等の
クライアントとなる企業や自治体等への情報発信のほか、
社会人に対する研究科のPRも含めた大学広報について、ブ
ランディングの観点から広報の強化を図る。（❶）

・大学案内やウェブサイトなどの広報ツールについて統一
感のある広報を継続したほか、これまでの志願者向け大学
案内パンフレットに加え、本学の教育と研究の特色を活か
した記念品、教員と学生が企画と開発に参加できるノベル
ティも新たに制作した。

・広報推進体制を活用した情報収集とコンテンツ発信の強
化を継続するとともに、プレスリリースや取材対応など各
メディアとの連携強化により、本学の更なる認知度向上を
図る。（❶❷）

・学内の情報収集と写真素材の充実を図ることにより、メ
ディア等に対する安定した新着情報等の発信を可能にする
とともに、研究ニュースなどの質的向上を図るなど本学の
認知度向上を推進した。
①新着情報件数

R5：311件→R6：307件
②プレスリリース件数

R5： 15件→R6： 22件
③メディア掲載・出演情報件数

R5：480件→R6：578件
※参考：SNS発信件数（累計値）
・X

R5：約2,400件→R6：約9,600件
・Instagram

R5：　約340件→R6：　約800件

❶広報基本方針等に基づき、教育研究活動等の積極的な情報発信をはじめとする全学広報活動を戦略的に推進し、❷様々なステーク
ホルダーに対して本学の認知度を高める。【45】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定 意見

評定実績（45）

■中期計画（法人策定：地独法第26条）第5 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供 2 情報公開の推進等

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

法人の組織運営及び大学の教育研究活動の実績については、積極的に情報を発信し、県民をはじめとする社会への説明責任を果た
すとともに、大学の認知度を高める。
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1 特筆すべき優れた実績・成果を上げた取組（自己評価の評定が「Ⅳ」の項目）
・ なし

2 特色ある取組や業務運営を円滑に進めるために工夫した取組
・

・

3 過年度との数値による実績対比が可能な事項
・ ［指標］個人情報漏洩事故件数（0件／年）　附属資料36ページ参照

4 遅滞が生じている事項とその理由（自己評価の評定が「Ⅱ」「Ⅰ」の項目）
・ なし

5 その他、法人が積極的に実施した取組
・

・

【評価委員会による意見記載欄】

令和5年度の理解度調査で関心が高かった、ウェブサイトを閲覧する際の情報セキュリティ対策及びインシデント発生時の対
応についてを題材とする講習会の動画配信を実施し、インシデントを未然に防ぐための情報リテラシー教育を行った。さら
に、ネットワーク基盤システムのマルウェア検知システム等セキュリティ機能を活用しながら、安全な学内のネットワーク環
境の維持に努めた。

事業場衛生委員会を毎月開催し、時間外勤務の状況、健康診断やストレスチェックの実施などについて情報共有を行った。ま
た、委員会の役割について共通認識を深めるための勉強会を実施するとともに、所管の課題などについての協議を行い改善に
努めた。

各学群等に相談員を配置するとともに、学生相談カウンセラーや保健指導員との連携を図るなど相談体制の充実に努めた。

　第６　その他業務運営

全体的な状況

健康診断、ストレスチェック（年2回）のほか、産業医による面談や、毎月事業場ごとの職場巡視等を適切に行った。また、職
場における教職員の安全、健康、職場環境の確保等について、随時、注意喚起等を実施した。
　消防設備保守管理委託業者による保守点検を実施し、指摘された不具合事項について修繕・対応を実施している。

固定資産については決算時に減損兆候の把握のため現物の確認を行った。また、備品及び貴重物品については取得時に台帳登録
を行い、教員の異動時等に適切に移管、抹消等の手続を実施した。

人権侵害防止・対策本部会議を開催し、「人権侵害（ハラスメント）の防止に関する指針」の周知を図るとともに、リーフレッ
トを配布し、ハラスメント防止に関する意識啓発と予防に取り組んだ。

その他業務運営に関する特記事項

5月に全教職員・学生対象の防災訓練を動画視聴講習及び実地避難訓練のハイブリッド方式により実施した。また、資材等の
備蓄については非常食の賞味期限などを踏まえた管理を実施した。
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■中期計画番号 46

第7  　その他業務運営に関する重要目標 1 　施設設備の整備・活用等に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

R
6
年
度

Ⅲ

・第3期中期計画における施設・設備の修繕計画に位
置付けた大規模修繕工事（大和キャンパス7件、太白
キャンパス4件）を実施する。また、キャンパス整備
委員会で整理された要望を踏まえ、教育研究環境の向
上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費対応案件
を精査する（No.25再掲）（❶）

・大規模修繕工事（11件）について、全体的な事業組
み替えも行いつつ、資材高騰や労務単価の上昇の中、
施設整備計画に基づき実施した。坪沼農場の倒木対応
や令和5年豪雨災害復旧工事などの緊急性の高い工事
も着実に実施したが、優先して実施する必要があった
ため、工事実施設計業務（5件）のうち1件について
は、発注までに至らなかった。また、キャンパス整備
委員会で整理された要望を踏まえ、教育研究環境の向
上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費対応案件
を精査した。（№25再掲）

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶老朽化した施設及び付帯設備について、計画的な大規模修繕を行い、長寿命化を図る。【46】

意見

評定実績（46）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

『宮城県公共施設等総合管理方針』等に基づき、中長期的な視点に立った計画的な施設整備を行うとともに、施設等の適切かつ効
率的な維持管理に努める。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第6 その他業務運営  1 施設設備の整備・活用等

66



■中期計画番号 47

第7  　その他業務運営に関する重要目標 2 　安全管理等に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・常に、職場における教職員の安全に配意し、健康の
確保、快適な職場環境の形成促進等に努める。（❶）

・健康診断、ストレスチェック（年2回）のほか、産
業医による面談や、毎月事業場ごとの職場巡視等を適
切に行った。また、職場における教職員の安全、健
康、職場環境の確保等について、随時、注意喚起等を
実施した。

R
6
年
度

・事業場衛生委員会を定期的に開催し、教職員の健康
障害の防止及び健康の保持増進に努める。（❶）

・事業場衛生委員会を毎月開催し、時間外勤務の状
況、健康診断やストレスチェックの実施などについて
情報共有を行った。また、委員会の役割について共通
認識を深めるための勉強会を実施するとともに、所管
の課題などについての協議を行い改善に努めた。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶事業場衛生委員会を定期的に開催し、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項について調査審議を行うととも
に、職場における教職員の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進等に努める。【47】

意見

評定実績（47～48）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

安全衛生管理体制の整備に努め、感染症対策の強化など、より安全なキャンパス環境を創出する。また、情報セキュリティ対策を
強化し、情報管理を徹底する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第6 その他業務運営  2 安全管理等
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■中期計画番号 48

第7  　その他業務運営に関する重要目標 2 　安全管理等に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

評定 意見

・5月に全教職員・学生対象の防災訓練を動画視聴講
習及び実地避難訓練のハイブリッド方式により実施し
た。また、資材等の備蓄については非常食の賞味期限
などを踏まえた管理を実施した。

・引き続き情報セキュリティに関する講習会を実施す
るとともに、ネットワーク基盤システムのセキュリ
ティ機能を活用し、安全な学内のネットワーク環境を
維持する。（❸）

・令和5年度の理解度調査で関心が高かった、ウェブ
サイトを閲覧する際の情報セキュリティ対策及びイン
シデント発生時の対応についてを題材とする講習会の
動画配信を実施し、インシデントを未然に防ぐための
情報リテラシー教育を行った。さらに、ネットワーク
基盤システムのマルウェア検知システム等セキュリ
ティ機能を活用しながら、安全な学内のネットワーク
環境の維持に努めた。

［指標］個人情報漏洩事故件数（0件／年） ［指標］個人情報漏洩事故件数（1件／年）

R
6
年
度

・施設や消防設備について、委託業者と連携した定期
的な保守管理を行うとともに、不具合発生時には速や
かに修繕を行うなど、安全を確保する。（❶）

・消防設備保守管理委託業者による保守点検を実施
し、指摘された不具合事項について修繕・対応を実施
している。

Ⅲ

・固定資産については、決算時に減損兆候の把握のた
め現物の確認を行う。また、備品及び貴重物品につい
ては、取得時に台帳登録を行い、教員の異動時等に適
切に移管、抹消等の手続を実施する。（❶）

・固定資産については決算時に減損兆候の把握のため
現物の確認を行った。また、備品及び貴重物品につい
ては取得時に台帳登録を行い、教員の異動時等に適切
に移管、抹消等の手続を実施した。

・定期的な防災訓練により教職員及び学生への防災教
育を推進するとともに、災害発生時に備えた資機材等
の備蓄を確保する。（❷）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

安全衛生管理体制の整備に努め、感染症対策の強化など、より安全なキャンパス環境を創出する。また、情報セキュリティ対策を
強化し、情報管理を徹底する。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第6 その他業務運営  2 安全管理等

❶安全安心で衛生面にも配慮した教育研究環境を確保するために、施設・備品等（薬品を含む）の適切な管理運用を行うとともに、
❷災害等の非常時を想定した総合的な諸対策の充実を図る。❸また、情報セキュリティポリシーに基づく情報管理を徹底する。
［指標］個人情報漏洩事故件数（0件／年）【48】

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価
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■中期計画番号 49

第7  　その他業務運営に関する重要目標 3 人権の尊重に関する目標

※英数字は半角で、「読点」は「、」で入力してください。

R3 R4 R5 R6
暫
定

R7

A A A

・人権侵害の未然防止や適切な初期対応を図るため、
相談体制の充実を図る。（❷）

・各学群等に相談員を配置するとともに、学生相談カ
ウンセラーや保健指導員との連携を図るなど相談体制
の充実に努めた。

R
6
年
度

・性暴力防止及び人権侵害防止に関する対策本部を開
催し、各種防止に向けた研修や啓発活動を実施し、未
然防止に努める。（❶）

・人権侵害防止・対策本部会議を開催し、「人権侵害
（ハラスメント）の防止に関する指針」の周知を図る
とともに、リーフレットを配布し、ハラスメント防止
に関する意識啓発と予防に取り組んだ。
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラス
メント及び性暴力防止に関する規程改正を行った。

Ⅲ

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度 計画 実績 自己
評定

評価委員会による評価

評定

❶人権侵害防止・対策本部を毎年度定期的に開催し、人権侵害防止に向けた研修や啓発活動を実施するなど人権侵害の未然防止に努
める。❷また、相談体制を整備し、人権侵害に関する問題への対応を適切に実施する。【49】

意見

評定実績（49）

第 3 期 中 期 計 画 進 捗 管 理 シ ー ト

■中期目標（宮城県が定め、本法人に提示する「本法人の達成すべき業務運営に関する目標」：地方独立行政法人法第25条、第78条）

　人権侵害を防止するため、全学一体となった体制整備と人権尊重に対する役職員及び学生の意識向上を図る。

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第6 その他業務運営  3 人権の尊重
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1 予算（令和3年度～令和8年度）　（単位：百万円） 《参考》

【人件費の見積もり】

 収入 　第3期中期目標期間中、総額14,008百万円を支出する。

運営費交付金 15,431

授業料等収入 7,038

受託研究費等収入及び寄附金 639

補助金 -   

その他収入 294 【運営費交付金の算定方法】

目的積立金等取崩 74

　計 23,476

 支出 ※1 運営費交付金算定の収入及び経費の内容は、次のとおり。

教育研究費 14,410

（うち人件費） (10,399) 人　件　費 職員給与、非常勤職員報酬　等

一般管理費 7,566

（うち人件費） (3,609)

施設整備費 1,500 管理運営費 庁舎管理経費、光熱水費、事務局経費　等

補助金 -   

　計 23,476

修　繕　費 建物設備維持管理経費、実験実習機器保守点検　等

自 己 収 入 授業料等の学生納付金、受託研究費等の外部資金　等

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

1 当初予算（令和6年度）　（単位：百万円）　 1 予算執行実績（令和6年度）　（単位：百万円）　

 収入  収入

運営費交付金 ２，８５９ 運営費交付金 ２，６６６

授業料等収入 １，０２１ 授業料等収入 １，１０３

受託研究費等収入及び寄附金 １１０ 受託研究費等収入及び寄附金 １８３

補助金 １１３ 補助金 １１２

その他収入 ５５ その他収入 ４３

目的積立金等取崩 ２１６ 目的積立金等取崩 ９５

　計 ４，３７４ 　計 ４，２０３

 支出  支出

教育研究費 ２，５２４ 教育研究費 ２，３３７

（うち人件費） （１，７６５） （うち人件費） （１，６０８）

一般管理費 １，３９６ 一般管理費 １，３６０

（うち人件費） （７１９） （うち人件費） （７１６）

施設整備費 ４５１ 施設整備費 ２６５

補助金 ３ 補助金 ２０

災害復旧・復興支援費等 ５

　計 ４，３７４ 　計 ３，９８６

※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

※1 人件費については、教員の年次採用計画に基づく新規採用に係る
人員増分を含めて所要額が算定される。

　第7　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第7予算、収支計画及び資金計画

区　分 金　額

※2 退職手当については、公立大学法人宮城大学が定める規程に基づ
き所要額を支給するが、措置される額は、各事業年度の予算編成
過程において算定される。

　運営費交付金＝人件費＋事業費＋管理運営費＋法人化に伴う新規経費
＋修繕費－自己収入

項　目 内　容

事　業　費
入学試験費、教育実験実習費、研究費、
各センター運営費　等

法人化に伴う
新規経費

常勤役員給与等の人件費、各審議会の事務費、
財務会計システム運営費等の管理運営費

※2 大規模修繕費、高額設備（備品）費については、所要額を個別に算
定し、宮城県の財政状況を勘案した上で、別途措置される。

R
6
年
度

区　分 金　額 区　分 金　額
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2 収支計画（令和3年度～令和8年度）　（単位：百万円）

　費用の部 24,011

経常費用 24,011

　業務費 23,062

　教育研究経費 3,101

　受託研究等経費 496

　人件費 14,008

　一般管理費 5,457

　財務費用 -   

　雑損 -   

　減価償却費 949

臨時損失 -   

　収入の部 24,011

経常収益 24,011

　運営費交付金収益 15,431

　授業料等収益 7,038

　受託研究等収益（寄附金を含む。） 713

　財務収益 -   

　雑益 294

　資産見返負債戻入 535

　資産見返運営費交付金等戻入 491

　資産見返物品受贈額戻入 44

　補助金収益 -   

臨時利益 -   

　純利益 -   

　総利益 -   

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

年度

2 収支計画（令和6年度）　（単位：百万円） 2 収支実績（令和6年度）　（単位：百万円）

　費用の部 ４，４９２ 　費用の部 ４，０４３

経常費用 ４，４４９ 経常費用 ４，００２

　業務費 ４，１９６ 　業務費 ３，７２１

　教育研究経費 ５６９ 　教育研究経費 ８５７

　受託研究等経費 ８５ 　受託研究等経費 １２３

　人件費 ２，４８４ 　人件費 ２，３７１

　一般管理費 １，０５８ 　一般管理費 ３６９

　財務費用 １０ 　財務費用 １０

　雑損 ０ 　雑損 －

　減価償却費 ２４３ 　減価償却費 ２７１

臨時損失 ４３ 臨時損失 ４１

　収入の部 ４，４９２ 　収入の部 ４，２４０

経常収益 ４，４４９ 経常収益 ４，１９９

　運営費交付金収益 ２，８１７ 　運営費交付金収益 ２，５９５

　授業料等収益 １，０２０ 　授業料等収益 １，２２２

　受託研究等収益（寄附金を含む。） １４１ 　受託研究等収益（寄附金を含む。） ２１９

　財務収益 ０ 　財務収益 ０

　雑益 ３５２ 　雑益 ４４

　補助金収益 １１９ 　補助金収益 １１９

臨時利益 ４３ 臨時利益 ４１

　純利益 ０ 　純利益 １９７

　総利益 ０ 　総利益 １９７

※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

　第7　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第7予算、収支計画及び資金計画

区　分 金　額

計画 実績

R
6
年
度

区　分 金　額 区　分 金　額
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3　資金計画（令和3年度～令和8年度）　（単位：百万円）

　資金支出 23,476

業務活動による支出 21,142

投資活動による支出 1,745

財務活動による支出 589

次期中期目標期間への繰越金 -   

　資金収入 23,476

業務活動による収入 23,476

　運営費交付金収入 15,431

　授業料等収入 7,038

　受託研究等収入 713

　その他収入 294

投資活動による収入 -   

財務活動による収入 -   

前期（中期目標期間からの）繰越金 -   

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

　資金支出 ４，３７４ 　資金支出 ５，２５８

業務活動による支出 ３，７８９ 業務活動による支出 ３，６２６

投資活動による支出 ４５１ 投資活動による支出 ２３２

財務活動による支出 １３４ 財務活動による支出 １３４

次期中期目標期間への繰越金 ０ 次期中期目標期間への繰越金 －

翌年度への繰越金 １，２６６

　資金収入 ４，３７４ 　資金収入 ５，２５８

業務活動による収入 ４，３７４ 業務活動による収入 ４，１２１

　運営費交付金収入 ２，８５９ 　運営費交付金収入 ２，６６６

　授業料等収入 １，０２１ 　授業料等収入 １，１０３

　受託研究等収入 ２５５ 　受託研究等収入 ３０７

　その他収入 ２３９ 　その他収入 ４５

投資活動による収入 ０ 投資活動による収入 ０

財務活動による収入 ０ 財務活動による収入 －

前期（中期目標期間からの）繰越金 ０ 前期（中期目標期間からの）繰越金 －

前年度からの繰越金 １，１３７

※端数処理により内訳と合計が一致しない場合があります。

　第7　予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第7予算、収支計画及び資金計画

区　分 金　額

R
6
年
度

3　資金計画（令和6年度）　（単位：百万円）　 3　資金収支実績（令和6年度）　（単位：百万円）

区　分 金　額 区　分 金　額
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年度

　第8　短期借入金の限度額
　第9　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
　第10 剰余金の使途
 第11 県の規則で定める業務運営に関する事項（県規則第七条第一号から第三号関係）

■中期計画（法人が策定する「中期目標を達成するための計画」：地方独立行政法人法第26条）　第8  短期借入金の限度額
第9  重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
第10 剰余金の使途
第11 県の規則で定める業務運営に関する事項

（県規則第七条第一号から第三号関係）

第8 短期借入金の限度額
　  1 短期借入金の限度額

5億円
    2 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により、緊急に必要となる対策費として借入れすることが想定される。
第9 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし。
第10 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、協議の上、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善に充てる。
第11 県の規則で定める業務運営に関する事項（県規則第七条第一号から第三号関係）
  　1 積立金の処分に関する計画（法第40条第4項の承認を受けた金額の使途）

前中期目標期間繰越積立金については、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善に充てる。
　　2 人事に関する計画

教員については、大学の教育研究や地域への貢献を更に推進していくために必要となる人員を、人件費も念頭に置きながら、年次ごとの採用計画に基づき適正に
配置する。
事務職員については、法人採用職員の幹部職員への積極的な登用を行うとともに、本学を円滑に運営するため、専門的な知識を有する職員を長期にわたって養成し
ていく。

  　3 施設設備に関する計画
中期目標を達成するために必要な業務の実施状況を勘案した施設設備の整備や老朽度合い等を勘案した施設設備の大規模修繕等については、宮城県の財政状況に
応じて協議の上、決定する。

■年度計画（中期計画に基づき「その事業年度の業務運営に関する計画」：地方独立行政法人法第27条）

計画 実績

第8 短期借入金の限度額
　  1 短期借入金の限度額

5億円
    2 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により、緊急に必要となる対
策費として借入れすることが想定される。

第8 短期借入金の限度額
　  1 短期借入金の限度額

短期借入は行わなかった。
    2 想定される理由

－

第9 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
　　なし。

第9 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
　　なし。

第10 剰余金の使途
 決算において剰余金が発生した場合は、知事からの承認を得た上で、教育

　　 研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善に充てる。

第10 剰余金の使途
決算において剰余金が発生した場合は、協議の上、教育研究の質の向上
並びに組織運営及び施設設備の改善に充てる。

第11 県の規則で定める業務運営に関する事項
（県規則第7条第1号から第3号関係）

  　1  積立金の処分に関する計画
（法第40条第4項の承認を受けた金額の使途）
なし。

第11 県の規則で定める業務運営に関する事項
（県規則第7条第1号から第3号関係）

  　1 積立金の処分に関する計画
（法第40条第4項の承認を受けた金額の使途）
令和6年度は積立金の取崩は行わなかった。

R
6
年
度

・階層化レベルで、教職員の育成及び自己研鑽のためのFD・SDの企
画をさらに促進し、全教職員が主体的に参加できる運営のスマー
ト化を行う。また、本学が目指すニューノーマルな高度専門教育
の質保証に向けて、教職学協働、教育・研究連動を促進しながら
教職員の能力向上を目指し、マクロ、ミドル、ミクロの各レベル
のFD・SDの成果を評価し、体系化する。

・本年度はマクロレベル1件、ミドルレベル10件、ミクロレベル10件
のFD・SDを実施した。対面での開催のほか、オンデマンド配信を併
用した開催形式により、全教職員の主体的な参加を促し、マクロレ
ベルFD・SDは97.9％の出席率であった。本年度の各レベルのFD・SD
は、学生支援、教育上の課題等に応じ、教職員の能力向上を目指し
た企画がなされた。その実施概要並びに評価は、報告書としてまと
めた。

・事務職員の採用に当たっては、原則として、公募による選考とす
る。また、配置においては、組織運営の効率性のほか、法人採用
職員の積極的な登用を見据え、職員の能力・適性等の育成の観点
から、本人のキャリアプランを十分考慮した人事配置に努める。

・公募による採用試験を実施し、事務職員を5名採用した。また、有
期雇用職員についても、必要に応じて適切に公募による採用を行っ
た。

・人事配置については、本人の将来的なキャリアプランを考慮すると
ともに、毎年度、定期的に作成・提出を求めている身上調書に基づ
き、職員の希望や意欲を考慮し、能力・適性等を勘案した異動を実
施した。

　  2  人事に関する計画（再掲）
・各学群・研究科において策定する教員組織の編成方針等を踏ま
え、教育研究活動を展開するために必要な教員を適切に配置す
る。また、学系組織の在り方を踏まえ教育研究の活性化を図る。

・各学群・研究科で策定した編成方針等を踏まえ、専任教員の配置を
行った上で、科目担当の充足が困難で、教育の質保証の観点から必
要と認められる場合には、特任教員や非常勤講師を配置するなど、
科目担当教員の配置に関する指針を定め、適正な配置を行った。

・「本学が求める教員像」について、改めて明確化し、理事会の意見
を聴いた上で公表するとともに、学系の所掌事項の整理を行った。

・教員の採用に当たっては、人事計画書の中で将来構想との整合性
や求める教員像を明確にし、原則として公募により選考を行う。

・人事計画書の中で将来構想との整合性や求める教員像を明確にした
上で、公募により教員人事委員会において採用予定者を決定し、理
事会の審議を経て採用した。

・教員評価の円滑な実施を図るとともに、教員評価制度検討委員会
による点検を通じて、必要に応じて改善を行う。

・教員評価要綱に基づき評価を実施するとともに、教員評価制度検討
委員会において、各種意見を踏まえて制度の点検・見直しを行っ
た。

・教員評価の結果を勤勉手当の成績率に適切に反映させた。

・教員の年俸制の導入について、他大学等の情報を収集するなど、
引き続き検討していく。

・他大学の給与制度について情報収集を図るなど、慎重に検討を継続
した。

・「望ましい教員像及び教員組織の編成方針」を策定し、ウェブサ
イト等により学生及び学外への周知を図る。

・「望ましい教員像及び教員組織の編成方針」を策定し、ウェブサイ
ト等により学生及び学外への周知を図った。
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・各学群等で教育研究環境充実に取り組むため必要となる大型実験機
器等の整備、更新について、適切に予算化し、計画的に更新を進め
る。

・更新を計画していた高額な実験実習機器については、仕様検討や機
器選定に時間を要し、政府調達案件のため入札に係る事務処理の期
間が必要であったことから、令和6年度後半の入札及び契約とな
り、また、海外からの輸入品であるため機器調達までに時間を要す
ることから、令和7年度の納品となっている。

・職員の資質向上と組織の活性化を図るため、引き続き、適正な業
績評価を実施するとともに、他団体との人事交流等を推進し、人
材の育成を図る。

・事務局職員評価要綱に基づき、上司と部下による目標の共有とコ
ミュニケーション、人材育成や能力開発に重点を置いた業績評価を
実施した。

・有期雇用職員の資質向上と勤務成績に基づく手当支給を通じた組織
活性化等を目的に、有期雇用職員評価要綱を策定し、有期雇用職員
に対する勤務評価を開始した。

・職員の資質向上及び組織の活性化を図るため、事務職員1名を国立
大学法人東北大学へ派遣した。

・外部の研修資源等も活用して組織的なスタッフ・ディベロップメ
ント（SD）等を実施し、有為な専門性の高い事務職員を育成する
ことにより、教員と事務職員との協働による適切かつ効果的な大
学運営の推進を図る。

・教職員が最近の学修者を理解し、学生のニーズを共通認識すること
を目的として、「学修者本位の教育の実現に向けて」をテーマとし
た全学FD・SDを実施した。

・職員の専門性の向上を図るため、公立大学協会が主催する研修やe
ラーニング、県の階層別研修に参加させるとともに、若手職員を対
象に、大学職員として必要な知識やスキルの習得を目的とし
て、OJT研修及びレジリエンス研修を実施した。

・「本学が求める職員像」について、改めて明確化し、理事会の意見
を聴いた上でウェブサイトで公表した。

　 3　施設設備に関する計画（再掲）
・第3期中期計画における施設・設備の修繕計画に位置付けた大規模
修繕工事（大和キャンパス7件、太白キャンパス4件）を実施する。
また、キャンパス整備委員会で整理された要望を踏まえ、教育研究
環境の向上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費対応案件を精
査する。

・大規模修繕工事（11件）について、全体的な事業組み替えも行いつ
つ、資材高騰や労務単価の上昇の中、施設整備計画に基づき実施し
た。坪沼農場の倒木対応や令和5年豪雨災害復旧工事などの緊急性
の高い工事も着実に実施したが、優先して実施する必要があったた
め、工事実施設計業務（5件）のうち1件については、発注までに至
らなかった。また、キャンパス整備委員会で整理された要望を踏ま
え、教育研究環境の向上等に向け、令和7年度の施設・環境整備費
対応案件を精査した。
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